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第 3分冊第 8編

第 1章審査体制

第 1節総則

第 1 目的

1 入国事前審査及び在留関係諸申請の増加と申請内容の複雑多様化する中にあって，限ら

れた要員で円滑かっ秩序ある外国人の受入れのための入国・在留管理を行うため，審査業

務をとりまく現状を踏まえ，その業務処理体制を整備し，事務処理の適正化及び効率化を

図ることを目的とする。

2 地方局等及び出張所において審査業務を行うに当たって，事案の難易に応じた審査体制

の確保，事務の進行管理その他審査処理上の留意点を定め，より一層の円滑な審査業務の

実施を図る。

第2 審査体制の整備

地方局の長は，本編に定める事項を基に各局の実状に応じた審査体制を整備し，第 1の

目的を達成する。

第2節窓口の整理

第 1 窓口の整理の基本

申請受理時間の明示，受理窓口の事務名の表示，申請手順の明示等を的確に行い，申請

窓口の事務処理が円滑に行われるよう措置し，迅速かっ的確に申請案件の処理が行える体

制を確立する。

また，部門の責任者である首席審査官は，申請窓口の整備，受理事務の状況の把握，窓

口事務の効率化に努めなければならない。

第2 申請受理時間

全国統ーした受付時間を設定，公示することにより申請者の利便に資するとともに，受

理後の審査時間を確保し，的確な審査を行う。

1 原則

申請受理時間は，平日午前9時から 12時及び午後 1時から同 4時までとする。

なお，地方局及び支局(成田空港，中部空港，関西空港及び羽田空港の 4支局を除く。)

においては，各地方局等の実状に応じ，午後 12時から 1時までの昼休み時間帯も，一部

窓口業務を実施することとする。

また，混雑状況等によって窓口の増減を図るなど臨機応変な対応に努める。
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2 特例

地方局の長は，次の案件について，本省入国管理局長の承認を受けて申請受理時間を変

更することができる。本省入国管理局長から承認を受けて受理時間を設定する場合には，

当該申請案件に係る受理時間をあらかじめ申請人等に周知するための措置をとる。

(1)団体又は一度に多数の申請が見込まれる，在留資格「興行J， r留学J，r研修」及び

「技能実習」に係る申請案件

( 2 )地方局等又は出張所の業務の実状から，特に申請を受理する曜日を設定することによ

り効率的な業務処理が図ることが可能となる申請案件

3 留意事項

地方局等又は出張所の長は，上記 1又は2の申請受理時間以外の時間に申請人が出頭し

た場合で，当該申請を受理しないことにより不法残留になる等の事情が認められる場合は，

当該申請を受理することができる。

第3 窓口の整理

1 案内表示

(1)申請受理時間を日本語，英語等の 2か国以上の言語で申請人等に分かるよう明示する。

( 2 )各窓口に担当する業務を明示する。

(3 )申請の受理から処分までの流れを明示し，申請手続を案内する。

2 窓口の配置

(1)円滑な申請受理及び事務を行うため，窓口の配置を工夫する。

(2 )取次申請のための窓口を設け，又は取次申請受理担当官を指名する等，多数の申請受

理案件とその他の案件の受理を整理し，円滑な申請受理業務に努める。

3 番号札等の交付

申請順位を明らかにすることにより申請待ち時間の目安が申請人に分かるよう j必要に

応じ番号札等を交付する。

4 構造改革特別区域法及び地域再生法に基づく特例措置の対象となる外国人に係る諸申請

については，専用窓口を設け受理するなどの措置を講じる(第 10編第 12章参照)。

第3節申請の受理

第 1 受理案件の振り分け

1 振り分け担当者の指名等について

(1')首席審査官又は所長(以下「首席審査官等」という。〉は，申請を受理した案件の振
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り分けを行うのに適切な者を振り分け担当者に指名し，迅速かっ適正な振り分けの実現

を図り，効率的な審査に努める。なお，指名に当たっては，各部門等の実情に応じ，振

り分け担当者を複数名指名することを妨げない。

( 2 )申請を受理したときは，所要の電算処理を行った上で速やかに振り分け担当者が案件

の振り分けを行う。

( 3 )振り分け担当者は， A案件に振り分けた案件を速やかに決裁に回付し， Aを除く案件

に振り分けたときは，速やかに担当者を決定し，配分する。

(4 )決裁に回付する際は，振り分け担当者以外の者が確実に 1人以上決裁に関与するもの

とする。

2 次の申請案件については，原則として即日処理する。

(1) r留学」の在留資格を有する者の資格外活動に係る包括許可案件

(2)就労資格証明書交付申請に係る審査の一般原則に定める交付案件

(3 )出国準備のための期間を付与する場合の「短期滞在」への在留資格の変更又は在留期

聞の更新許可案件

(4) 出生に基づく在留資格取得許可案件

(5 )再入国許可案件

(6 )証印転記願出案件

(7)申請のための出頭に半日以上を要する等遠隔地に居住する者又は高齢者，病気療養中

等のため人道上配慮する必要があると認められる者からの申請で，明らかに許可相当と

認められる案件

(注)

( 8 )出国準備のための「特定活動」を付与された者が，在留期限の直前に申請した案件の

うち，前固と同じ申請内容である等，不許可が明らかな案件

3 振り分けの分類

(1)許可(交付)相当の案件

( 2 )慎重な審査を要する案件

A案件

B案件

(3 )明らかに不許可相当の案件 C案件

(4 )資料の追完を要する案件 D案件

4 振り分け後の再振り分け

D案件に振り分けられた案件について，追完資料の提出後ただちに振り分け担当者等は，

-3 -



A， B又はC案件への振り分けを行い，処理の促進を図る。

5 振り分けの分類

(1) A案件

第 3分冊第 8編

下記の(2 )から (4)までに掲げる案件以外の案件については， A案件として速や

かに処分を行う。

(2) B案件への振り分けの分類

ア共通事項

次のいずれかに該当する案件。ただし，下記の(3)及び (4)に該当する案件を

除く。

(ア)

(イ)

(ウ)

(エ)

① 

• ② 

(注)

-
イ就労資格

• (ア)

(イ)

a 
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C 

b 

ウ非就労資格

エ居住資格

(ア)

a 

(エ)

b 

C 

(オ)

(3) C案件

許可(交付)要件に適合しないことが明らかな次のような案件

ア

イ

-5圃



ウ

こに

オ

(4) D案件

現に提出されている申請書及び立証資料のみで許否の判断が困難な案件

6 振り分けに当たっての留意事項

第 2 申請記録の整理・保管

第 3分冊第 8編

許否の決定を終えた案件は，申請人又は申請取次者の出頭の場合に備えて受理日別，受

理番号順，在留期間(入管法第 20条第 5項(第 21条第4項で準用する場合を含む。)

に規定する場合を含む。) (以下この編において「在留期間」という。)の満了日順等に整

理・保管する。

第4節進行管理

第 1 担当官の指導

1 首席審査官等は自ら又は統括審査官若しくは上席審査官をして，適宜担当官の意見書作

成等の指導を行い，第 5節第 1に規定する標準処理期間内に処理するよう努めなければな

らない。

2 首席審査官等は，統括審査官，振分け担当官及び審査担当官等による定期会議を開催し，

在留資格該当性，上陸許可基準適合性等の判断の指導を行うこととする。

第 2 配分替え

-6 -
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.首席審査官等，統括審査官，振分け担当者等は，審査担当官への案件の配分状況，手持ち

案件，案件の内容に応じ，適宜配分替えを行うことにより，長期未処理案件の発生を防止し，

適正な処理を図らなければならない。

第3 進行管理の徹底

1 進行管理責任者の指名

首席審査官等を「進行管理責任者Jとする。首席審査官等は，進行管理責任者として自

ら進行管理を行うほか，統括審査官等進行管理を補佐するのに適切な者を「進行管理者」

に指名し，両者が協働して進行管理を行う。

2 進行管理の方法

(1)進行管理責任者及び進行管理者は，毎日振り分け及び配分が適切に行われていること

を確認しなければならない。

(2) FEISから出力される帳票を活用し，また，各部門の実情に応じた台帳，担当簿，進

行管理簿等の基本台帳を作成し，又はパソコンに入力するなどして，進行管理を有効に

機能させる。

( 3)進行管理に当たっては，標準処理期間前に処理状況を確認し，必要に応じ担当官から

報告を求めるなど，いたずらに標準処理期聞が経過することのないよう，配分案件の処

理状況の把握に努めなければならない。

特lこD案件に振り分けられた案件については，その後の資料追完状況を的確に把握で

きるように基本台帳等を整備するとともに，同資料の提出後速やかに処理可能とするた

め，担当官別，受理番号順，在留期間の満了日順等に一括して整理・保管する。

(4) なお，第 5節第 1に規定する標準処理期間内に処理がなされないおそれがある案件に

ついては，進行管理責任者又は進行管理者が当該案件の処理方針を具体的に指示し，早

期処理に努めなければならない。

(5 )処分結果の通知後申請者が出頭しない場合には再度の出頭通知を行い，同通知を行っ

たにもかかわらず出頭しないときは，第 10編第 1章第4節第 1の1に基づき処理する。

また，在留資格認定証明書又は処分結果の通知書が返送された場合には，送付先の確

認を行うなどして再度送付したときを除き，速やかに不交付又は不許可処分とし，当該

処分を行った経緯を記録にとどめておく。

3 申請記録の確認

進行管理責任者は，未処理案件に係る申請記録の亡失を防止するため，定期的に当該記

録の所在を確認しなければならない。

4 標準処理期間の厳守
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( 1 )進行管理責任者及び進行管理者は，下記第 5節第 1に規定する標準処理期間内に処理

することに努めなければならない。

( 2) 

圃

第5節処理期間

第 1 標準処理期間

1 

2 

なお，本邦の公私の機関との雇用契約に基づく在留資格認定証明書交付申請案件に関し，

過去3年間にわたり当該機関に係る外国人の入国・在留諸申請について，不交付・不許可

となったことがない機関，文は株式上場企業若しくはこれと同程度の規模を有する機関と

の契約に基づいて活動を行うことを目的とする案件(第 3節第 1の5参照)については，

申請受理日から 2週間以内に処理することとする。
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第9編入国事前審査
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第 1節目的
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本編は，在留資格認定証明書の交付に関する事項及び査証発給に係る外務省からの事前協議

に関する事項について定める。

第2節 在留資格認定証明書制度と査証事前協議制度

第 1 在留資格認定証明書制度

入管法第 7条の 2の在留資格認定証明書制度は短期滞在J及び「永住者Jを除く在

留資格について，本邦に上陸しようとする外国人又はその代理人から施行規則第6条の 2

に定めるところによりあらかじめ申請があった場合に，当該外国人が本邦において行おう

とする活動が入管法別表第 1の下欄に掲げる活動又は入管法別表第2の下欄に掲げる身分

若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当すること(在留資格該当性)並び

に入管法別表第 1の2の表及び4の表の下欄に掲げる活動を行おうとする者に係る法務省

令で定める基準に適合すること(上陸許可基準適合性)について事前に審査を行い，入管

法第7条第 1項 2号に掲げるこれらの条件に適合すると認めるときに在留資格認定証明書

を交付するものである。

この証明書を所持する者については，在外公館における査証発給事務及び空港等におけ

る上陸審査手続の簡易・迅速化が図られる。

第2 査証事前協議制度

在外公館において査証の発給を受けた外国人は，出入国港において入国審査官から上陸

許可を受けなければ本邦に上陸することはできないところ，査証発給に係る審査と上陸許

可に係る審査が相違することは好ましくないことから，両者の調整を図るため，査証申請

を行った外国人のうち一定の者に関し，査証発給の可否について外務省から協議を受け，

この協議に対し上陸のための条件への適合性の有無を判断した上で同省に回答している。

これを査証事前協議制度という。
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第 2章在留資格認定証明書事務

第 1節申請の受理

第 1 受理庁

在留資格認定言正明書の交付申請の受理に関する事務は，次の場所を管轄又は分担する地

方局等及び出張所において行う。

(注)管轄又は分担区域外の申請で、あっても，申請人の住所地を管轄する地方局等又は出

張所への交通が著しく不便である場合は，当該申請を受理することができる。

1 管轄又は分担区域の基準となる場所

(1)本邦に上陸しようとする外国人(以下「申請本人」という。)が申請する場合

申請本人の住所地

(2)代理人が申請する場合

次の表の「代理人」に対応する「場所」の項に掲げる所在地等

在留資格 代 理 人 場 所

「外交」 在日大使館，公使館，領事館又は国際 当該機関の所在地

「公用」 機関の職員
--ーーーーー『ーーーー_..._---圃ーーーーーーーーーーーーー司・ーーーーーーー ーーー『ザ・-----司ーーーーーーーーー圃ーーーーーー

親族 当該親族の住所地

「教授」 申請本人と契約を締結している本邦の 当該機関の所在地

「教育」 公私の機関の職員
-ーーーーーーーーーーー--ーーー『ーーーーーーーーーーー『ーーーーーー--ーーー

研究又は教育活動を行う教育機関の職

員

「宗教」 外国の宗教団体の支部その他本邦の関 当該機関の所在地

係宗教団体の職員又は申請本人と契約

を締結している本邦の公私の機関の職

員

「芸術」 申請本人と契約を締結している機関又 当該機関の所在地

「報道」 は申請本人が所属することとなる本邦

「法律・会計業務」 の機関の職員

「医療」

ワム



第 3分冊第 9編

「投資・経営」 申請本人が経営を行い又は管理に従事 当該機関の所在地

する本邦の事業所の職員

「研究」 「技術」 申請本人と契約を締結している本邦の 当該機関の所在地

「人文知識・国際業務」 公私の機関の職員

「技能」

「企業内転勤」 申請本人が転勤する本邦の事業所の職 当該機関の所在地

員

「興行」 契約機関(契約機関がないときは，申 当該機関の所在地

請本人を招へいする本邦の機関)又は

申請本人が所属して芸能活動を行うこ

ととなる本邦の機関の職員

「技能実習第 1号イ」 実習実施機関の職員 当該機関の所在地

「技能実習第 1号ロ」 監理団体の職員 当該機関の所在地

「文化活動」 申請本人が所属して学術上又は芸術上 当該機関の所在地

の活動を行うこととなる機関の職員
ーーーー圃圃園開ーーーーー圃ーーーーーー同ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー-ーーーー'・ーー・・・・ーーーーー--
親族 当該親族の住所地
-----ーーーーー圃ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーー・--ーーーーーー・・ーーーーーーーーーーーー圃ーーーーーー圃
申請本人を指導する専門家 当該専門家の住所地

「留学」 申請本人を受け入れる又は申請本人が 当該機関の所在地

教育を受ける機関の職員
開園ーー-ーーーーーーーー圃園町四ーーーーー・・・・ーーーーーー圃両ー-----園田園
申請本人に対して奨学金を支給する機

関その他申請本人の学費又は滞在費を

支弁する機関
ーーー--ーーーーーー司胃圃ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーー--ーーーーーーー---------司ー
申請本人の学費又は滞在費を支弁する 当該支弁する者の住所地

者
ーーー・唖ーーーーーーーーーーーーーー・・・ーーーーーーーー岡田ーーーーーー"ーーー ーー・・胃ーーーーーーー-----・ーーーーーーー・両ーー
親族 i 当該親族の住所地

「研修」 申請本人を受け入れる機関の職員 当該機関の所在地

「家族滞在」 扶養者 当該扶養者の住所地
ーーー--ーーー『ーーー--・ーーーーー『胃ーーーーーーーーーーーーーーーーー司『ー ーーーーーー司ー胃ーーーーー』ー』ーーーー『ー『ーーー
親族 当該親族の住所地
ーーーーーーーーーー聞ーーーーーーーー圃司ーーーーーーーーーーー『ーーーーーーーー 司胃ーーーー回ーーーーーー--回目ーーーーーー--・ーー
扶養者の在留資格認定証明書交付申請 扶養者に係る申請の場合

の代理人 と同じ

「特定活動」 イ ①申請本人と契約を結んだ本邦の ①は当該機関の所在地，

η
J
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機関の職員，又は②申請本人が経営|②は当該事業所の所在地

する事業に係る本邦事業所の職員

ロ 申請本人と契約を結んだ本邦の機|当該機関の所在地

関の職員

ハ ①扶養者，②親族，又は③扶養者 l①は当該扶養者の住所

の在留資格認定証明書交付申請の代 l地，②は親族の住所地，

理人 l③は扶養者に係る申請の

場合と同じ

ー ①在日大使館・公使館・領事館若|①~③は当該機関の所在

しくは国際機関の職員，②申請本人 l地，④は当該雇用者の住

と契約を締結している本邦の公私の|所地

機関の職員，③申請本人と契約を締

結している機関の本邦にある事業所

(事務所)の職員申請，又は④本人

を雇用する者

親族 当該親族の住所地

(3 )取次申請の場合の管轄区域及び分担区域は，第 2編「申請取次ぎ等Jに定めるところ

による。

2 管轄区域及び分担区域

(1)地方局等の管轄区域

法務省組織令(昭和 27年政令第 384号)第 72条及び第 74条(同令別表第 2)

に定めるところによる。

(注)空港のみを分担する支局においては，当該空港勤務者及びその家族からの申請につ

いてのみ管轄する。

( 2)指定出張所の分担区域

指定出張所(さいたま出張所，京都出張所，下関出張所及び鹿児島出張所)の分担区

域については，本編別表「出張所分担区域」のとおりとする。

(3 )指定出張所以外の出張所の分担区域及び受理案件

ア 指定出張所以外の出張所の分担区域は当該出張所の所在する都道府県とする。

(注1)地方局の長は，本省入国管理局長の承認を受けて，指定出張所以外の出張所

の所在する都道府県の範囲とは異なる分担区域を定めることができる。

(注 2)空港のみを分担する出張所においては，当該空港勤務者及びその家族からの

.;... 4 -



第 3分冊第 9編

申請についてのみ分担する。

イ 地方局等の長は，本省入国管理局長の承認を受けて，一部の指定出張所以外の出張

所に関し，在留資格認定証明書交付申請案件の全部又は一部の在留資格に係る申請を

受理しないことができる。

(注)指定出張所以外の出張所の分担区域及び受理案件については，別表参照。

第2 申請

申請は，次に掲げる者が第 1に掲げる地方局等又は出張所に出頭して行う。

1 申請本人

2 代理人又は申請本人の法定代理人

代理人は，施行規則別表第4において，各在留資格に応じ代理申請を行うことができる

者として定められている(本節第 1の 1 (2) の表参照)。

(注)以下本編において，申請本人，代理人及び法定代理人を併せて「申請人」という。

3 申請取次者

施行規則第6条の 2第4項の規定により適当と認められた公益法人の職員，弁護士又は

行政書士が申請書等を提出する場合は，申請人の出頭を免除することができる。

(注)申請取次ぎについでは，第 2編「申請取次ぎ等」参照。

第 2節提示書類及び提出書類

第 1 提示書類

1 申請本人が申請する場合

旅券及び登録証明書(既に登録証明書が交付されている場合に限る。)

2 代理人又は法定代理人が申請する場合

代理人又は法定代理人となる要件に適合する者であることを証する書類

(注)本邦の機関の発行した身分証明書，健康保険証，戸籍謄本等をいう。

3 申請取次ぎの場合

申請取次者証明書又は届出済証明書

第2 提出書類

申請書 1通，写真 1葉のほか，施行規則別表第 3に掲げる資料及びその他参考となるべ

き資料各一通を提出させる(施行規則第 6条の 2第 2項，第 12編「在留資格」参照)。

(注)提出書類のうち卒業証書等申請人において原本の返還を希望する書類については，

-5 -
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特に必要と認めて提出させる場合を除いて，受理時において原本と照合の上，写しを

提出させる。原本の提出を求めた場合には，処分時に返還する。

1 申請書

申請書は，申請本人1人につき 1通提出させる。

(1)申請書の使用区分

在留資格認定証明書交付申請書(施行規則第 6条の 2，別記第 6号の 3様式)は，入国

目的に応じ，次のとおりとされている。

(注1)申請書は，申請人等作成用と所属機関等作成用又は扶養者等作成用が一組となっ

ている。

(注2)入国目的に応じて 3枚から 6枚が一組となっている。(申請人等作成用 1裏面

参照。)。

申請書様式及び 申請本人が認定を受けて上陸しようとする在留資格

FEIS上の種別

教育，教授

J 芸術，文化活動

K 宗教

L 報道，企業内転勤

M 投資・経営

N 研究，技術，人文知識・匡|際業務，技能，特定活動(イ・ロ)

O 興行

P 留学

Q 研修

R 家族滞在，特定活動(ハ)

T. 日本人の配偶者等，永住者の配偶者等，定住者

※在留資格「定住者」に該当する全ての場合

U 外交，公用，法律・会計業務，医療，特定活動(ニ)

Y 技能実習

( 2 )申請書記載上の留意点

ア 申請人に対し，各申請書様式1の裏面の「記載上の注意」に留意の上，記載す

るよう指導する。

イ 申請書の記載は次の要領による。

- 6 -
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(住1)我が国政府の承認したタト田政府の発行した節券を所持して上陸しようと

する場合にあってはさき該国名 させる。

(注2)外留人旅券を所持して上陸しようとする場合にあって辻当該外国人旅券

上に申鵠本人の臨籍として記載された国の名称を記載させる。

(、注3)台湾旅券所持者又は台湾旅券の発行を受けることが予定されている者に

あっては，中国〈台湾)と記載させる。

(注4)SAR難券所持者又はSAR旅券の発行を受けることが予定されている

者については，中国(番港)と記載させる。

なお，マカオSAIミ旅券所持者又はマカオSAR旅券の発行を受けるこ

とが予定されている者については，中間(その他)と記載させる。

(桟5) 申請本人が英田(香港〉旅券を所持して上臨しようとする場合は，英国

{脊議)と記載させる。

(注6) 申請本人が所持して上醸しようとする滋券の国籍欄にBritishと記載され

てい しているときは，英国の次に

藤領の名(僻:英国(バミュ…ダ))を付記させる。

(注 7)輩出籍者にあっては，発給を受けようとする，又は既に発給を受けて入

器時に使用する掠券の匿名を記載させる。この場合，申請書菌籍構の余白

iこ，抱に有する属籍を付記させる。

(註8)パレスチナ暫定自治政詩が発行する旅券を所持して上陸しようとする場

合は rパレスチナj と記載させる。

@ r出生地j及てJr本留における居住地J

及び都市名を記載させる。この場合において，本間に居住地を脊しなし

については，本国以外で通常居住する国(地域〉名及び都市名を記載させる。

@日本における連絡先j

本邦に申請本人が居住することを予定する住所がある場合には当該在所を，な

い場合には招へい機関の所在地及び名称を記載させる。

@ r旅券J

旅券の発給を受けている場合誌記載させる。

(注)外国人旅券震持者についても記載させる。この場合，タト関入旅券等で発行

叩 7 同
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国への再入国に期限のあるものを所持する者については，当該外国人旅券の

有効期限を記載させた上で再入国期限を付記させる。

⑤ 入国目的

該当する入国目的に「レ」印を付させる。

⑤ 同伴者の有無

同伴者があるときは，申請本人との続柄及び人数を記載させる。

⑦ 査証申請予定地

申請本人が査証申請を行うことを予定している日本国大使館等の所在する都市名

(例:ロンドン)を記載させる。ただし，申請予定地が不明な場合にあっては，申

請本人が査証申請を行うことが見込まれる国名等を記載させる。

③ 過去の出入国歴

本邦に在留資格をもって出入国した経歴を有する場合には，その回数とともに直

近の入出国年月日を記載させる。

⑨ 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無(日本国外におけるものを含む。)

犯罪を理由とする処分を受けたことがある場合には，罪名及び処分内容等を具体

的に記載させる。

⑮ 申請人又は法定代理人若しくは入管法第 7条の 2第 2項に規定する代理人

実際に申請を行い又は申請取次者に申請書等の提出を依頼した申請本人，法定代

理人又は入管法第7条の 2第2項に規定する代理人について記載させる。

⑪ 申請人(法定代理人等)の署名

上記⑩に係る申請本人等に署名させる。

⑫ 申請取次者等

申請取次者による申請の場合に必要事項を記載させる。

(注)申請受理時において記載事項に訂正，削除等が必要であることが判明した

場合において，当該申請を取り次いだ行政書士が該当部分を特定し，自ら職

印を用いて訂正印を押印し，その付近の空白部分等に修正をした旨の表示が

あるときは，当該申請を受理して差し支えない。この場合，修正を施した申

請書の写しを当該行政書士に手交し，その申請書写しに「上記修正につき，

事実に相違ありません。」等の文言を付して申請人等の訂正印を受けた上で

改めて提出させるものとする。

(イ)所属機関等作成用

「勤務先又は所属機関，代表者氏名の記名及び押印」

-8 -
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申請人が所属する所属機関の代表者による氏名の記名及び法人文は法人の代表権を

有する職員の名義(法人名の記載されているものに限る。)印の押印が必要である。

私印については認められない。ただし，上場企業一定の規模を有する企業等の場合

で，事業部，人事部等が当該外国人の入国・在留手続を担当しているときは，当該

部長等の記名及び法人文は当該職員の名義(法人名の記載されているものに限

る。)印も使用することができる。

教育機関については，学長，学部長(留学センター等が留学生の在籍管理を行っ

ている場合は当該センター長)等の記名及び教育機関名義又は当該職員の名義(教

育機関名の記載されているものに限る。)印を使用させる。

(ウ)扶養者等作成用

在留資格「家族滞在Jの扶養者等作成用 lRの「扶養者の署名及び押印Jは，扶

養者が本邦に在留していない場合には扶養者の通学先，勤務先又は所属機関，

代表者の記名及び押印Jとすることとなる。

(エ)その他留意事項

L 

① 記載事項に該当がない場合

空欄にすることなくなしJの記載を求める。

(注) f '"の場合に記入Jとされている事項で f"，の場合Jに該当しないな

ど，当然に記載の必要のない事項を除く。

② 申請人等作成用における「勤務先」欄

次のとおり記載させる。

「名称J………………申請人と雇用契約を結んだ企業等の名称

「支庖・事業所名J…実際に申請人が勤務する場所

「所在地J…...・ H ・.....実際に申請人が勤務する場所の住所

③ 記載事項の訂正及び未記載事項の記載

記載内容の訂正は必ず申請書作成者が訂正を行い，訂正印文は署名を求める。

また，未記載の事項がある場合，文は署名等がない場合には，未記載の事項への

記載，署名等を求めることとなるが，このときも，記載，署名等は申請書作成者

が行うこととなる。

なお，所属機関の職員が申請に来訪している場合で，所属機関等作成用の様式

の未記載項目を記載するとき文は記載事項を訂正するときは，必ずしも申請書作

成者として記名・押印している代表者でなくとも，当該機関の職員が追記文は訂

正(訂正印又は署名を含む。)することとして差し支えない。

-9 -
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(注)申請の際に，未記載の事項がある場合又は署名等がない場合で，これらが

なされないときは，原則として，申請を受理することができない。ただし，再

度申請のために出頭することが人道上その他の事情により著しく困難である旨

の申し立てがあった場合には，統括審査官等に受理の可否を確認する。

2 立証資料

(1)立証資料の提出

ア 申請の受理に当たっては，施行規則別表第3に規定する立証資料の提出を求める

(第 12編「在留資格」参照)。

(注1)扶養者と被扶養者が同時に申請する場合又は入国形態及び入国目的が同一であ

る複数の者が同時に申請する場合において，立証資料の内容が共通すると認めら

れるときは，申請本人の氏名を連記した資料各一部を提出することを認めて差し

支えない。

(注 2)立証資料は，可能な範囲で日本工業規格A列4番による原本又は写しの提出を

求める。

イ 過去の申請における資料の転用は次のとおりとする。

(ア)過去の申請における資料を転用することを申請人又は招へい機関(者)が希望す

る場合には，過去のどの申請のどの資料を当該申請の資料として提出することを希

望するのかを明らかにさせた願出書(参考書式)の提出を求める。

資料の転用を希望する旨の書面の提出があった申請を受理した場合には，速やか

に過去の申請から資料の特定を行い，当該資料の確認(真偽等の資料情報を含

む。)ができ，かっ，転用することに問題がない場合には資料の提出を省略して審

査する。ただし，当該資料の確認ができない場合又は転用することが適当でない場

合には，速やかに提出期限を定めて追完資料の提出を求める。

(イ)原則として，転用を希望する資料が，申請日からさかのぼって 1年以内に発行又

は作成されている資料については，転用を認めて審査を行うものとするが，次に該

当する資料については，それぞれ次に掲げるとおりとする。

a 有効期間が定められている資料

-申請日において有効期間を経過していないこと。

b 本要領第12編第 2章各節の立証資料の項に別段の定め(I発行後 3か月以内の

ものJ，申請前 5年以内に当該書類が提出されている場合は必要でない。 j

等)のある資料

- 10 -
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-申請日において要領に規定する期間を経過していないこと。

C 在留資格認定証明書交付申請に係る写真

・過去に提出されている写真の転用は認めない。

(注1)申請人等が資料の転用を希望する過去の申請については，その審査結果が不

交付又は不許可であるか否かを問わない。

(注2)本邦の公私の機関との雇用契約に基づく在留資格認定証明書交付申請案件に

闘い過去3年間にわたり当該機関に係る外国人の入国・在留諸申請において，

不交付・不許可となったことがない機関，又は株式上場企業若しくはこれと同

程度の規模を有する機関との契約に基づいて活動を行うことを目的とする案件

については，提出を求める立証資料のうち雇用機関に関するものは，特に必要

と認める場合を除き，過去1年以内に提出がなされ，かつ，内容に変更がない

限り，願出書の提出がない場合であっても，過去に提出された資料により審査

する。

ウ 提出資料が外国語で作成されている場合の取扱いは次のとおりとする。

提出資料が外国語により作成されている場合は，施行規則第62条の規定により訳文

の添付を求めるが，当該資料が英文で作成されており，次のいずれかに該当する場合

には訳文の提出を求めない。

(ア)過去に訳文添付の上提出された資料と同ーの資料

(イ)パンフレット等一般に英語で作成の上配布されている資料

(ウ)在職証明書，卒業証明書，法人登記簿謄本，雇用契約書など定型的な文書で専

門的知識を必要とする用語や内容を含まない資料

エ カテゴリーの判断

一部の在留資格については，所属機関等によりカテゴリー別に異なっていることか

ら，そのカテゴリーの判断については，次のとおりとする。

(ア)カテゴリ一分けを証する文書については，所属機関等がいずれのカテゴリーに

属するかを確認するため，その写しの提出を求める。ただし，所属機関等が公益

法人，国，地方公共団体等でカテゴリーが明らかである場合は，その写しの提出

を求めることを要しない。

(イ)カテゴリーの立証資料は入管WAN参照のこと。

( 2 )立証資料の追完

施行規則に定める立証資料を具備していない申請であっても，早期に追完が可能と判

断される場合は，速やかに追完すべき旨指示した上で受理することができる。

噌
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(注 1)追完資料の提出を求める場合は，資料提出通知書(別記第 1号様式)により提

出期限を定めて提出を求め，同通知書の写しを当該案件に編てっする。

(注 2)資料の追完を求める場合は，審査上必要な範囲に限定する。

3 その他

申請人が郵送による交付を希望するときは，あて先を記載し必要な郵便切手(簡易書留

分)を貼付した返信用封筒を提出させる。

(注)提出資料の留意点

入国・在留審査における各種提出資料に係る留意点は次のとおり。

1 全般事項

( 1) r証する文書Jと「明らかにする資料」の違い

「証する文書Jとは，それが第三者的立場で作成されるなど社会通念に照らして客

観性を有することが認められると判断できる文書をいい，必ずしも政府関係機関等の

公的機関からの証明に限られるものではない。

一方 r明らかにする資料」は，申請人等が自身で作成した資料や既存の資料でも

足りる場合があるという点で「証する文書」とは異なる。

( 2)提出することができない資料(証明書)の取扱い

各国の法制度が異なり提出できない資料がある場合において，資料を提出できない

理由に合理性が認められ，かっ，それに代わる適当な資料の提出があるときは，当該

資料をもって代えることができる。

2 在留資格別

(1)投資・経営

「賃金支払に関する文書」

ア 当該職員との間で交わされた賃金支払に関する事項を盛り込んだ契約書の写し等

で確実に当該職員が雇用されることを示すもの及びその支払能力を示す文書があれ

ば足りる。

イ 既に雇用されている場合にあっては，現に賃金を支払っていることを確認するこ

とにより常勤の職員を確認するためのものであり，源泉徴収票，賃金(支払)台帳

の写し等が該当する。

( 2 )教育

「学歴を証する文書」

卒業証書の写し，卒業証明書等の教育機関からの文書で，それにより学歴が明らか

になるものであれば足りる。

円
，
ム

可

E
ム



第 3分冊第 9編

( 3 )企業内転勤

「外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書j

事業所聞の関係の存在を示す文書であり，例えば親会社又は関連会社等の関係がわ

かる登記簿謄本，連結財務諸表の写し，当該事業所への出資比率を示す文書等をいう。

(4 )技能

「経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書」

「資格を証する公的機関が発行した文書Jについては，当該国にそのような制度が存

在する場合に一般的に求めるもので，当該制度のない国の者にこれを義務づけるもの

ではない。

なお，経歴書についても提出を求めるのは，基準省令に定められている経歴要件に

適合しているか否かを確認するための必要な資料として求めるものである。

( 5)技能実習

第 12編第 18節の 2第3を参照。

( 6 )留学

ア「当該外国人以外の者が経費を支弁する場合には，その収入を証する文書j

当該外国人以外の者が経費を支弁するという場合において，その者が特に収入の

ないときは，一般的には基準省令第 2号の要件を満たさないこととなる。しかし，

その者の銀行等における預金残高証明書等により留学生の本邦滞在中の経費を現実

に支弁することができることを証する文書があれば足りることとなる。

イ「支弁するに至った経緯を明らかにする文書」

第三者が留学生の経費の支弁を行おうとする場合，その経緯に関する説明を通じ

その信ぴょう性を確認するものである。

( 7)研修

ア「研修計画書j

研修計画書は，研修の内容，必要性，実施場所，期間及び待遇を明らかにしたも

のであり，具体的には「研修する技術，技能又は知識の内容J，研修を受ける必

要性J，研修実施場所の所在地，施設の規模，労働安全衛生法の規定する安全衛

生上必要な措置に準じた措置の内容J， I研修期間，日程J，研修生の宿泊施設，

保険措置，旅費」等を具体的に記載することとなる。

イ「帰国後本邦において修得した技術，技能及び知識を要する業務に従事することを

証する文書j

研修生の所属機関の作成した復職証明書，派遣機関の作成した就職を保証する文

円。
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書等をいう。

ウ「研修実施予定表」

日単位の研修内容の表示は，次の場合を除き，月又は週単位で表示されたもので

差し支えない。ただし，当事者が自発的にこれを提出する場合はこの限りでない。

なお，関係者からかかる予定を確定することは無理又は困難である等の申出があ

ったときは，その理由，研修実施の具体的実効性等を書面で提出するよう求め，そ

の内容をも勘案して「研修」の在留資格に該当する活動を行おうとするものである

と認められるか否かの判断をする。

(ア)研修生の失そうや研修先の無断変更など過去の研修実績から見て，研修の遂行

に関し日単位での計画をもって審査する必要があると判断されるもの。

(イ)研修内容から見て，更新の許可に際し必ず実態調査を実施しなければならない

と判断されるもの。

( 8 )家族滞在

ア「身分関係を証する文書」

具体的には，権限を有する機関が発行した出生証明書，婚姻証明書，戸籍謄本等

で扶養者との身分関係、の記載のあるものをいう。

イ「旅券の写し」の必要なページ

扶養者との身分関係、の存在確認に資するとともに，在留資格の該当性と付与すべ

き在留期間の決定に資するようにしようとするものであることから，身分事項，在

留資格，在留期間の記載があるページで足りる。

( 9 )日本人の配偶者等

ア「婚姻を証する文書」

婚姻の事実が記載された戸籍謄本，婚姻受理証明書又は婚姻証明書等をいう。

イ「職業及び収入に関する証明書」

本邦における活動の内容を疎明する資料として提出を求めているもので，具体的

には，在職証明書及び住民税又は所得税の納税証明書，源泉徴収票，確定申告書控

えの写し等年間所得の記載のあるものをいう。

(10)定住者

「その他の当該外国人の身分関係を証する文書」

戸籍謄本，婚姻証明書，出生証明書と同様に当該外国人の身分関係を証するための

文書をいう。例えば，両親の婚姻に係る証明書，祖父母の婚姻に係る証明書，両親の

出生に係る証明書，祖父母の出生に係る証明書，認知に係る証明書等をいう。

4
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第3 受理に伴う措置

1 申請書記載内容の点検

申請書の記載内容を点検し，不備がある場合は，申請人等に補正させる。

2 外国人出入国情報システム(以下 fFE 1 SJ という。)への入力

(1)申請書の区分別に，申請受理番号，受理年月日，氏名，性別，国籍等必要事項をF

E1Sへ入力するとともに，受理日ごとに進行管理簿(速報版)を出力する。

(2 )申請受理番号は，申請種類別に，申請を受理した順に暦年別一連番号とする。

(注)申請受理番号は，地方局等又は出張所の記号，認定証明書の「認」の字，申請書

の使用区分別記号，受理年(西暦下 2桁)及び番号の順に付し，各記号は次のとおり

とする。

① 地方局等

地方局等にあっては地方局文書取扱細則に定める文書記号の第 2宇目(審査部門

が複数に分かれている地方局等にあっ/ては第 2字目及び第 3宇目)の文字

② 出張所

文書取扱細則に定める文書番号の第 2宇目及び第 3宇目の文字を付す。

③ 受理年月日は，申請を受理した年月日を西暦により入力する。

(申請受理番号の例)

東京入国管理局 東労認 106-1234

東京入国管理局横浜支局 横留認N06-1234

東京入国管理局宇都宮出張所 東宇認T0 6 -.1 234 

広島入国管理局 広認R06-1234

3 受理票の交付

申請を受理したときは，その事実を申請人等に対して明らかにするために，申請受理票

(別記第3号様式)に所定事項を記入するとともに，適宜，受理庁名印又は入国審査官認

証印を押印し交付する。

なお，多数の申請を一括して受理する場合(例えば，教育機関から多数の留学生に係る

申請を受理する場合など)は，必ずしも申請受理票を交付する必要はないが，適宜の方法

で，当該申請を受理したことが確認できるよう措置した上で受理する。

4 官用欄の記載

官用欄には，受理年月日，申請受理番号等を記載する。

5 地方局等への送付

申請を受理した出張所(指定出張所を除く。)は，申請書等を地方局等又は指定出張所

F
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に送付する。

第3節審査

第 1 審査の方式

申請を受理したときは，申請内容の信ぴょう性，在留資格該当性，基準省令に定める基

準への適合性及び上陸拒否事由該当の有無を審査する。

1 基礎調査

2 資料の追加提出を要する案件についての措置

(1)提出された立証資料だけでは在留資格該当性又は基準適合性の判断を行うことが困難

である場合は，速やかに申請人又は申請取次者に対し文書により提出期限を定めて資料

の追加提出を求める。

(注)資料の追加提出を求める場合の手続は，第2節第2の2 (2) に準じる。

( 2 )提出期限までに資料の提出がない場合は，現に提出されている資料に基づき審査する。

3 実態調査

(1)立証資料・基礎調査等の審査により実態を把握する必要性があると思料される案件に

ついては，実態調査を行う。

(2 )実態調査を行ったときは，実態調査報告書(第 11編別記第 5号様式)を速やかに作

成する。

第2 意見書の作成

1 作成

所要の審査を終了したときは，別記第4号様式又は別記第5号様式により意見書を作成

する。

(注)①

② 

2 記載事項

(1) 

po 
唱
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(2 ) 

3 記載上の留意事項

意見書作成に当たっては，次の事項に留意する。

(1)意見書の記載は，事案の概要を的確に把握できるよう要点を網羅し，かつ，簡潔に行

フ。

(2 )意見書は，各人につき 1通作成する。

(注)申請内容を同ーとする複数の申請(家族を含む。)については，申請人名を連記し

た意見書 1通をもって複数作成に代えることができる。この場合，意見書を作成した

案件の受理番号をデータシートに表示する。

(3 )不交付案件にあっては，要件のいずれに適合しないかを明記する。

(4) そのイ也

ア 記載欄下部に作成日を記入し，審査を担当した者が押印する。

イ 使用する年号は，西暦とする。

第3 申請案件の移管

1 申請受理後に申請人が他の地方局等又は指定出張所の管轄又は分担する地域に転出した

場合等申請を受理した地方局等又は指定出張所において審査を継続することが適当でない

と認められる場合には，申請人の転出先を管轄又は分担する地方局等又は指定出張所に当

該案件を移管する。

(注)移管の場合には，移管年月日を電算入力するとともに，移管年月日及び移管先を進

行管理簿(速報版)に記載する。

2 申請案件の移管を受けた地方局等又は指定出張所は，第2節第 3の2に準じ，新たな申

請番号をもって所定の事項を電算入力するほか，移管を受けた年月日及び移管元の地方局

等又は指定出張所の名称を進行管理簿(速報版)の備考欄に記載する。

3 移管を受けた地方局等又は指定出張所においては，自庁において申請を受理した場合と

同様に措置する。

第4節交付の要件

次に掲げる要件のいずれにも適合する場合に交付する。

ヴ
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第 1 共通要件

1 申請に係る在留期聞が入管法第2条の 2第3項の規定に基づく施行規則第3条の規定に

適合すること。

(注)適合するか否かの確認は，在留資格認定証明書交付申請書に記載されている滞在予定

期間が，申請に係る本邦において行おうとする活動に対応する在留資格について施行規

則第 3条に定められている期間の最長期間を著しく超えているか否かにより判断する。

2 申請本人が入管法第 5条第 1項の上陸拒否事由に該当していないこと。

第2 在留資格別要件

1 活動資格(["特定活動」の在留資格を除く。)をもって上陸しようとする場合

(1)本邦において行おうとする活動が入管法別表第 1に掲げる在留資格の下欄に定める活

動のいずれかに該当すると認められること。

(2)入管法別表第 1の2の表又は4の表の上欄に掲げる在留資格の下欄に定める活動を行

おうとする場合は，基準省令に定める当該在留資格に係る基準への適合性が認められる

こと。

2 ["特定活動」の在留資格をもって上陸しようとする場合

本邦において行おうとする活動が特定活動告示に規定する活動に該当すること。

3 居住資格(["定住者」の在留資格を除く。)をもって上陸しようとする場合

本邦において行おうとする活動が入管法別表第 2に掲げる在留資格の下欄に定める身分

又は地位を有する者としての活動のいずれかに該当すると認められること。

4 ["定住者」の在留資格をもって上陸しようとする場合

本邦において行おうとする活動が定住者告示に定める地位を有する者としての活動に該

当すると認められること。

第5節専決，進達及び請訓

第 1 専決

1 地方局の長は，第 3編「委任，請訓，進達及び専決範囲」に掲げる請訓案件以外の案件

について，許否を決定する。

2 支局又は指定出張所の長は，専決範囲の案件及び地方局の長が本省入国管理局長の承認

を得て定めた専決範囲の案件について，許否を決定する。

第2 進達及び請訓

一18-
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1 帯決範題以外の案件について誌，支馬又は指定出張所の長は，培方属の長あてに，申請

書，意見書各 1通lこその他関部書類を添えて進達する。

(註)議瀧及び請書11Iま，ファクシミリ又は入管WANの電子メ…/レに関謡番類合訴付して行うこ

とがきる。

2 

(3)田園・
(4)掴 -

(6) 

(7)掴.
(8) 

第6節在留鷺絡・在留期間の決定

在官資格及び荘留期間は，第 12編「主留資格J~こ基づき決定する。

第7節処分

第 1 交付

地方局等又は指定出接慌のfをは，次の要鎖により

叩 19
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6号の4様式)を作成した上，申請人又は申請取次者等の出頭を求めて交付し，又は郵送

する。

1 番号は，申請受理番号と同ーの番号を記入する。

2 写真欄には，申請本人の写真をFEISに取り込み印刷する。

3 特定活動又は定住者の在留資格については，在留資格の欄に「特定活動又は「定住

者」と記入するとともに，括弧書きで該当する告示の号数を次の例により記入する。

(例)外交官の個人的使用人の場合 特定活動(告示ーのー) ( 1年)

4 年月日J欄には，当該証明書の作成年月日を西暦で記入する。

5 在留資格認定証明書用紙に所要の記載を行う。

6 

(注)①

② 

7 在留資格認定証明書の作成に当たり誤記等が生じた場合は，当該証明書用紙を廃棄し，

新たな用紙により在留資格認定証明書を作成する。

-20 -
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第2 不交付

地方局等又は指定出張所の長は，不交付とするときは，在留資格認定証明書不交付通知

書(別記第6号様式)を作成した上，申請人の出頭を求めて交付し，又は郵送する。

(注1)不交付理由を記載するに当たっては，本編第4章「各種不利益処分の理由・内容の

具体的記載Jを参照する。

(注2)在留資格認定証明書の性格上，入管法第7条第 1項第2号に掲げる条件に適合しな

いときは，これを交付する余地はないが，案件によっては，在留資格認定証明書を交

付することはできないものの，人道上その他の理由から査証協議の結果，査証が発給

される場合もあるので，そのような事案については，関係者に対し，在留資格認定証

明書の交付を受けられなくても査証申請を行うことは可能である旨を説明する。

第3 終止

地方局等又は指定出張所の長は，次の場合には審査を終止する。

(注)当該案件が本省等に進達又は請訓中である場合は，当該終止について速やかに本省

等に報告する。

1 申請人が申請を取り下げたとき

2 申請本人が死亡したとき

第4 FEISへの入力

処分を行ったときは， F E 1 Sへ次の事項を入力する。

1 処分区分，処分年月日，処分事由，在留資格・期間，在留目的

2 出頭交付若しくは出頭不交付通知，郵送交付若しくは郵送不交付通知又は終止の別

3 在留資格認定証明書若しくは在留資格認定証明書不交付通知書の交付(郵送)年月日又

は終止決定年月日

第8節 在留資格認定証明書の再交付

地方局等又は指定出張所の長は，申請人から，申請本人の上陸申請前に有効期間内にある在

留資格認定証明書を紛失・滅失，き損・汚損した等の申出があった場合は，次により措置する。

第 1 再交付等の手順

き損・汚損の場合は，き損・汚損した在留資格認定証明書，再交付の申出書(様式任

意)を提出させ，当初の交付番号，作成年月日により在留資格認定証明書を再交付する。

この場合，在留資格認定証明書の右肩に「再交付」と朱書きし，再交付年月日を記載す

句
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る。

なお，紛失・滅失の場合は第2節に定めるところにより新たな申請(再申請)を行わせ

る。ただし，立証資料は先の申請時に提出されたものを準用することができる。

第2 再交付後の処理

再交付を行ったときは，申出書を光ディスクに入力し，再交付の事実及び再交付年月日

を進行管理簿(速報版)の備考欄に記載する。

第9節在留資格認定証明書の取消し

第 1 取消し事由

在留資格認定証明書の取消しは，在留資格認定証明書を交付した後，申請本人が交付の

時点において当該申請につき入管法第7条第 1項第2号又は同項第4号に掲げる条件に適

合していないことが判明した場合に行う。

第2 取消し

1 在留資格認定証明書取消しの決定は，当該証明書を交付した地方局等又は指定出張所の

長が行う。

2 取消しの手続

(1)在留資格認定証明書の取消しは，次の要領により行う。

ア 申請人が当該在留資格認定証明書の交付を行った地方局等又は指定出張所の管轄又

は分担する区域内にいるときは，当該処分庁が取消しを行う。

イ 申請人がアの区域外にいるときは，当該在留資格認定証明書の交付を行った地方局

等又は指定出張所の長は，当該申請人の所在地を管轄する地方局等又は出張所の長に

申請本人の国籍，氏名，生年月日及び性別，当該在留資格認定証明書の交付年月日及

び番号並びに取消し理由を記載した文書により依頼して取消しを行う。

この場合において，依頼に基づき取消し手続を執った地方局等又は出張所の長は，

依頼を行った地方局等又は指定出張所の長に対しその旨を通知する。

ウ 申請人の所在地が不明である等の理由により取消しの通知を行うことができない場

合には，当該在留資格認定証明書の交付を行った地方局等又は指定出張所の長は，申

請本人が入管法第6条第2項による上陸の申請を行うことが見込まれる地方局等又は

出張所の長に対し取消しを依頼する。

エ 在留資格認定証明書の取消しを行うときは[在留資格認定証明書取消通知書(別記

-22 -
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第 7号様式)により申請人に通知し，出頭を求め，又は郵送により当該在留資格認定

証明書を返納させる。

(2)在留資格認定証明書を取り消したときは，進行管理簿(速報版)に取消し年月日及び

取消理由を朱書きする。

(注)取消しに係る資料は，光ディスクに入力する。

第 3 交付処分取消し後の不交付通知

在留資格認定証明書の交付処分の取消し後の当該申請に対する処分通知については，処

分の効力を処分時に遡って取り消す場合で、あっても，改めて不交付処分通知は行わない。

なお，取消し処分に当たっては，取消通知書にその理由を明記する。

J ¥ 

第10節 団体用在留資格認定証明書

第 1 団体用在留資格認定証明書の交付対象

次のいずれにも該当すること。

1 おおむね 15名以上の外国人をもって構成される団体で，その構成員が同一の在外公館

に対し査証申請を行い，かっ，同時に上陸の申請をすることが確実であるとして全構成員

について同時に在留資格認、定証明書の交付申請がなされたものであること

(注)申請受理後，当該団体が各グループに分割された結果， 1 5名未満になった場合にも

団体用在留資格認定証明書を交付して差し支えない。

2 団体の全員が「興行J又は「研修」の在留資格に係る同ーの活動で，次のいずれかに該

当するものであること

(1)在留資格「興行」

ア バレエ等の舞踊

イ オペラ，オペレッタ，ミュージカル

ウ オーケストラ，コンサート

こに サーカス

オ スポーツ

カ ファッションショー

キ その他アからカまでに準ずると認められる活動

(2)在留資格「研修」

ア研修期間が 3月以内のもの

q
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イ 研修を事業として行う機関で特殊法人等の公的機関に準ずる機関が継続的に実施す

る研修に参加するもの

第2 団体用在留資格認定証明書の作成

団体用在留資格認定証明書(施行規則別記第6号の 5様式)及びその別紙(施行規則別

記第6号の 6様式)の作成は，次の要領による。

1 番号欄には当該団体に係る申請受理番号のうち最も若いものを記入する。

(注)申請受理の時点で団体用在留資格認定証明書を交付することが相当と判断される場合

は，第 2節第 3に定めるところにより措置する。

2 写真は，あらかじめ申請人に対し裏面に氏名を記入の上提出させることとし，散逸する

ことのないよう適宜な方法で団体ごとに申請書とともに保管する。

3 団体用在留資格認定証明書の別紙記入後の余白には斜線を記入する。

4 団体用在留資格認認、定証明書の上部とι，代表者の申請書官用欄との間に契印し，団体用在

留資格認定証明書と別紙の上部 2か所をステイフ。ラ一で

上部とを入国審査官認証印により契印する。

(注)別紙が複数ある場合は，各葉に契印する。

5 団体用在留資格認定証明書を作成した場合は，その写しを作成し，申請書類とともに当

該団体ごとに保管する。

第3 団体用在留資格認定証明書の再交付

地方局等又は指定出張所の長は，申請人から紛失・滅失文はき損・汚損を理由に有効期

間内にある団体用在留資格認定証明書の再交付等の申出があった場合は，第8節のとおり

措置する。

ただし，この場合において，写真の提出は要しない。

第4 団体用在留資格認定証明書の別紙に記載された者のうち一部の者について取消しを行う

場合の取扱い

1 団体用在留資格認定証明書の別紙に記載された者のうち，その一部の者について同証明

書の交付の取消しを行うときは，在留資格認定証明書取消通知書(別記第7号様式)によ

り申請人に通知し，当該証明書を速やかに返納させる。

2 返納された団体用在留資格認定証明書の取り消された申請本人の部分を朱線によって削

除し，削除した箇所に処分庁名印又は入国審査官認証印を押なつした上申請人に返還する。

(注)団体用在留資格認定証明書の右上部欄外に当該取消しを受けた申請人の番号，取消年

月日及び取消事実を朱書きする。

第5 団体からの分離
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1 交付後，申請人から，団体の構成員の中に疾病その他やむを得ない事情により他の構成

員と同時に上陸の申請ができないことを理由に団体から分離の申し出があった場合におい

て，地方局等又は指定出張所の長が適当と判断したときは，同時に上陸の申請ができない

者を団体から分離することができる。

(注)分離の結果，団体構成員数が 15名未満となっても他の構成員についてはなお団体用

在留資格認定証明書事案として取り扱い，分離した者を朱線によって削除し，削除した

箇所に処分庁名印又は入国審査官認証印を押なつした上で，削除年月日を朱書きする。

この場合においては，分離した者に対する在留資格認定証明書は，次により作成する。

① 証明書用紙は，個人用の在留資格認定証明書(施行規則別記第6号の4様式)を使

用する。

② 日付は分離前の団体用在留資格認定証明書と同ーのものとする。

③ 写真は， FE  1 Sに取り込んだ写真を印刷する。

2 交付後，申請人から，団体の構成員の中に疾病その他の事情により入国をとりやめると

の申出があった場合は，団体用在留資格認定証明書を提出させ，当該入国をとりやめた申

請本人の部分を朱線によって削除し，削除した箇所に処分庁名印又は入国審査官認証印を

押なつした上で，申請人に返還する。

(注)団体用在留資格認定証明書の右上部欄外に当該取下げをした申請人の番号，取下げ年

月日及び「取下げ」を朱書きするぴ

第11節記録の保管等

第 1 保管する資料

保管する資料は，申請書，在留資格認定証明書交付申請の審査の過程において作成又は

受理した書類等在留関係の審査に参考になるものとする。

第2 記録の取扱い

1 作成

申請書等保管する資料については，光ディスクに入力することにより記録を作成する。

2 保管・廃棄

(1)光ディスクへ入力された記録は，別途指示するまでの間保管する。

( 2 )光ディスクへの入力を終えた申請書等の原本については，廃棄する。

FLD 
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第3 返信用封筒の取扱い

第 3分冊第 9編

申請人が出頭して在留資格認定証明書の交付を受けたこと等により，第2節第 2の3によ

り提出を受けた郵便切手を貼付した返信用封筒を使用しなかった場合には，申請人に返却する

こととする。この場合において，申請代理人の所属する会社の倒産，住所移転等による送付先

の不明等により返却ができない場合には，台帳を作成するなどして記録した上で保存する。

第4 在留資格認定証明書に誤記を発見した場合の在外公館の取扱い

1 在外公館において在留資格認定証明書の記載内容に疑義を発見した場合，在外公館は外

務省外国人課に照会し，照会内容の確認を本省(入国在留課)に依頼する。本省において

は，確認結果を外務省外国人課に回答し，在外公館に転報する。

2 1により在留資格認定証明書に誤記が確認された場合，在外公館は当該項目を訂正し，

訂正箇所にシールプレスをする。更に在留資格認定証明書裏面又は余白に訂正事実を記載

し，査証用シールスタンプを押すこととしている。
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第3章査証事前協議事務

第 1節受理

第 1 受理

地方局等文は指定出張所の長は，本省から査証事前協議事務に係る指示を受けたときは，

受理に伴う措置等をとった上，審査を開始する。

第2 受理に伴う措置

1 FEISへの入力

本省から指示文書の送付を受けたときは，氏名，性別，国籍，協議番号(クリアランス

番号)等の必要事項を電算入力する。

(参考)

2 審査資料の点検

査証申請書のほか，在留資格・在留期間の決定の立証資料の項に掲げる書類の提出がな

されているか否かの点検を行い，提出書類の不備があるときは，関係者に対し第 2章第2

節第 2の2 (2) に準じて不足書類の提出を求める。

第2節審査

円
，
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第 1 審査の方式

審査は，第 2章第 3節に準じて行う。

第 2 進達

1 

2 

第 3 上陸のための条件に適合していない者に係る査証事前協議終了者の取扱い

1 

2 

第3節在留資格・在留期間の決定

在留資格及び在留期間は，第 12編「在留資格Jに基づき決定する。

- 28 -



第 1 審査結果の回答1_ 

2_ 
第2 FEISへの入力

第 3分冊第 9編

第4節審査終了後の措置

専決案件の報告又は進達を行ったときは， F E 1 Sに審査結果を電算入力する。

(注)上記第 1の2により本省から意見書の写しが送付されたときは，当該決定に基づき

入力項目を修正する。

第5節記録の保管

査証事前協議に係る審査を終了したときは，第2章第 11節に準じで記録を保管する。
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第4章 各種不利益処分の理由・内容の具体的記載

第 1節留意事項等

1 不利益処分の理由としては，適合しない許可又は交付の要件とその根拠となる事実を記

載する。

2 根拠となる事実は，事案により異なるものであるところ，本記載例にないものについて

は，本記載例と同程度の具体性をもって記載する。

3 根拠となる事実が複数ある場合には，判明している事実をすべて記載する。

(注)

4 

第 2節不交付理由の記載例

第 1 在留資格該当性によるもの

(適合しない要件)

申請に係る活動が rooJの在留資格に係る出入国管理及び難民認定法別表第Oの下

欄に定められている(身分又は地位を有する者としての)活動に該当するとは認められ

ません。

The activities stated in the application are deemed not to come under the 

activities of residence ( ) stipulated in the lower column of the Immigration 

Control and Refugee Recognition Act attached table. 

(根拠となる事実)

1 r宗教」 派遣機関が外国の宗教団体とは認められません。

The dispatching organization is deemed not to be a foreign 

religious organization. 
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2 r報道j 申請に係る活動は，報道上の活動とは認められません。

The activities stated in the application are deemed not 

to be journalist activities. 

3 投資・経営」

ア 500万円以上の投資を行っているとは認められません。

The applicant i8 deemed not to have made an investment .of 

5 million yen or more. 

イ 行おうとする事業を行うために必要な設備が整っているとは認められ

ません。

The equipmentrequiredto start the business is deemed 

not to be sufficiently read~ 

4 人文知識・国際業務」

ア 従事しようとする業務が，人文科学の分野に属オる知識を必要とする

業務，外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務

のいずれにも該当するとは認められません。

The activities to be conducted are deemed not to require 

knowledge in humanities or thoughts or sensitivities based 

on a foundation of foreign cu1ture. 

イ 従事しようとする業務は，他の在留資格(教育)に該当する活動であ

ると認められ2 かっ同在留資格に係る，出入国管理及び難民認定法第7

条第 1項第2号の基準を定める省令の法別表第一の二の表の教育の項の

下欄に掲げる活動の項の下欄第 1号イに適合しません。

The activities to be conducted are deemed to come under 

a different status of residence (Instructor)， but the applicant 

does not meet the criteria provided for under No. l-b for the 

status of residence UInstructor
Q 

stipulated in the Ministerial 

Ordinance to Provide for Criteria Pursuant to Article ~ 

Paragraph 1 (2) of the Immigration Control and Refugee 

Recognition Act. 

5 r企業内転勤」

ア 本邦に事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員とは認めら

れません。

唱
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6 興行」
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The applicant is deemed not to be an employee of a 

business office of a private or public organization in a foreign 

country， which has a business office in japan. 

イ 転勤先が「本邦にある事業所」であるとは認められません。

The office to which the applicant is being transferred is 

deemed not to be a busihess office in japan， which has been 

established by the private or public organization to which he 

or she belongs. 

ウ 「期間を定めて」転勤するとは認められません。

The applicant is deemed not to be transferring for a 

Hfixed period of time. H 

エ 本邦にある事業所に転勤するとは認められません。

The applicant is deemed not to be transferring to a business 

office in japan. 

ア 申請に係る活動は興行に係る活動又はその他の芸能活動のいずれにも

該当するとは認められません。

The activities stated in the application are deemed not 

to be performance activities or other entertainment activities. 

イ 出演先は興行」に係る活動を行うことができる設備を有している

とは認められません。

The facility at which the applicant's performance is to 

take place is deemed not to have the equipment needed to conduct 

the activities of Hentertainment. H 

ウ 招へい機関の過去の活動状況から見て本邦において行おうとする活動

が興行に係る活動又はその他の芸能活動どは認められません。

judging from the past records of the activities of the 

inviting organization， the activities to be performed in japan 

are deemed not to beperformance or entertainment activities. 

エ 出演先の過去の活動状況から見て本邦において行おうとする活動を行

うことが主たる活動であるとは認められません。

judging from the past records of the activities of the 

facility at which the applicant' s performance is to take place， 
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the purported activities to be conducted in ]apan are deemed 

not to be the main activities to be conducted 

7 r技能J 従事しようとする業務は，熟練した技能を要する業務とは認められ

ません。

The activities to be conducted are deemed not to require 

sophisticated skil1s. 

8 r技能実習 1号イ」

本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法

務省令で定める事業上の関係、を有する外国の公私の機関の外国にある事業

所の職員とは認められません。

(送出し機関が本邦の公私の機関の外国にある事業所でなく，かっ，外

国機関省令に適合しない場合は r技能実習 1号イ」の在留資格該当性

が認められないこととなる。)

9 r技能実習 1号ロ」

監理団体が出入国管理及び難民認定法別表第 1の2の表の技能実習の項

の下欄に規定する団体の要件を定める省令の第O条第O号に適合しません。

(監理団体が団体要件省令に適合Lない場合は r技能実習 l号ロ」の

在留資格該当性が認められないこととなる。)

申請に係る活動は，学術上の活動，芸術上の活動，我が国特有の文10 r文化活動」

化若しくは技芸について専門的な研究を行い又は専門家の指導を受け

てこれを修得する活動のいずれにも該当するとは認められません。

The activities stated in the application are deemed not 

to c咽 eunder academic activitie.ぁ artisticactivities， specific 

studies on ]apanese culture or arts， or activities to acquire 

]apanese culture or arts under the guidance of experts. 

11 r留学」 過去の出入国歴・経歴(学歴を含む。)から見て 大学等の教育機関にお

いて教育を受けることが主たる活動とは認められません。

]udging from the past entry and departure records and 

personal history (including academic records)， study at an 

educational institution such as a university is deemed not 

to be the mainpurpose of activity. 

12 r研修」 ア 受入れ機関の過去の研修生受入状況から見て，提出された研修計画に

q
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従って研修が実施されるとは認められません。

]udging from the past records of the organization's 

acceptance of trainee~ training is not recognized as being 

conducted in accordance wi th the submi tted training program. 

イ 過去の出入国歴から，本邦において研修を受けることが主たる目的と

は認められません。

]udging from the past entry and departure records of the 

applicant the undergoing of training in ]apan is deemed not 

to be the main purpose of activity. 

13 その他の記載例

ア 本邦に上陸しようとする外国人が本邦において行おうとする活動は，

rooJの在留資格について法務大臣があらかじめ告示をもって定めた

活動(地位を有する者としての活動)とは認められません。

The activities in which the applicant iJitends to engage 

in ]apan are not activities / activities based on the persona 

1 relationship or status designated by the Minister of]ustic 

e in the Official Gazette as regards the status of residence 

( ). 

イ (00)からみて，本邦で安定的・継続的に rOOJの在留資格に該

当する活動を行うものとは認められません。

(注) ( )内には，報酬，芸術の実績，投資に係る資産等を記入する。

]udging from ( λthere are grounds for suspicion that 

the applicant will not engage in activities under the. status 

of residence ( )in a stable and continuous manner in 

]apan. 

(適合しない要件)

申請に係る活動が虚偽のものでないとは認められません。

The activities stated in the application are deemed not to be bona fide. 

(根拠となる事実)

1 本邦に上陸しようとする外国人の過去の入国・在留状況から申請内容に信ぴょう性があ

るとは認められません。

]udging from the past records of entry， d，ξparture and stay of the applicant， 

4
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the statements in the application are deemed not to be credible. 

2 提出資料の記載内容 (00)に矛盾が認められ，申請内容に信ぴょう性があるとは認め

られません。

(注) ( )内には，具体的な記載内容を記入する。

Due to the inconsistencies in the statements in the submitted materials 

fλ the contents of the application are deemed not to be credible. 

3 提出資料 (00)の信ぴょう性に疑義が認められ，申請内容に信ぴょう性があるとは認

められません。

(注) ( )内には，具体的な提出資料名を記入する。

The authenticity of the submitted materials ( ) is in doubt， and the 

contents of the application are deemed not to be credible. 

第2 上陸許可基準適合性によるもの

fOOjの在留資格に係る出入国管理及び難民認定法の第7条第 1項第2号の基準

を定める省令の定める基準第O号Oに適合するとは認められません。

The applicant is de匂mednot to meet the criteria provided for under No. 

( ) for the status of residl四 ce( ) stipulated in the 腕nisterialOrdinance 

to Provide for Criteria Pursuant to Article 7， Paragra.凶 Iωof幼eImmigration 

Control and Refugee Recognition Act. 

該当する基準を列挙し又は同基準の写しを添付する。これらによっても不明陳である場

合は，各在留資格について，次の具体例を記載する。

1 f投資・経営J (1)事業所として使用する施設は個人の住居用のものであり，設備，

使用状況から見ても本邦に事業所が確保されているとは認められま

せん。

Since the facility to be used is deemed to be a 

residential dwelling and judging from the equipment and use， 

the requirement that an office in ]apan be established is 

not recognized as having been fulfi11 ed. 

(2)在職中の職員は (00)であり，常勤職員 2名以上が従事して営

まれている規模のものとは認められません。また， 500万円以上

の投資が行われているとも認められません。

(注) ( )内には， ro名は非常勤」等を記入する。
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The employee (s) currently employed by the business 

concerned is/are ( )， and therefore the requirement that 

the business must be回 intainedon such a scale that a minimum 

of two full-time employees are employed is not recognized 

as having been fulfille~ Moreover， an investment of 5 

mi11ion yen or more is deemed not to have been made. 

( 3 )申請に係る本邦において行なおうとする活動は事業の管理に従事

するものと認められるところ，事業の経営又は管理について 3年以

上の経験があるとは認められません。

The intendedactivity stated in the application to 

engage in management of business has been recognized， but it 

has not been established that the applicant has at least three 

years' experience in the operation or management of business. 

2 I医療」 (1)活動を行おうとする病院は，大学の付属病院等とは認められず，

また，厚生労働大臣が指定した病院あるいは法務大臣が告示をもっ

て定めた病院であるとも認められません。

The hospital at which the applicant intends to work is 

deemed not to be an affiliated university hospital， a hospital 

designated by the Minister of Health， Labour and Welfare or 

a hospital stipulated through notification by the Minister 

of ]ustice. 

( 2 )活動を行おうとする機関は，医療機関(又は薬局)とは認められ

ません。

The institution at which the applicant intends to work 

is deemed not to.be a medical institution/pharmacy. 

3 I技術J I人文知識・国際業務J I企業内転勤j

(1)報酬は (00)であり， 日本人が従事する場合に受ける報酬と同

等額以上とは認められません。

(注) ( )内には，具体的金額を記入する。

The amount of remuneration is ( )， which is deemed 

not to be an amount equal to or more than a ]apanese national 

would receive for comparable work. 
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4 r興行」

5 r技能」
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( 2 )従事しようとする業務について，これに必要な技術若しくは知識

に係る科目を専攻して大学を卒業し若Lくはこれと同等以上の教育

を受けているとは認められません。

The applicant is not recognized as having gra、duated

from a university or an equivalent institution with a major 

in a subject related to skills or knowledge necessary for 

the proposed activities. 

(3 )従事しようとする業務について， 1 0年以上の実務経験を有して、

いるとは認められません。

The applicant is deemed not to have at least 10 years' 

experience in the proposed a.ctivities. 

(1) 2年以上の外国における経験を有するものとは認められません。

The applicant is deemed not to have at least two years' 

experience abroad in the types of performance in which he 

or she intends to engage. 

(2 )十出演する施設は，風営法に規定する営業を営む施設であるところ，

専ら客の接待に従事する従業員が 5名以上いるとは認められ

ません。

The facility at which the proposed performance is to 

take place has been recognized as being regulated by the 

Law on Business Relating to Public Morals， but it does not 

employ a minimum of five employees whose duties are primarily 

waiting on customers;' 

(1)料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我

が国において特殊なものについての実務経験を有しているとは認め

られません。

The applicant is deemed not to have practical experience 

for skills in foreign cooking or preparation of food 

originating abroad 

(2 )実務経験を 10年以上有するとは認められません。

The applicant is deemed not to have at least 10 years' 

practical experience. 
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6 技能実習 1号イ」
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(1)修得しようとする技能，技術又は知識が同一の作業の反復のみに

よっては修得できないものとは認められません。

( 2 )帰国後本邦において修得した技能，技術又は知識を要する業務に

従事することが予定されているとは認められません。

(3 )修得しようとする技術，技能又は知識が，住所を有する地域にお

いて修得することが不可能又は困難なものであるものとは認めら

れません。

(4 )本邦での技能実習に関連して，送出し機関から保証金を徴収され

ていると認められます。

(5 )実習実施機関の受け入れている技能実習生(技能実習 1号に限

る。)の人数が実習実施機関の常勤職員の総数の 20分の 1以内で

あるとは認められず，かっ，上記基準第 11号のただし書きにも該

当しているとは認められません。

( 6 )講習の総時間数が技能実習 1号の時間全体の 6分の 1以上とは認

められず，かっ，上記基準第 7号のロのただし書きにも該当してい

るとは認められません。

(7)実習実施機関が過去5年間に上記基準 18号の表のOに掲げる不

正行為を行ったものと認められます。

(注)平成22年 7月 1日より前に不正行為を行っている場合は，

後記参照。

7 技能実習 1号ロJ※上記 6 (1) ----- (4) も参考とする。

8 留学J

(1)実習実施機関の受け入れている技能実習生(技能実習 1号に限

る。)の人数が上記基準第O号に該当しているとは認められません。

(2)講習の総時間数が技能実習 1号の時間全体の 6分の 1以上とは認

められず，かっ，上記基準第 8号のロのただし書きにも該当してい

るとは認められません。

( 3 )実習実施機関が過去5年間に上記基準第 16号の表のOに掲げる

技不正行為を行ったものと認められます。

(注)平成22年 7月 1日より前に不正行為を行っている場合は，

後記参照。
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(1)生活費用を支弁するための十分な資産，奨学金その他の手段を有

しているとは認められません。

The applicant is deemed not to have sufficient funds， 

a. scholarship， or other means of support to meet expenses 

whi1e in ]apan. 

( 2 )経費を支弁しようとする者の (00) からみて，確実な経費の支

弁手段を有するとは認められません。

(注) (00) には，所得のほか，本邦に上陸しようとする外国人

との関係，過去の他の留学生への経費支弁状況等を記入する。

]udging from the {income/the relationship with the 

applicant/the past records of paying for the expenses of other 

studentsJ of the person stated as paying for the applicant's 

expenses， it is not reco.伊 izedthat the eAPenses will be paid. 

(1)修得しようとする技術，技能又は知識が同一の作業の反復のみに

よっては修得できないものとは認められません0'

It is not recognized that the technology， skills andl 

or knowledge which the applicant intends to acquire cannot 

be acquired through repetition of the same kind of work. 

( 2 )帰国後本邦において修得した技術，技能又は知識を要する業務に

従事することが予定されているとは認められません。

The applicant is not recognized as being schedulei 

afte~ return to his or her home country， to work in a job 

that requires the technology， skills and/or knowledge 

acquired in ]apan. 

(3 )修得しようとする技術，技能又は知識が，住所を有する地域にお

いて修得することが不可能文は困難なものであるものとは認められ

ません。

The technology， skills or knowledge to be acquired in 

]apan is not recognized as being impossible or difficult 

to acquire in the country in which the applicant resides. 
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1 0 家族滞在 rOOJの在留資格をもって在留する者の扶養を受けて生活するとは

認められません。

It is not recognized that the applicant will live in 

Japan as a dependent of the person residing in Japan with 

the status of resi dence ( ). 

第3 平成22年 7月1日より前に生じた事実について研修生・技能実習生の入国・在留

管理に関する指針(平成 19年 12月改定)Jに基づく不正行為認、定を行ったもの

出入国管理及び難民認定法第 7条第 1項第2号の基準を定める省令の一部を改正す

る省令(平成 21年法務省令第 50号)による改正前の出入国管理及び難民認定法第7

条第 1項第2号の基準を定める省令(以下「旧基準省令」といいます。)に定める「研

修」の在留資格に係る基準第8号に適合するとは認められません(平成22年7月1日

以前に行われた外国人の技能実習又は研修に係る不正行為については，出入国管理及び

難民認定法第 7条第 1項第 2号の基準を定める省令の一部を改正する省令の附則第 5条

により，従前の例によることとされ，旧基準省令の「研修」の在留資格に係る基準が適

用されます。)。

(理由)

実習実施機関が過去 3年間に外国人の研修に係る不正行為を行ったものと認められます。

第4 上陸拒否事由に該当するもの

本邦に上陸しようとする外国人は，出入国管理及び難民認定法第5条第 1項第O号に

定める上陸拒否事由に該当しています。

The applicョntfalls u刀derone of the items of denial of landing stipulated 

i'n Article 5， Par.伊甲h1 (0) of the !J四igrationCOntrol and Refugee Recogniti∞Act. 

入管法第 5条第 1項の写しを添付する。
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第5章別表

出張所分担区域

平成 20年 3月 1日現在

1 東京入国管理局

出張所 分 区 域

在 留 審 査 認定証明書

立 ) 11 東京都 同左

さいたま 埼玉県，千葉県，茨城県，栃木県，群馬県， 埼玉県

山梨県，長野県

千 葉 千葉県 同左

水 戸 茨城県 同左

宇都宮 栃木県 同左

高 崎 群馬県，埼玉県 同左

長 野 長野県 同左

新 潟 新潟県 同左

甲 府 山梨県 同左

O 横浜支局

出張 所 分 担 区 域

在 留 審 査 認定証明書

) 11 崎 神奈川県 同左

東京都町田市，狛江市，多摩市，稲城市

2 大阪入国管理局

出張 所 分 担 区 域

在 留 審 査 認定証明書

尽 都 京都府 京都府，滋賀県

舞鶴港 京都府 同左

奈 良 奈良県 同左

唱
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県
一

山
一
県
一

歌
一
賀
一

円

H

一
山
，
ぉ
-

z
f

一説。一

一
山
一
津
一

一
歌
一
一

一
和
一
大
一

左
一
左

同
一
同

O 神戸支局

出張所 分 区 域

在 留 審 査 認定証明書

姫路港 兵庫県 同左

3 名古屋入国管理局

出張所 分 担 区 域

在 留 審 査 認定証明書

豊橋港 愛知県 同左

四日市港 一重県 同左

浜 松 静岡県 同左

静 岡 静岡県 同左

福 井 福井県 同左

富 山 富山県 同左

金 沢 石川県，富山県 同左

岐 阜 岐阜県 同左

4 広島入国管理局

出張所 分 担 区 域

在 留 審 査 認定証明書

福山港 広島県，岡山県 同左

下 関 山口県 同左

周 南 山口県 同左

岡 山 岡山県 同左

境 港 鳥取県 同左

松 • ~工 島根県 同左
一
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5 福岡入国管理局

出張所 分 区 域

在 留 審 査 認定証明書

北 九 州 福岡県 同左

大分県中津市，宇佐市

佐 賀 佐賀県 --------長 崎 長崎県 同左

対 馬 長崎県対馬市 同左

大 分 大分県，宮崎県 同左

責員 本 熊本県 同左

福岡県大牟田市

大分県日田市のうち，前津江町，中津江村，上津江

町，大山町，天瀬町

宮崎県西臼杵郡

鹿児島 鹿児島県 同左

宮崎県

宮 崎 宮崎県

O 那覇支局

出 張 所 分 担 区 域

在 留 審 査 認定証明書

嘉手納 沖縄県 同左

宮 古 島 沖縄県宮古島市，宮古郡 同左

石垣港 沖縄県石垣市，八重山郡 同左

qu 
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6 仙台入国管理局

出 張 所 分 担 区 域

在 留 審 査 認定証明書

郡 山 福島県 同左

酒田港 山形県，秋田県 同左

盛 岡 岩手県，青森県，秋田県 同左

秋 田 秋田県 同左

青 万昔Tてt 青森県，秋田県 同左

7 札幌入国管理局

出張所 分 担 区 域

在 留 審 査 認定証明書

小樽港 北海道 同左

函館 港 北海道 同左

釧路港 北海道 同左

千歳苫小牧 北海道 同左

稚内港 北海道 同左

8 高松入国管理局

出張所 分 担 区 域

在 留 審 査 認定証明書

松 山 愛媛県 同左

小松島港 徳島県 同左

高知港 高知県 同左

(注)指定出張所以外の出張所においては r外交J， r公用J， r興行J， r技能実習J， 

「研修」及び「留学J (留学の上陸基準省令第 1号ハに該当する教育機関において教育

を受けるものに限る)の在留資格を除く在留資格認定証明書交付申請案件について申請

を受理する。
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第 6章様式

別記第 1号様式 資料提出通知書

別記第 2号様式 (削除)

別記第 3号様式 申請受理票

別記第4号様式 意見書(簡易)

別記第 5号様式 意見書

別記第 6号様式 在留資格認定証明書不交付通知書

別記第 7号様式 在留資格認定証明書取消通知書

別記第8号様式 (削除)

別記第 9号様式 入国事前審査結果回答書

参考書式 願出書

F
D
 

4
 



別記第 1号様式

資料提出通知書

年月日

殿

あなたの 申請(番号 )に関し，審査資料として下記の書類が必要です

ので 月 日までに本状とともに送付又は御持参下さい。

記

1 

2 

3 

4 

5 

提出先 入国管理局

審査部門

担当者(

電 話)

注意:請求された資料を上記期日までに提出されないときは，特別の事情があると認

めた場合を除き，現に提出された資料によって許否を決定します。



別記第 1号様式の 2

NOTICE 

Date: 

To: 

In reference to your application (No. )， pleぉesend or bring the following 

documents and certificates with this sheet to our office without fai1 by 

1 

2 

3 

4 

5 

Destination: 

Division of Regional Immiration Bureau 

Officer in charge ( 

Phone: 

Note: Should y印刷1to submit the above requested documents，certificates，etc.， by the date 

specified above，unless there are extenuating circumstances yo町 applicationwi11 be 

considered only with reference to the documents which you have already submitted. 



別記第3号様式

申請受理票

氏名

入国管理局

番号

年月日

審査部門

支局・出張所



別記第4号様式

法 7-1-1適合性 適口，不適口(

法 7-1-4適合性 適口，不適口(法5ー1ー( 該当)

虚偽性|有口，無口(

法 7-1-2適合性 在留資格該当性 有口，無口

基準適合性 有口，無口

法 7-1-3適合性 適口，不適口

口法 7ー1ー2に掲げる条件に適合し証明書交付相当

在留資格 (特定活動の概要

在留期間

口証明書不交付相当

理由

口終止相当
J 

¥ 

理由

年 月 日 @ 



別記第5号様式

年月日管 第 号

意見書(請司11)

入国管理局長 受理番号

局 長|次 長 (そ同興研勉商

用

の

固 国 iZ1i男 :1
意|交付|在留資格|

見|不交付|理由

請訓理由 | 

|滞在予定期間|

コ]
三
口

事

係

本

意 1

省

記下E 不

載

欄

適|不 適|不

課

長



別記第6号様式

年月日

在留資格認定証明書不交付通知書

殿

国籍 氏名

( 年月日付け，申請番号 第.一 号)

あなたの(上記の者に係る)在留資格認定証明書交付申請については，下記の理由に

より，下記の要件に適合しないことから不交付と決定したので，通知します。

記

(要件)

(理由)

入国管理局長 ⑮ 

連絡先 入国管理局

(電話番号 一 ) 



別記第 6号様式の 2

NOTICE 

D a t e 

To 

Nat onal ty 

Name 

This is to inform you that the application for the Ce此ificateof Eligibility submirted on 

behalf of the above mentioned person (dated ， application no. 

has been denied because the requirements stated below have not been met for the following 

reasons. 

Requirements : 

Reasons: 

Chief of由e Immigration Bureau 

C 0 n t a c t Regional Immigration Bureau 

Tel. 



別記第 7号様式

年月日

在留資格認定証明書取消通知書

NOTICE OF CANCELLATION 

殿

1 氏名

Name Last First Middle 

2 生年月日 年 月 日

Date of Birth Year Month Day 

3 国籍

Nationa1ity 

戸し

Z

3

a

一

泊

担
M

H
一

男
女
一

あなたに交付した在留資格認定証明書を下記の理由により取り消したので，通知しますO

It is hereby notified that the Certificate of Eligibi1ity issued to you is cancel1ed. 

理由

Reasons 

入国管理局長 @ 

Chief of Immigration Bureau 



別記第 9号様式

外務省領事局外国人課長殿

入国事前審査結果回答

管000第0000号

平成00年00月00日

00入国管理局長 ⑮ 

00 (国名)人0000(氏名)ほか00名(協議番号00-00000)に

係る入国事前審査の結果，別紙記載の内容の結論に達したので回答します。



別記第 9号様式・別紙1

区分(適当・法刻家笈よ匁ゑ公表関係)

協議番号|国 籍|氏 名 |在留資格・期間

1圃・・圃・・
21圃圃|ーー

3・・圃|圃圃圃圃 圃
圃
一
圃
・

4圃・・

.件酔
(注)区分(適当・装刻家集よ匁ゑ双表関係)の……には法別表第 1の1の表，同 2の

表，同 3の表，同 5の表，法別表第 2，留学及び就学，研修を記載し，入国目的別に

回答すること(家族滞在については，扶養する者の在留資格に応じた区分に含めて回

答する。)。



別記第9号様式・別紙2

区分(不適当)

協議番号|国 籍|氏

1圃・圃|・ーーー

2圃・圃|圃圃圃

3圃・・・四ーーー
4圃・圃

.件目名

名 不適当理由

(注)本様式は法別表第 1の1の表，同 2の表，同 3の表，同 5の表，法別表第2，留学

及び就学，研修の各入国目的別に作成し回答すること(家族滞在については，扶養す

る者の在留資格に応じた区分に含めて回答する。)。



別記第 9号様式・別紙3

区分(終止)

協議番号|国 籍|氏

1圃・・ 1.

名 終止理由

2圃・・圃・・|・ーーー |ーーー
3 

4 

圃件酔
(注)本様式は法別表第 1の1の表，同 2の表，同 3の表，同 5の表，法別表第 2，留学

及び就学，研修の各入国目的別に作成し回答すること(家族滞在については，扶養す

る者の在留資格に応じた区分に含めて回答する。)。



(参考書式)

年月日

入 国 管 理 局 長 殿

(申請人又は申請代理人署名)

願出書

月ー日申請の(申請者氏名)の 申請に係る提出資料に

つきましては， 年 月 日申請(申請番号 )において

提出した資料のうち， (資料名)を今次申請の提出資料として転用していただくこ

とを願い出ます。なお，当該資料の内容に変更・更新はなく， 月 日現在

における最新の資料であることを申し添えます。

また，上記の資料について，追完依頼があった場合には，速やかに提出するこ

とを約束します。
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第 1章総ん員IJ

第 1節留意点

上陸審査が入国審査官の権限と法定されているのに比して，在留関係諸審査が法務大臣の

権限(あるいは地方局長に委任)とされているのは，上陸審査が上陸時点での資格該当性な

いし基準適合性を判断すればよいのに対して，在留諸審査では，それらが維持されているこ

とを見極めることに加えて入国後の申請者の在留状況を評価する作業が必要であり，その判

断が統一的になされなければならないことによるものである。

(在留諸審査に当たっての留意点)

① 

② 

③ 在留資格該当性の有無及び上陸許可基準適合性の維持を確認する。

④ 在留状況に関して極力情報を収集する。

⑤ 上記②~④に関しては，個別案件のための情報収集にとどまらず，幅広い観点か.らの

情報収集を行った上で，それを他部門・他官署と共有することに努める。

⑤ 申請案件については，適正な期間内に処理することを原則とする。

第2節申請の受理

第 1 受理庁

1 申請の受理は，申請人の住所地(住所がないときは居所，居所がないときは宿泊先等の

所在地とする。以下同じ。)を管轄する地方局等又は分担する出張所において行う(取次

申請による場合も同じ。)。

ただ、し，次のいずれかに該当する場合には申請を受理することができる。

(1)留学生の所属する教育機関の職員による取次申請で，管轄区域外の地域に住所を有す r

る外国人に係るもの。

( 2 )申請取次ぎが認められている企業(以下この項で「本社Jという。)の職員による取

次申請で，本社又は当該企業の支庖・支社に勤務し，当該申請取次ぎの承認を行った地

-1 -



第 3分冊第 10編

方局の管轄内に居住する外国人に係るもの(例.東京入国管理局で承認を受けた本社職

員が，横浜支社，新潟支庖等東京局の管轄内にある支社・支庖に勤務する外国人の申請

を取り次ぐ場合等(第2編「申請取次」を参照のこと))。

2 地方局等の管轄区域

( 1 )法務省組織令(平成 12年政令第 248号)第 72条及び第 74条(別表第 2) に定

めるところによる。

( 2 )空港のみを管轄する支局においては，当該空港勤務者及びその家族からの申請につい

てのみ管轄する。

3 出張所の分担区域(第 9編別表参照)

出張所の分担区域は当該出張所の所在する都道府県とする。ただし，地方局の長は，本

省入国管理局長の承認を得て，出張所の所在する都道府県の範囲とは異なる分担区域を定

めることができる。

(注)地方局等又は出張所の長は，上記1ないし 3にかかわらず，やむを得ない事由がある

と認める場合は，管轄区域又は分担区域外に住所を有する者からの申請を受理すること

ができる。なお rやむを得ない事由」には，次の場合が該当する。

① 申請を受理しない結果，在留期聞が経過し不法残留せざるを得なくなる等管轄する

地方局等又は分担する出張所に申請する時聞がないとき

② 緊急に出国する事情があり，管轄する地方局等又は分担する出張所において再入国

の許可を申請する時聞がないとき

③ 申請人の住所地を管轄又は分担する地方局等又は出張所への交通が著しく不便であ

るとき

第2 申請

1 申請人の出頭

申請は 2又は 3に該当する場合を除き，申請人本人が地方局等又は出張所に出頭して

行う。

2 代理申請(法定代理人によるものも含む。)

代理申請のできる代理人は，次のとおりである。

なお，代理人によって申請が行われた場合又は取次申請の場合は，旅券上の証印等から

申請人本人が本邦に在留中であることを確認する。

(1)在留資格の変更，在留期間の更新，在留資格の取得(在留資格の取得による永住許可の

申請を含む。) ，再入国の許可申請若しくは永住許可の申請又は申請内容の変更申出

ア 当該外国人が 16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠

n
L
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く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分な者である場合における当該外国人

の法定代理人。

イ 当該外国人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合は，当該外

国人の親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方局長が適当と認めるもの。

ウ 地方局等又は出張所の長は，申請を行う代理人がいない場合で，外国人本人が，矯

正施設等に収容されている，監護等を受けるため地方公共団体の施設に入所している

等の理由により出頭できないときは，これらの施設の職員の出頭により申請を行うこ

とを認めることができる。

(2 )資格外活動の許可及び就労資格証明書の交付申請

上記(1 )アの法定代理人のみ。

3 取次申請等

地方局等又は出張所の長は，当該外国人が経営している機関の職員若しくは雇用されて

いる機関の職員，その者が研修若しくは教育を受けている機関の職員，当該外国人が行う

技能，技術若しくは知識を習得する活動の監理を行う団体(以下「監理団体j という。)

の職員，外国人の円滑な受入れを図ることを目的と Lて民法第 34条の規定により主務大

臣の許可を受けて設立された公益法人の職員で地方局長が適当と認める、もの又は弁護士等

で所属する単位会を経由してその所在地を管轄する地方局長へ届出たものから申請書等の

提出を認めることができる(第 2編参照) 0 

第3 r外交」及び「公用」の在留資格を有する者に係る取扱い

本邦にある外国公館及び国際機関の職員(ローカノレスタッフを除く o )並びにその家族

等として「外交」又は「公用」の在留資格を有する者からの在留資格の変更許可申請につ

いては，第 1及び第 2の規定にかかわらず，外国公館又は国際機関から外務省及び本省を

経由して行われ，地方局等においてこれを受理する。また，在留資格の変更許可申請と同

時に行われる再入国の許可申請又は証印転記の願出においても，同様に取り扱う。

(注)本邦にある外国公館文は国際機関から直接地方局等に申請があった場合は，処分

後に申請書及び意見書(作成した案件に限る)を本省入国在留課就労審査係に送付

する(入管WANによる送付可) 0 

第4 受理期間

申請は，原則として，次に掲げる期限内に行われたものに限り受理する。

1 資格外活動の許可申請

在留期間満了日以前(ただし，法第 20条第 5項(第 21条第4項に準用する場合を含

む)に規定する特例期間(以下「特例期間」という。)内にある者はその特例期間満了日

η
d
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以前)

2 就労資格証明書の交付申請

在留期間満了日以前(ただし，特例期間内にある者はその特例期間満了日以前)

3 在留資格の変更許可申請

在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前

4 在留期間の更新許可申請

在留期間満了日以前

(注1)現に有する在留期間の残余の期聞がおおむね 3か月以内のときとする。

(注 2) 3か月以内の在留期間を決定されている者にあっては，当該在留期間のおおむ

ね2分の 1以上経過したときとする。

5 永住許可申請

在留期間満了日以前

なお，永住許可申請後に在留期聞が経過するときは，在留期間の更新許可申請を併せて

行わせる。

6 在留資格の取得許可申請 Cr永住者」の在留資格を取得しようとする場合を含む。)

取得事由の発生の日から 30日以内。ただし，一時庇護のための上陸の許可を受けてい

る者にあっては，当該上陸の許可に係る上陸期間内

なお，米国軍の軍籍離脱を理由とする者で被扶養者以外のものについては，原則として，

軍籍離脱の前に申請を行わせる。

7 再入国の許可申請

在留期間満了日以前(特例期間内にある者はその満了日以前)

(注)申請期間等の末日が休日に当たる場合の取扱い

1 在留資格取得許可申請について

行政機関の休日に関する法律(以下「休日法」という。)第2条を適用し，申請期

間の末日が休日の場合，当該期聞は直近の開庁日まで延長されるものとする。

2 在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請について

休日法第 2条の趣旨を踏まえ，在留期間の満了日が休日に当たる場合で，当該申請

が直近の開庁日に提出されたときは，通常の申請受理期間内の申請として受理するも

のとする。

1及び2の取扱いは，在留可能な期間を延長するものではないことから，退去強制手

続規定及び罰則の適用を妨げるものではない。

(参考)休日法(抄)
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第 1条(行政機関の休日)

1、次の各号に掲げる日は，行政機関の休日とし，行政機関の執務は，原則として

行わないものとする。

日曜日及び土曜日

二 国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 17 8号)に規定する休日、

三 1 2月 29日から翌年の 1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2'""-'3 略)

第 2条(期限の特例)

国の行政庁(各行政機関，各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関

の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請，届出その他の行為の期限で法

律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって

定めるものが行政機関の休日に当たるときはj 行政機関の休日の翌日をもってその期

限とみなす。ただし，法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は，この限

りではない。

第5 在留期聞を経過した者から在留期間更新許可申請等があった場合の取扱い

1 

p
b
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(注 2)

2 

• 

3 

圃・・・・・

4 

( 1 ) 
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• 

第6 退去強制令書の発付を受けた外国人による在留期間更新許可申請等の取扱いについて

1 在留期間更新申請等の受理について

退去強制令書の発付を受けた外国人からの在留期間更新申請等は，在留資格を喪失した

外国人からの申請であることから，申請要件を欠く申請であり，当該申請の受理は行わな

U 、。

なお，当該外国人には，その旨十分説明する。

2 更新申請等の書類の取扱いについて

上記1の説明の結果，当該外国人が納得せず，申請書類を提出したまま退室(退庁)し

た場合には，これを受理し，当該外国人に対して，提出のあった当該申請書類を「お知ら

せ(参考様式 3) Jとともに，簡易書留郵便により速やかに返送する。

当該申請については終止(理由:申請要件を欠く申請である。)Jで処理し，申請

書類のうち申請書の写しを必ずとり，それを光デ、イスクに入力しておく。

なお，退去強制令書が発付されている外国人からの申請と気付かず誤って受理をした場

合についても，本取扱いと同様とする。

(注)当該申請人が，説明に納得し申請書類を提出することなく持ち帰る場合には，申

請書の写しとともに首席審査官あて報告書を作成することとする。

3 退去強制令書発付処分を取消す旨の判決が確定した場合の取扱いについて

当該申請人に係る退去強制令書発付処分を取消す旨の判決が確定した場合の取扱いにつ

いては，別途，本省から指示する。

第7 申請内容変更申出の取扱い

1 取扱い

(1)在留期間の更新の申請又は在留資格の変更の申請をした者から「申請内容変更申出

書J (施行規則別記第30号の 3様式)を提出して申請の内容を変更することの申出があ

った場合は，それぞれ当該変更申出後の申請内容に係る在留資格の変更又は在留期間の

更新の申請があったものとみなして取り扱う。

一 7-
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(2) FEISへの入力については，原申請を「終止」として処分入力した上で，原申請の

受理年月日にさかのぼって当該変更申出に係る申請種別に応じた受理番号(在留期間更

新 (E)又は在留資格変更 (C) )を新たに決定L入力する。

(3) 申請内容の変更申出に係る立証資料の追完については，次項第 8の2 (2)エに準じ

て行う。

2 その他

(1)申請内容変更申出書の提出は，申請した外国人本人の出頭を原則としているが，地方

局長の承認を受けた申請取次者，所属する単位会を通じて地方局長へ届け出た弁護士等

による申出書の提出，又は当該外国人の法定代理人若しくは外国人が疾病その他の事由

により自ら出頭することができない場合の代理人による申請が可能である。

(2) 申出書の「・・・については，申請の内容を に変更したく，申し出ま

す。」のアンダーラインの箇所には，申出人に対し，希望する在留資格及び在留期間並

びに具体的な活動内容の記入を求める。

(注)在留資格変更の申請を行った者から申請内容の変更の申出があった場合(例えば，同

一の在留資格内で従事する業務の内容を変更する場合)又は在留期間の更新の申請を行

った者から申請内容の変更の申出があった場合(例えば，勤務先を変更する場合)で，

変更後も当初の申請と同様に，それぞれ，在留資格の変更の申請又は在留期間の更新の

申請であるときは，申請内容変更申出書の「出入国管理及び難民認定法施行規則第 21 

条の 2の規定に基づき， Jを二重線で抹消の上，各事項への記載を求める。

第 8 提示書類及び提出書類

1 提示書類

(1)旅券又は在留資格証明書

ア いずれをも提示することができない者については，旅券を所持しない理由書を提出

させる。

(注)申請時において，旅券を提示しない場合であっても，在留期間の満了日若しく

は当該申請に係る処分の日のいずれか先に到来した日までに，旅券又は在留資格

証明書の提示が確実に行われることが見込める場合にあっては，旅券を所持しな

い理由書の提出を求めなくても差し支えない。

イ 再入国許可の申請の場合を除き，日本人又は永住者等(r永住者」の在留資格をも

って在留する者及び特別永住者)の子については，いずれをも提示しない場合で、あっ

ても，旅券を所持しない理由を記載した理由書を提出させる必要はない。

ウ 再入国の許可申請において，申請書の記載欄に旅券を取得することができない理由
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の記載がある場合は，別途旅券を所持しない理由を記載した理由書を提出させる必要

はない。

エ 旅券の有効期間の延長手続中(外国人旅券等に記載された発行国への再入国期限の

延長手続中を含む。)又は紛失等により旅券の再発行手続中の者については，当該手

続中である旨を証する書類又はその写しを提示させる。

オ 在日韓国公館が在日韓国・朝鮮人に対して発行する fTravelCertificateJ は，再

入国の許可申請の場合に限り，法上の旅券として取り扱う。

カ 在日中国公館が中国人に対して発行する「旅行証」は，再入国の許可申請の場合に

限り，法上の旅券として取り扱う。

(注)

キ 外国人旅券所持者に対する在留資格の変更，在留期間の更新又は再入国の許可の申

請については，その者が活動資格をもって在留する場合は，次の点に留意し，当該旅

行文書を発行した国への再入国期限までの期聞がおおむね 1か月未満のときは，あら

かじめ当該再入国期限の延長手続を受けるよう指導する。

(ア)当該旅券の有効期間中で、あっても別途再入国許可を受けていないと発行国への入

国を認めないものがあるので，発行国への再入国期限に注意する。

(イ)発行国以外ではその有効期間の延長ができないものもあるので，有効期間の期限

が切迫している場合には，発行国に帰ることができる期限に注意する。

ク 台湾旅券所持者で台湾に帰ることができる期限(回台加療による制限)の記載があ

る場合は，カと同様に注意する。

ケ 併記旅券に記載されて在留している者から再入国の許可申請があった場合は，それ

らの者が同一の船舶等で出入国することを予定しているときを除き，旅券を分離する

よう指導する。

(2 )登録証明書等

ア 外国人登録に係る申請期間内にある者については，既に外国人登録を受けて登録証

明書が交付されている場合に限り提示させる。

イ 「外国人登録証明書交付予定期間指定書」が交付されている者については，同指定

書を提示させる。

ウ 代理申請又は取次申請の場合は，登録原票記載事項証明書又は登録証明書の写しを

提出させる。

( 3 )資格外活動の許可を受けている者にあっては当該許可書

2 提出書類
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(1)申請書

申請人 1人につき 1通提出させる。

ア 申請書の使用区分

在留資格変更許可申請書(施行規則別記第 30号様式〉及び在留期間更新許可申請

書(施行規則別記第 30号の 2様式)の様式その 2及びその 3の使用区分は，在留目

的に応じ，次の表のとおりとする。

(注1)申請書は，申請人等作成用と所属機関等作成用又は扶養者等作成用により一組

となっている。

(注 2)在留目的に応じて 3枚から 6枚が一組となっている(申請入等作成用 1裏面

参照。)。

申請書様式及び 申請に係る在留資格

FEIS上の種別

H 短期滞在

I 教育，教授

J 芸術，文化活動
〉

K 宗教

L 報道，企業内転勤

M 投資・経営

N 研究，技術，人文知識・国際業務，技能，特定活動

O 興行

P 留学

Q 研修

R 家族滞在，特定活動

T 日本人の配偶者等，永住者の配偶者等，定住者

※在留資格「定住者」に該当する全ての場合

U 外交，公用，法律・会計業務，医療，特定活動

Y 技能実習
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イ 記載上の留意点

(ア)申請人に対し，申請人等作成用 1の裏面の「記載上の注意」に留意の上，記載す

るよう指導する。

(イ)在留資格の変更及び在留期間の更新許可の申請書の記載は，次の要領による。

a 申請人等作成用及び共通事項

01国籍」

申請人の有する国籍を記載させる。

(注1)通常は，登録証明書に記載されている国籍文は地域名となる。なお，二

つ以上の国籍を有する者にあっては，現に所持する文は最近に発給された旅券の

発給国又は地域名とする。

(注 2)台湾旅券所持者については中国(台湾)Jと記載させる。

(注 3)香港SAR旅券所持者については r中国(香港)J文は「中国 (H.K) J 

と付記させる。

(注4)英国(香港)旅券所持者については英国(香港)J又は「英国佃.的」と

付記させる。

(注 5)英国属領市民の身分を有しているときは英国の次に当該属領の名(例:

英国(パミューダ))を付記させる。

(注 6) マカオSAR旅券所持者については r中国(マカオ)Jと付記させる。

(注7)マカオ政庁及ひ令在マカオポルトガノレ総領事館発行のポルトガノレ一般旅券

所持者についてはポルトガル」と付記させる。

(注 8)パレスチナ暫定自治政府が発行する旅券を所持する場合はパレスチ

ナ」左記載させる。

(注 9) いずれの国籍か疑義のあるときは，両親の国籍等に基づき判断する。

01出生地j及び「本国における居住地j

国(地域)名及び都市名を記載させる。この場合において，本国に居住地を有

しない者については，日本国以外での通常居住する国(地域)名及び都市名を記

載させる。ただし永住者」の在留資格をもって在留する者及び特別永住者に

ついては，記載を要しない。

01日本における居住地」

住所がないときは居所，居所がないときは宿泊先等の所在地及び名称を記載させる。

01旅券」

法上有効な旅券について記載させる。

唱
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(a)外国人旅券等で発行国への再入国に期限のあるものを所持する者について

は，当該外国人旅券等の有効期限を記載させた上で発行国への再入国期限を

付記させる。

(b) 台湾旅券所持者については，旅券の各事項のほか，回台加療の有効期間又

は居住国への再入国期限が記載されている場合は，その期限を付記させる。

or代理人J欄

法定代理人による申請の場合にのみ記載させる。

or申請人(法定代理人)の署名J欄

申請本人又は法定代理人に署名させる。

or代理人・申請取次者等J欄

施行規則第 20条第 5項に規定する代理人又は申請取次者による申請の場合に

必要事項を記載させる。

b 所属機関等作成用

「勤務先又は所属機関，代表者氏名の記名及び押印」

申請人が所属する所属機関の代表者による氏名の記名及び法人又は法人の代

表権を有する職員の名義(法人名の記載されているものに限る。)印の押印が

必要である。私印については認められない。ただし，上場企業一定の規模を有

する企業等の場合で，事業部，人事部等が当該外国人の入国・在留手続を担当

しているときは，当該部長等の記名及び法人又は当該職員の名義(法人名の記

載されているものに限る。)印も使用することができる。

教育機関については，学長，学部長(留学センター等が留学生の在籍管理を

行っている場合は当該センター長)等の記名及び教育機関名義又は当該職員の

名義(教育機関名の記載されているものに限る。)印を使用させる。

C その他留意事項

① 記載事項に該当がない場合

空欄にすることなくなしJの記載を求める。

(注) r '"の場合に記入」とされている事項で r"，の場合Jに該当しないな

ど，当然に記載の必要のない事項を除く。

② 申請人等作成用における「勤務先」欄

次のとおり記載させる。

「名称j ………………申請人と雇用契約を結んだ企業等の名称

「支居・事業所名」…実際に申請人が勤務する場所

つ白
1
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「所在地」・…・'"・ H ・-一実際に申請人が勤務する場所の住所

③ 記載事項の訂正及び未記載事項の記載

記載内容の訂正は必ず申請書作成者が訂正を行い，訂正印又は署名を求める。

また，未記載の事項がある場合，又は署名等がない場合には，未記載の事項へ

の記載，署名等を求めることとなるが，このときも，記載，署名等は申請書作

成者が行うこととなる。

なお，所属機関の職員が申請に来訪している場合で，所属機関等作成用の様

式の未記載項目を記載するとき又は記載事項を訂正するときは，必ずしも申請

書作成者として記名・押印している代表者でなくとも，当該機関の職員が追記

又は訂正(訂正印又は署名を含む。)することとして差し支えない。

(注)申請の際に，未記載の事項がある場合又は署名等がない場合で，これら

がなされないときは，原則として，申請を受理することができない。ただし，

再度申請のために出頭することが人道上その他の事情により著しく困難であ

る旨の申し立てがあった場合には，統括審査官等に受理の可否を確認する。

(ウ)資格外活動許可申請書

「留学」の在留資格をもって在留する者からの在留期間内におけるアルバイトに

ついて包括的許可を求める申請については，申請書の15欄の (2) r雇用契約期間j

及び(4) r月額報酬J並びに16r勤務先」欄の記載は要しない。

(エ)就労資格証明書交付申請書'

「証明を希望する活動の内容」欄については r特定活動」の在留資格をもって

在留する者に係る申請及び第 3章第 2節第 2に定める申請の場合を除き，記入を省

略させて差し支えない。

(オ)永住許可申請書

15 -r永住許可を申請する理由」欄の記載により当該理由が明らかとなるものにつ

いては，第12編第27節第 2の6 (注)に該当するものとして取り扱うこととし，陳

述書の提出は要しない。

(2) 立証資料

ア 立証資料の提出

申請の受理に当たっては，申請種類別に次に掲げる資料及び施行規則別表第3又は

第3の2に定める立証資料(第 12編「在留資格J参照)の提出を求める。

(ア)扶養者と被扶養者が同時に申請する場合又は在留形態及び在留目的が同一である

複数の者が同時に申請する場合において，立証資料の内容が共通するものであると

円。
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認められるときは，申請人の氏名を連記した資料各一部を提出することを認めて差

し支えない。

(イ)過去の申請における資料の転用は，第9編第2章第2節第2の2 (1)のイの規

定に準じる。

(ウ)提出資料が外国語で作成されている場合の取扱いは，第9編第2章第2節第2の

2 (1)のウの規定に準じる。

(エ)立証資料は，可能な範囲で日本工業規格A列4番による原本又は写しの提出を求める。

(オ)各国の法制度が異なり提出できない立証資料がある場合において，資料を提出で

きない理由に合理性が認められ，かっ，それに代わる適当な資料の提出があるとき

は，当該資料をもって代えることができる。

(カ) ["証する文書」と「明らかにする資料」の違い

「証する文書」とは，それが第三者的立場で作成されるなど社会通念に照らして

客観性を有することが認められると判断できる文書をいい，必ずしも政府関係機関

等の公的機関からの証明に限られるものではない。一方["明らかにする資料」は，

申請人等が自身で作成した資料や既存の資料でも足りる場合があるという点で「証

する文書」とは異なる。

イ 申請別留意事項

(ア)資格外活動許可の申請

① 雇用契約書等申請に係る活動の内容を明らかにする資料の提出を求める。

② 「留学Jの在留資格をもって在留する者に対して包括的に許可する場合，申請

書の記載により行おうとする活動が明白であり，かっ，問題ないと認められると

き又は既に得ていた許可内容と同一の活動を継続するときにあっては，行おうと

する活動の内容を明らかにする資料の提出を免除することができる。

(イ)就労資格証明書交付申請

写真 (3X2. 5センチメートノレ) 1葉

なお，就労資格又は就労が認められている特定活動の在留資格をもって在留する

外国人が，勤務先を変えた場合等で，その具体的活動が当該就労資格に対応する活

動に含まれるか否かについて証明を求めて申請があった場合には，在留資格の変更

許可申請に準じて立証資料の提出を求める。

(ウ)在留資格の変更許可申請

新たに雇用しようとする機関又は契約を締結しようとする機関が，国若しくは地

方公共団体又は一般に広く知られている企業，学校等である場合は，当該企業等の

- 14 -
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概要等を明らかにする資料の提出を免除する。

(エ)在留期間の更新許可申請

勤務先，勉学先等に変更がない申請については，在職証明書，在学証明書等在留

実態の継続を証明する文書及び収入を証明する文書以外の資料の提出を免除する。

(オ)在留資格の取得許可申請

在留資格の取得許可申請を行うこととなった事由に応じ，それぞれに定める資料

等の提出を求める。

a 日本国籍離脱を理由とする場合は， 日本国籍離脱の記載のある戸籍謄(抄)本

b 出生を理由とする場合は，出生事実を立証する資料及び質問書(別記第 3号様

式)

C 日米地位協定該当者からの軍籍離脱を理由とする場合は仮離脱証明書J

(カ)永住許可申請

第 12編「在留資格」第 2章第 27節第 1の2に係る申請案件については，身元

保証書の提出を免除する。

(キ)再入国の許可申請

次に該当する場合は，それぞれに定める書類の提出を求める。

a 旅券を所持できない者

(a)写真 (4. 5x3. 5センチメートノレ) 2葉(官用欄及び査証欄に余白のあ

る使用可能な再入国許可書を所持している場合を除く o ) 

(b)旅券を取得することができない理由を記載した書類(無国籍者の場合を除

く。)。ただし，申請書の記載欄に旅券を取得することができない理由の記載

がある場合は，別途理由書を提出させる必要はない。

b 研修J又は「技能実習」の在留資格をもって在留する者

研修等の受入機関からの休暇又は出国について承認している旨の文書(受入機

関の申請取次により申請を行う場合を除く。)

ウ カテゴリーの判断

一部の在留資格については，所属機関等によりカテゴリー別に異なっていることか

ら，そのカテゴリーの判断については，次のとおりとする。

(ア)カテゴリ一分けを証する文書については，所属機関等がいずれのカテゴリーに

属するかを確認するため，その写しの提出を求める。ただし，所属機関等が公益

法人，国，地方公共団体等でカテゴリーが明らかである場合は，その写しの提出

を求めることを要しない。

R
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(イ)カテゴリーの立証資料は入管WAN参照のこと。

エ 立証資料の追完

施行規則に定める立証資料を具備していない申請であっても，早期に追完が可能と

判断される場合は，速やかに追完すべき旨指示した上で受理することができる。

(ア)追完資料の提出を求める場合は，資料提出通知書(別記第4号様式)により提出

期限を定めて提出を求め，同通知書の写しを当該案件に係る記録に編てっする。

(イ)資料の追完を求める場合は，審査上必要な範囲に限定する。

(注)在留資格別提出資料の留意点については，第 9編「入国事前審査」第2章第2

節第2の末尾の(注) r提出資料の留意点」を参照のこと。

(ウ)追完資料の提出を求める場合は，申請人の在留期限(特例期間による場合を含

む。)に留意し，申請受理後速やかに行うとともに，定期的に提出の有無を確認す、

る。

なお，提出期限は，原則通知書の発送の日から 7日から 10日以内とする。ただ

し，外国から資料を取り寄せる必要がある場合にはこの限りではない。

また，提出期限を超えても提出がない場合は，在留期限に留意し，再度の提出を

求め，これによっても提出がないときは，現に有する資料をもって許否の判断をす

る。

第9 受理に伴う措置

1 申請書記載内容の点検

申請書の記載内容を点検し，不備がある場合には，申請人に補正させる。

2 FEISへの入力

(1)申請を受理したときは，申請種別，申請受理番号，受理年月日等必要事項を電算入力

するとともに，受理日ごとに進行管理簿(速報版)を出力する。

・旅券を所持しない者からの再入国の許可の申請については，旅券を所持している者

からの申請とは別に受理台帳を作成する。

(2) 申請受理番号は，申請種類別に申請を受理した順に暦年別一連番号とする。なお，申

請受理番号は，地方局等又は出張所の記号，申請種別記号及び番号の順に付され，各記

号は次のとおり。

① 地方局等又は出張所の記号

地方局等にあっては地方局文書取扱細則に定める文書記号の第 2字目(審査部門が

複数に分かれている地方局等にあっては第2宇目及び第 3宇目)の文字を，出張所に

あっては同細則に定める文書番号の第 2宇目及び第 3宇目の文字となる。

-16 -
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② 申請種別記号

資格外活動許可申請

在留資格変更許可申請

永住許可申請

IOJ ，就労資格証明書交付申請 IWJ 

I CJ ，在留期間更新許可申請 IEJ 

I P J ，在留資格取得許可申請 I AJ 

再入国許可申請 IRJ ，数次有効許可の申請 IRMJ 

数次有効許可の場合で，旅券を所持しない者からの申請 IRBMJ 

記入例:東京入国管理局就労審査部門における在留期間更新許可申請

東労E-203

東京入国管理局横浜支局就労・永住審査部門にお吋る在留資格変更許可申請

横労C--'-123

東京入国管理局横浜支局川崎出張所における永住許可申請

横川 P-23

高松入国管理局審査部門における数次再入国許可申請

高RM-1203

3 申請受理印の押印又は申請受理票の交付

在留資格変更許可申請，在留期間更新許可申請，永住許可申請及び在留資格取得許可申

請を受理したときは，その事実を申請人に対して明らかにするため，次のいずれかの方法

による措置をとることとする。

〆(1)申請人等の提示に係る旅券又は在留資格証明書上に申請受理印(別記第6号様

式)を押印し，所定の事項を記入する。なお，申請受理印は，現に有する上陸許可証印，

更新許可証印等に近接した箇所へ押印する。

(2) 申請受理票(別記第7号様式)に所定事項を記入するとともに，処分庁名印又は

入国審査官認証印を押印し，申請人に交付する。

(3) 当該申請に係る申請書(様式その 1)の写しに申請受理印を押印t-，所定の事項

を記入し，申請人に交付する。

なお，旅券又は在留資格証明書を提示した申請人については，原則として，上記(1)

による受理の措置をとることとするが，同一の受入れ機関に所属する外国人に係る同時申

請に際し，大量の件数を一括受理する場合等においては，適宜 (2)又は (3)の方法に

より申請受理して差し支えない。

4 特例期間に関する案内書の交付

上記 3の申請受理票の交付の際に，案内書(参考書式4参照)を交付し，特例期間につ

いて申請人等に対して周知を図ることとする。
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5 申請書官用欄への記載

( 1 )申請書官用欄へのコード記入は，処理要領集に定めるところにより正確に行う。

( 2 )入国後初回の在留期間の更新許可申請又は在留資格の変更許可申請を受理する場合は，

査証の区分，種類，・入国目的，予定滞在期間，クリアランス番号等を記載する。なお，

査証免除に基づく入国者にあってはその旨を，上陸特別許可又は在留特別許可を受けて

いる者にあっては当該許可に係る許可証印を行った地方局等又は出張所の名称及び裁決

番号等をそれぞれ適宜記入する。

(3) 2回目以降の在留期間の更新許可申請等の場合は，前回の在留期間の更新又は在留資

格の変更等の許可の日付け及び番号を記入する。

(4)上記(1)から (3)以外の事項は，申請書その 1ないしその 3の官用欄に記入しない。

第3節審査

第 1 審査の方式

1 基礎調査

( 1 ) 

( 2 )次に掲げる資料を抽出する。

なお，資料が他の地方局等又は出張所において保管されている場合は，当該地方局等

又は出張所の長に対して送付を依頼する(記録が電算入力されている場合は，当該電算

入力情報での審査が困難なときに限る。)。ただし，立証資料等により在留資格該当性

及び基準適合性が明白であり，かつ，在留状況に問題がないと認められる場合は，これ

ら資料の到着を待たずに処分を行うことができる。

ァ-入国事前審査を経た者

当該事前審査の記録

イ 上陸特別許可を受けた者

上陸口頭審理記録書(写し)

ウ 在留特別許可を受けた者

事件概要書(写し)

エ 一時庇護のための上陸の許可を受けて上陸している者で在留資格の取得許可申請

を行二っているもの

事案概要書(写し)

-18 -



第 3分冊第 10編

オ 在留資格の変更又は在留期間の更新の許可を受けて引き続き在留中の者

申請人の個人記録

2 受理案件の振り分け

第 8編「審査体制」第 1章第 3節第 1参照、

3 資料の追加提出を要する案件の措置

( 1 )提出された立証資料だけで、は在留資格該当性又は上陸許可基準適合a性の判断を行うこ

とが困難である場合は，速やかに申請人又は申請取次者に対し文書により提出期限を定

めて資料の追加提出を求める。この場合の手続はj 第 2節第8の 2 (2) のエに準じる。

(2 )提出期限までに資料の提出がない場合は，現に提出されている資料に基づき審査する。

4 実態調査

立証資料，基礎調査等の審査により実態を調査する必要があると，思料する案件について

は，実態調査を行う(第 11編「実態調査J参照)。

(注)特例期間内の処理のために実態調査の要否の判断及び実施する場合はその時期に

ついて，申請受理後早期に行うこととする。

第2 意見書の作成

1 作成

所要の審査を終えたときは，意見書(別記第 8号様式)

〆

2 記載事項

②・園田
③ 

④ 

⑤

⑥

⑦
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3 記載上の留意事項

意見書作成に当たっては，次の事項に留意する。

(1)意見書の記載は，事案の概要を的確に把握できるよう要点を網羅し，かつ，簡潔に行う。

( 2)意見書は，各人につき 1通作成する。ただし，申請内容を同ーとする複数の申請(家

族を含む。)については，申請人名を連記した意見書 1通をもって複数作成に代えるこ

とができる。

( 3 )不許可案件にあっては，要件のいずれに適合しないかを明記する。

(4) その他

ア 記載欄下部に作成日を記入し，審査を担当した者が押印する。

イ 使用する年号は，西暦とする。

第3 申請案件の移管

1 申請受理後に申請人が他の地方局等又は出張所の管轄又は分担する地域に転出した場合

等申請を受理した地方局等又は出張所において審査を継続することが適当でないと認めら

れる場合には，申請人の転出先を管轄又は分担する地方局等又は出張所に当該案件を移管

する。この場合には，移管年月日を電算入力し，移管先を進行管理簿(速報版)に記載す

る。

2 申請案件の移管を受けた地方局等又は出張所は，第 2節第 8の2に準じ，新たな申請受

理番号をもって所定の事項を電算入力するほか，移管を受けた年月日及び移管元の地方局

等又は出張所の名称を進行管理簿(速報版)の備考欄に記載する。

3 移管を受けた地方局等又は出張所においては，自庁において申請を受理した場合と同様

に措置する。

第4 人身取引等被害者への対応

1 被害者である可能性がある者を認知したときの措置

2 事情聴取等における留意点

( 1 )人身取引等の被害者又はその可能性がある者(以下「被害者等Jという。)から事情
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聴取する場合は，被害者等の心身の状況やプライパシーに十分配慮した時間及び場所で

行うとともに，被害者等が女性であるときはできる限り女性の担当官が対応することと

し，できる限り被害者等の母国語の通訳を介して意思の疎通を図り，柔和な態度で不安

感を払拭するよう留意しながら事案の真相究明に努めなければならない。なお，当然の

ことながら，被害者等が供述を拒んだときは，これを強要しない。

3 被害者に対する措置

(1)被害者から在留資格の変更又は在留期間の更新の申請があったときは，通常の審査を

行い，変更又は更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときは，これを許可する。

( 2)上記(1 )により許可することが適当でないと認められる場合であっても，被害者が

以下のアからウまでのいずれかに該当することが明らかなときは，変更又は更新を許可

する。

ア 我が国への在留を希望し，かつ，帰国した場合に生命・身体等に危険がある場合又

はブローカ一等から受けた暴行等により治療を必要とする場合

イ 加害者の訴追のために証人等として刑事手続に協力することが想定される場合

ウ 在留期間の残余の期聞が短く出固までの聞に在留資格の変更等が必要な場合

( 3 )上記 (2) により在留資格の変更等を許可する場合の在留資格・在留期間は，次のと

おりとする。

ア 上記 (2) のア又はイに該当する場合

「特定活動 (6月)J (場合によっては「特定活動 (3月)J ) 

(注)刑事手続には相当の時間を要すること，当該外国人が加害者に対して損害賠

償請求訴訟を提起することもあり得ることを考慮する。

イ 上記 (2) のウに該当する場合

「特定活動(1月)J (場合によっては「特定活動 (3月)J ) 

(4 )上記(3) により「特定活動」の在留資格を許可する場合の指定する活動は，次のと

おりとする。

¥ 

'
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「人身取引等(出入国管理及び難民認定法第2条第7号に規定するものをいう。)さ

れた者として，被害の回復をするための活動(収入を伴う事業を運営する活動又は報

酬を受ける活動を除く。) J 

4 在留資格の取消手続における措置

在留資格の取消手続の対象となっている外国人が被害者であるときは，当該取消手続を

終止し，在留資格の変更の許可について上記3により措置する。

5 報告票の作成・送付

(1)入国審査官は，被害者に対して上記 3 (1)又は (2) により在留資格の変更等の許 f

可をしたとき並びに圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃・別記第2号様

式「人身取引事案報告票(在留審査用)Jを作成し，供述調書等関係資料の写しを添付

して，所属する部門等の人身取引対策員である首席審査官又は出張所長に提出する。

( 2 )首席審査官又は出張所長は，上記(1)により提出された報告票等については，人身

取引事案に係る措置要領の規定に従い，適切に措置する。

第4節処 分

第 1 許可・交付

1 出頭通知

(1) -地方局等又は出張所の長は，許可の決定をしたとき又は請訓若しくは進達の結果許可

すべき旨の通知を受けたときは，速やかに申請人(代理申請を行った者及び取次申請を

行った者を含む)に対し通知書(別記第9号様式)を郵送し，又は電話をもって出頭す

るよう通知する。電話をもって出頭するよう通知した場合には，電話記録書を作成する。

(2)通知書に記載する出頭期限は，特例期間の範囲内で出頭に必要な期間を考慮して決定

する。

なお，特例期間中の者に対する通知は，遅くとも特例期間の満了する 20目前までに

行い， 1 0目前までに出頭しないときは改めて通知 (2回目)する。

(注)特例期間の末日が休日に当たる場合の取扱いについては，休日法の対象となら

ないことから，特例期間の末日が休日に当たる場合には，その処分に当たって留

意する必要がある。

司
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(3 )出頭の通知を行ったときは，通知を行った年月日及び出頭期限を電算入力する。

(4 )特例期間内に申請人が出頭しない場合には，特例期間が経過した後速やかに警備部門

へ通報する

( 5 )許可処分を行った場合で、あっても，申請時から許可時までに事情変更(例えば，申請

時に勤めていた正する会社を許可時に退職していた等)があったにもかかわらず，それ

を故意に秘匿し許可を受けたことが判明した者については，入管法 22条の 4に規定す

る定める取消し対象者となることから，所要の手続を執ることとする。

2 許可の方式等

( 1 )通知書を受領した申請人(代理申請を行った者及び取次申請を行った者を含む。)又

は申請本人の配偶者，子，兄弟姉妹，申請本人の所属する企業等若しくは学校の職員が

出頭したときは，旅券若しくは在留資格証明書にシール化された証印を貼付し，若しく

は証印を押印し，又は許可書若しくは証明書を交付する。

( 2)代理人又は申請取次者が出頭した場合にあっては，過誤証印の防止のため，旅券上の

証印等により当該申請人が本邦に在留中であることを必ず確認する。

(3 )旅券又は在留資格証明書のいずれも所持しない申請人については，資格外活動の許可

及び再入国の許可を行う場合を除き，新たに在留資格証明書を作成した上，これに証印

する。

(4) FEIS機器の故障等により証印シーノレを打ち出すことができないときは，スタンプ

式証印を押印する。

3 証印の代行

(1)地方局等又は出張所の長は 他の地方局等又は出張所の長の依頼に基づき，許可の手

続を代行することができる。この場合，許可番号は申請を受理した地方局等又は出張所

の番号を使用し，許可証印の欄外に roO入国管理局(支局又は出張所)代行」と付記

し， rOOJに証印を代行した地方局等又は出張所の名称を付記する。

(2 )一証印を代行する場合においては，スタンプ式証印により押印し，証印代行を依頼した

地方局等又は出張所に対し，処分当日にファクシミリ等の適宜の方法により証印の代行

処分を実施したことについて連絡する。

( 3) 上記 (2) の連絡を受けた地方局等又は出張所{証印代行依頼元)においては，当該

処分事実を電算入力する。

q
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4 併記旅券に併記されている者の取扱い

各申請人ごとに証印シールをもって証印し，それぞれの証印欄外に次のとおり許可を受

けた者の氏名を明示するものとする。

(例)① Goodfor Mr. (Mrs.， Miss， Ms.) 000 only. 

② 000に対し有効

5 外国人登録に関する指導

在留資格の変更，在留期間の更新，永住許可又は在留資格の取得に係る手続を¥行ったと

きは，速やかに外国人登録法に定める手続を所定の期間内に行うよう申請人に対し指導す

る。

6 

(1) 

第2 不許可・不交付

1 処分通知

(1)地方局等又は出張所の長は，不許可又は不交付の決定を行ったとき又は進達の結果不

許可又は不交付とすべき旨の通知を受けたときは，速やかに不許可通知書(別記第 11 

号様式)又は就労資格証明書不交付通知書(別記第 12号様式)を作成した上，申請人

(代理申請を行った者及び取次申請を行った者を含む。)の出頭を求めて交付し，又は
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郵送する。ただし，不許可又は不交付の通知を早急に行う必要があるときは，口頭又は

電話で申請人に対し通知する。電話をもって出頭するよう通知した場合には，電話記録

書を作成する。

(注)

(2 )不許可の通知を行ったときは，不許可事実及び不許可通知年月日(郵送によるときは

発送年月日)を電算入力する。

(3)就労資格証明書の不交付の通知を行ったときは，不交付事実及び不交付通知年月日

(郵送によるときは発送年月日)を進行管理簿(速報版)に記載する。

(4) 申請人の出頭を求めて不許可通知を行った場合又は不許可通知を行った後に申請人が

出頭した場合は，資格外活動の許可申請及び就労資格証明書交付申請を除き，旅券上の

申請受理印の近くに「不許可」と表示する。

( 5 )原則，難民認定申請中の者のうち，いわゆる一次審査中の者については，不認定の場

合には，処分の告知日後 8日を経過して異議申立てを行わないことが明らかになった後

に，異議申立て中の者については，決定の告知がなされた後に，在留資格変更又は在留

期間更新の不許可通知を行う。

2 特例期間内に処分通知を行う場合の取扱い

在留資格の変更，在留期間の更新又は在留資格の取得の申請(以下「在留審査関係申

請」という。)を受理し，特例期間内(在留資格取得許可申請においては，入管法第 22

条の 2の第 1項に規定する期間の満了日から 2か月内)に不許可処分通知を行う場合は以

下のとおりとする。

( 1 )通知書の手交

申請人の出頭を求めて「通知書J (別記第 21号様式)を手交し，原申請内容では許

可できない旨を告知する。

(2) 申請内容変更措置

ア 上記(1)の告知に際し，申請人に対し，原申請の内容を出国準備を目的とする在留

資格の変更の申請に変更する意思の有無について確認し，申請人から原申請の申請内容

を出国準備を目的とする在留資格の変更の申請に変更する旨の意思表示が行われた場合

は r申請内容変更申出書J (施行規則別記第30号の 3様式)を提出させ(注1)，出

国準備期間として在留資格「特定活動J (注 2)への在留資格変更を許可する。

ro 
n
L
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なお，本取扱いは，原申請の申請内容を「特定活動(出国準備期間)Jへの在留資格

変更許可申請に変更するものであることから，現在留資格が「特定活動(出国準備期

間)Jである者は対象としない。

したがって，現在留資格が「特定活動(出国準備期間)Jである者から，在留資格変

更許可申請がなされた場合は，可能な限り在留期間内に処分することとするが，特例期

間内に処分する場合で，当該処分が「不許可」である場合は，原則として特定活動

(出国準備期間)Jでの更新は認めず，不許可通知書を交付し警備部門に通報すること

とする。

(注 1) r申請内容変更申出書」をもって新たな在留資格の変更申請受理番号を入力す

るが，受理年月日は原申請の受理年月日とする。

(注 2)指定する活動は，

「本邦から出国するための準備のための活動及び日常的な活動(収入を伴う事業

を運営する活動文は報酬を受ける活動を除く。)J 

イ 就職活動のための特定活動の許可

留学生が大学又は専修学校を卒業する前に就職先が決定したとして就労を目的とする

在留資格変更許可申請を行い又は就職先が内定した者の採用までの聞の在留を目的とす

る「特定活動」への在留資格変更許可申請を行い，卒業後に当該申請が許可されないこ

ととなった場合については，出国準備を目的とする「特定活動」の在留資格を直ちに変

更させるのでなく，卒業後 1年未満で、あって，申請人がその後も継続して就職活動を希

望する場合は，申請人から申請内容変更申出書を提出させ，継続就職活動を行う期間と

して在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請に係る審査を行う(参照:第 12 

編第2章第 21節第 6)。

'(3)不許可処分

上記にかかわらず申請内容変更申出書」を提出しない者については，不許可処分

を行うこととし，不許可通知書を交付して，不許可とする旨を告知し，警備部門に通報

する。

この場合，不許可通知書の日付け欄下に，告知を行った時間を記入することとする。

なお，特例期間は不許可告知の時点(不許可通知書の日付け欄下に記入した時間}をも

って満了することになる。

(4 )申請人が刑事手続中あるいは刑が確定し在監中の場合の取扱い

ア 可能な限り在留期間内に処理することとするが，やむを得ず特例期間内に処理を行

う場合は，申請人に係る刑事裁判の進行状況から，概ね 1か月以内に出国することが
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見込めない時は，当初の申請に対し不許可の処分をし，不許可通知を行う。この場合，

当該外国人に係る身分事項等を警備部門に通報する。

また3 刑が確定し在監中で，概ね 1か月以内に出国することが見込めず，かつ，当

該刑が退去強制事由に当たらない場合は，上記と同様に取扱う。

イ 上記アに該当しない場合は，次のいずれかの方法により申請内容変更申出の意思の

有無を確認する。

(ア)通知書(別記第21号様式)及び申請内容変更申出書(施行規則別記第30号の 3様

式)を送付する。

なお，勾留等されている者に対し，通知書を送付する場合は，申請人を勾留等し

ている施設の職員に対し，申請人にへの交付方を依頼することとし，当該申出の提

出期限(特例措置期間の満了する日の概ね2週間前まで)を定めて通知するものと

する。

(イ)申請人の配偶者，子，親等の施行規則に定める代理人の出頭を求める等して申請

人からの申出書の提出を代理して行うかどうか確認する。

(ウ) (イ)によっても申出を行うかどうか確認できないときは，入国審査官が勾留先

等に赴き，申出を行うかどうか確認する。

ウ 上記イの結果，同申出書の提出がないときは，速やかに(特例期間の満了する日の

1週間前まで)当初の申請に対し不許可の処分をし，不許可通知書を送付する。また，

同申出書の提出があったときは，速やかに出国準備のための「特定活動Jの在留資格

をもって許可を行う。

(注)不許可通知書を送付する場合，警備部門へも当該外国人に係る身分事項を通報

する。

エ 出国準備のための「特定活動」の在留資格への変更許可は，必ず刑の言渡前又は言

渡後 1週間を経過する日までに行うものとし，この場合，出国準備期間は上訴期間の

満了の日までとする。

3 不許可・不交付理由の記載

不許可・不交付の処分を行う場合は，下記(注)の「不許可(不交付)理由の記載例」

を参考にして可能な限り具体性をもってその理由を記載するが，第 9編「入国事前審査」

第4章第 1節と同様の事項に留意する。また，通知書(別記第11号様式から11号様式の4

及び別記第21号様式)への不許可の理由及びその根拠となる事実を記載するに当たって

は，それらを申請人に対し明確に通知するため r理由」と「根拠となる事実」の 2つの

項目をそれぞれ別に設け，下記(注)の記載例等にしたがって記載する。

ヴ
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(注) 不許可(不交付}理由の記載例

① 在留資格変更許可申請の場合

(理由 rOOJの在留資格への変更を適当と認めるに足りる相当の

理由があると認められません。

There are not reasonable grωnds to grant a. change 01 status 01 residence 

J Irom "( ) ": 

在留資格認定証明書交付申請に係る理由として列挙されているもの(第9編

「入国事前審査j 第 5章第 2節第 1)のほか，次の例にならって根拠となる事

実を r(根拠となる事実)Jとして別途付記する。なお，在留資格認定証明書

交付申請に係る記載例を用いる場合は本邦に上陸しようとする外国人Jを

「あなたJに書き換える。

a あなたのこれまでの在留状況(出席状況等)から，あなたが申請に係る活動

を行うと認められません。

Judging Irom your activities and situations surrounding your stay in Japan 

(attendance record， etc.)， it is notdeemed that you will eli伊 'ge加 theactivit的 stated

in the application. 

b あなたの在留資格の変更申請は，やむを得ない特別な事情に基づくものと認

められません。

Your applicatio~ lor a change 01 status ofresidence is not based on special 

unavoidable circumstances. 

(注) r短期滞在」の在留資格からの変更の場合。

C 基準省令の rOOJの在留資格に係る基準第O号Oに適合すると認められま

せん。

Your case is not in conlormity with the criterionno.( ) lor the status 01 

residence ( )stipulated in the Ministerial Ordinance toProvide lor Criteria 

Pursuant to Article 7， Paragraph 1 (2) 01 the Immigration Control and Rφ1gee 

Recognition Act. 

(注)該当する基準を列挙し又は同基準の写しを添付する。これらによっても

不明瞭な場合は，在留資格認定証明書交付申請の記載例を参考として，具

体的に理由を記載する。

d あなたの在留状況が好ましいものと認められません。

Your activities or / and situations surrounding your stay in Japan are deemed 

一28-
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unfavorahle 

(注)法令違反等がある場合に限る。

e その他参考記載例

( a ) r技術J r人文知識・国際業務J r企業内転勤J r技能」

(b) r留学」

就職先の職務内容と専修学校における修得内容に関連性

が認められません。

No connection is recognized hetween the proposed work 

at the place of employment and your studies at vocational 

schooL 

(注) • r専門士」の称号を有する者からの申請の場合。

あなたの過去の在学状況が良好と認められません。

Your activities and/or other situations (attendance 

record， etc.) at the educational institution are not deemed 

appropriate. 

並 あなたが資格外活動許可を受けずに報酬を受ける(又

は収入を伴う事業を運営する)活動をしていたことが認

められます。

You have engaged in activities to receive remuneration / 

in the management of husiness. involving income without 

receiving permissionωengage in such activities. 

( c ) r永住J i 出入国管理及び難民認定法第22条第2項第O号に適，

合すると認められません。

Your case is not in conformity with provisions 

of Article 22， paragraph 2 ( ) of the Immigration 

Control and Refugee Recognition Act. 

(注)法第 22条の写しを添付する。

主 あなたのこれまで、の在留実績からみて，永住を許可す

るに足りる相当の理由が認められません。

Judging from the past record of your stay in Japan so 

far， there are not reasonahle grounds for granting 

permission for permanent residence. 

(注)在日年数不足等の場合。

-29 -
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( d) r日本人の配偶者等J r永住者の配偶者等」

あなたは，同居し互いに協力し，扶助を行う配偶者と

しての実態を有していると認められません。

It is not deemed that you will pursue activities as a spouse 

involving cohabitat，必n，cooperation， and mutual support with 

your partner. 

(注)婚姻関係が明らかに破綻している場合等に限る。

( e) r定住者 i あなたが「定住者」の在留資格について法務大臣があ

らかじめ告示で定めた地位を有していると認められず，

また，他に本邦への居住を認めるに足りる特別な理由も

認められません。

You do not have a personal relationship or status 

stipulated加 theQ伊'cialGazette by the Minister of Justice 

加 respectof the status of residence "Long-term Resident". 

Nor there is any other reason for permitting youωreside 

in Japan on the basis of a special personal relationship or 

status. 

証 あなたが日本人の実子を監護・養育していると認めら

れません。

It is not deemed that you have custody of a child of 

Japanese nationality. 

(f) r特定活動」 あなたの難民認定申請(平成O年O月O日付け難民認

定申請受理番号第00号/平成O年O月O日付け異議申

立て申請受理番号第00号))に関し，処分(決定)が

なされており，あなたが申請に係る活動を行うと認めら

れません(申請受理番号は，現在申請中の申請の受理番

号)。

A disposition has been made for your refugee status 

application白'Ppli，伺 tion(objection) number ( ) 

dated イ)， ( ) ) and it is deemed that you 

wi11 not be en，伊巨Dg血曲eacliviti.es s白色din曲eappA伺白血
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② 在留期間更新許可申請の場合

(理由) 在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があると

認められません。 i

T'here are not reasonable grounds ωgrant the extension of period of stay: 

在留資格認定証明書交付申請に係る理由として列挙されているもののほか，

在留資格の変更許可申請に係る理由又は次の例にならって根拠となる事実を

r (根拠となる事実)Jとして別途付記するーなお，在留資格認定証明書交付

申請に係る記載例を用いる場合は r本邦に上陸しようとする外国人」を「あ

なた」に書き換える。

a これまで本邦において， rooJの在留資格に該当する活動を行っていた

と認められません。

You have not engaged in activities appropriate for the status of residence 

( ) so far加 Japan.

b 当初の入国(在留)目的は達成されて(終了して)おり，引き続き在留を

認めるべき事情は認められません。

You have achieved the original objective ofyout entry (stay)， and there is no 

reason for permitting your continued stay. 

C その他記載例

(a) r興行J i あなたが出演先等で専ら接客行為を行っていたことが

認められます。

It is found that you have附加。Iserved for customers at 

thefacil，砂 whereentertainment activities take place. 

垣 あなたが出演先として認められた庖以外の庖に出演L

ていたことが認められます。

It is found that you have peゆrmedat幼efaciUty加

陀早ectof which the original permお'sionwas not given. 

(b) r留学J i あなたの過去の在学状況が良好と認められません。

Your activities or situations surroundI1:修 yourstay are 

not deemed appropriate for a studenι 

垣 あなたが資格外活動許可を受けずに報酬を受ける(又

は収入を伴う事業を運営する)活動を行っていたことが

認められます。

司
自
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You have engaged in activities to receive remuneration / 

in the management of bu抑制 involvingincome without 

receiving permission to engage in such activities. 

( c) ["研修J i 研修計画に沿った適正な研修が実施されていると認め

られません。

lt is found that training has not been conducted 

appropriately的 accordancewith the training program. 

註 研修生の受入れは，主として開発途上国等の人材育成，

技術移転を通じ，これらの国の社会・経済の発展に寄与

することを目的としているところ，更に研修を継続する

ことがかかる研修制度の趣旨に合致すると認められませ

ん。

Considering that the purpose of the training system is to 

contribute 印 thesocial and economic development of 

developing countries through human resource development 

and technology tran宅fer，the C'ontinuation of the 11叫'ningis 

not的 conformitywith this purpose. 

(注) 1年を超えて研修を行うことを目的とする更新許可

申請が行われた場合。

m 過去の在留状況等から，本邦において真に「研修Jの

在留資格に該当する活動を行うものと認められません。

Judging from your activitた'sand situations surrounding 

your stay so far in Japan， it is not deemed that you will 

s的cerelyengage in appropriate activities under the status of 

residence "Trainee ". 

( d) ["特定活動」 これまで本邦において["特定活動」の在留資格に

ついて，法務大臣があらかじめ告示をもって定めた活

動を行っていたと認められません。

lt is found that you have not engaged初 activitiesstipulated 

加 theOfficial Gazette by the Minister of Justice for the st 

atus of residence吻 esignatedActivities" so far in Japan. 

証 あなたの難民認定申請(平成O年O月O日付け難民

円
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認定申請受理番号第00号/平成O年O月O日付け異議

申立て申請受理番号第00号))に関し，処分(決定)

がなされており，あなたが申請に係る活動を行うと認め

られません(申請受理番号は，現在申請中の申請の受理

番号)。

Adお'l]Jositionhas been made for your refugee status 

application白Ipplication(objection) number ( ) 

dated ( )， ( ) ) and it IB deemed that you 

will not be engaging in the activities stated in the 

application. 

③ 再入国許可申請の場合

一難民認定手続に支障があるおそれがあり，再入国許可

を適当と認めるに足りる相当の理向があると認められま

せん。

Granting a Re-entzァPermit加 Japanmay hinder 

the refugee application prl∞'edures， and it is therefore 

deemed that there are insufficient grounds for 

granting for granting a Re-entlァPermit.、

④ 就労資格証明書交付申請の場合

a 在留資格「研究j を有し，輸入業務に従事する場合

あなたが行うことできる活動は(["本邦において行うことができる活動J

を記載)ですが， A製薬会社において従事する輸入業務はこの活動に該当ドし

ません。

b 在留資格「留学」を有している者が，資格外活動の包括的な許可を受けて

いる場合で，風俗営業が営まれている営業所で報酬を受ける活動に従事しよ

うとする場合

あなたが行うことができる活動は， (包括許可の内容を記載)であり， A

庖において接客行為に従事する活動は資格外活動を行うこととして許可され

ている活動に該当しません。

4 警備部門の長等への連絡

首席審査官等は，次の場合に不許可処分連絡書(別記第 14号様式)により警備部門の

長等へ連絡を行う。

q
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(1)在留資格の変更許可，在留期間の更新許可又は在留資格の取得許可申請に対し，特例

期間内又は入管法22条の 2第 1項に規定する在留できる期間経過後に出国準備のための

在留資格「特定活動」への申請内容変更措置を執らずに不許可処分を行ったとき。

( 2 )在留資格の変更又は在留期間の更新の申請に対する処分の決定を行い，出頭通知を行

ったにもかかわらず，申請人が出頭せず特例期間を経過したとき。

なお，特例期聞が経過した後に申請人が出頭した場合又は摘発等により申請人の身柄

を確保した場合は，原申請を受理した地方局等又は出張所の入国審査官又は入国警備官

が不許可告知を行うこととなるが，申請人が他の地方局等又は出張所の管轄又は分担区

域に所在するときは，原申請を受理した地方局又は出張所の依頼により，当該申請人の

所在する地方局等又は出張所の入国審査官又は入国警備官が不許可告知を行う。

(注)夜間・休日で不許可通知書の送付が困難な場合は口頭をもって行うこととする。

その場合後日通知書の送付を受け申請人に交付する。

5 訴訟担当部門との連絡・調整

首席審査官等は，処分を行う場合において，行政訴訟の提起が予想される，過去の処分

に対する行政訴訟が提起されている等必要と認められる案件については，申請人に対する

処分通知に先立ち行政訴訟に関する関係機関との連絡調整を担当する部門と協議する等し

て，連絡・調整を図る。

6 不許可(不交付)処分の通知の代行

地方局等又は出張所の長は，他の地方局等又は出張所の長の依頼に基づき，次により不

許可(不交付)処分の手続を代行することができる。

(1)不許可(不交付)処分を依頼する地方局等又は出張所の長は，依頼先の地方局等又は

出張所の長に不許可通知書(又は就労資格証明書不交付通知書)を送付する。不許可通

知書の通知年月日は空欄とする。

( 2 )依頼を受けた地方局等又は出張所の長は，申請人の出頭を求め，通知年月日を記載し

た上，不許可通知書を交付する。この場合，不許可通知書の欄外に roo入国管理局

(支局又は出張所)代行」と付記し， rooJに処分を代行した地方局等又は出張所の

名称を付記する。

第 3 終止

次のいずれかに該当する事実が判明したときは，直ちに審査を終止し，終止事実，終止

年月日及び事由を電算入力する。なお，就労資格証明書の終止にあっては，進行管理簿

(速報版)の備考欄等に終止年月日及び事由を記載する。

1 申請人が単純出国したとき(特例期間に単純出国した場合を含む)

4
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2 申請人が死亡したとき

3 申請人が申請を取り下げたとき

4 申請人が日本国籍を有することが判明したとき

5 申請人が日米地位協定該当者又は国連軍地位協定該当者であることが判明したとき

6 申請人が再入国許可の有効期間内に再入国しなかったとき(在外公館において再入国許

可の有効期間の延長を受け得る場合があるので，再入国許可の有効期間の経過をもって直

ちに終止とすることのないよう留意する。)。

第4 処分結果の記録

1 許可の記載

許可の手続を行ったときは，資格外活動の許可にあっては，処分内容を電算入力の上申

請書の官用欄に許可内容を記載するとともに，許可年月日及び許可期間を電算入力し，そ

の他の許可にあっては処分内容を電算入力するとともに，申請書その 1の官用欄に許可内

容を記載し，又は証印シーノレを貼付した旅券等の写しを作成し若しくは証印の印影を押印

の上，許可年月日及び許可に係る在留資格，在留期間(再入国の許可の場合にあっては，

数次と一回限りの別)印を押印する。また，在留資格証明書又は再入国許可書を交付した

ときは r証明書交付」又は「許可書交付」を電算入力する。

2 交付の記載

就労資格証明書の交付の手続を行ったときは，作成年月日及び就労期限を電算入力する。

第5 電算入力のための処分記録の送付

1 出張所の長は，資格外活動の許可，在留資格の変更許可，在留期間の更新許可，永住許

可，在留資格の取得許可又は再入国の許可の申請を受理したときは，当該申請書の写しを，

また，許可の処分，不許可通知又は終止の処分を行ったときは，その処分記録を所属する

地方局等に送付する。

2 処分記録の送付は，処分記録送付書(別記第 15号様式)に申請書の写し(官用欄のコ

ード記入を終えたもの)を添付して行う。

3 1に基づく処分記録の送付は，速やかに，申請書を資格外活動の許可，在留資格の変更

等処分の種類別に区分し送付する。なお，証印代行案件及び不許可(不交付〕通知の代行

案件の処分記録の送付は，代行を依頼した出張所の長が行う。

4 出張所の長は，処分記録送付済みの案件について記入した事項に誤りがあったことが判

明したときは，速やかにその旨を所属する地方局等に報告する。報告を受けた地方局等の

長は，当該記録が既に電算記録に入力されている場合には，処理要領集に定める「記録変

更(訂正)依頼書」をもって本省(出入国情報管理室)に訂正依頼する。

ro 
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第5節手数料

第 1 手数料の徴収

1 就労資格証明書の交付，在留資格の変更，在留期間の更新，永住(法第 22条の規定に

よるものに限る。)又は再入国の許可の手続を行うときは，あらかじめ申請人から，出入

国管理及び難民認定法関係手数料令(昭和56年政令第309号)に定める納付すべき手数料の

額に相当する収入印紙を貼付した手数料納付書(施行規則第84号様式)を提出させる。

就労資格証明書の交付 1件につき 680円

在留資格の変更の許可 JJ 4， 000円

在留期間の更新の許可 JJ 4， 000円

永住許可 JJ 8， 000円

再入国(数次再入国を除く。)の許可 JJ 3， 000円

数次再入国の許可 JJ 6，000円

(注)① 「外交」若しくは「公用Jへの在留資格の変更又は「外交」若しくは「公用J

の在留資格をもって在留する者に対する再入国の許可については，手数料を徴収

しない。

② 「外交」又は「公用」の在留資格から他の在留資格への変更を許可する場合は，

手数料を徴収する。

2 地方局等又は出張所の長は，申請人が手数料を納付しないときは，当該申請人に係る交

付又は許可の決定を取り消し，改めて不交付又は不許可の決定をする。ただし，短期間内

に手数料の納付が可能と認められるときは，若干の猶予期間を定め，その期限までは当該

許可の決定を取り消さないことができる。

第2 手数料納付書の確認等

1 手数料納付書が提出されたときは，貼付された収入印紙の金額が正しいことを確認した

後，打抜機で収入印紙に rpAIDJ又は rVOIDJの打抜きを行う。

2 首席審査官等は 1の打抜きをした手数料納付書を当該首席審査官等の所属する地方局

等の会計課長(会計課の置かれていない地方局等にあっては総務課長)に回付する。

第3 手数料の返還

地方局の長は，処分の取消し又は無効措置をする(法令の明文の規定による取消し処分

を除く。)ときには，手数料の納付を伴う処分については全件，手数料の納付を伴わない

処分であっても申請人の明らかな偽りその他不正な手段により行われたものを除き，事前

po 
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に，各地方入国管理局の会計担当課と協議の上，本省入国在留課あて上申する。

(注)処分取消しに伴う手数料還付

処分取消しにより当該処分に係る手数料を返還する義務が生じるか否かについては，

行政法上定まったものはなく，処分を行った行政庁の判断に委ねられているものと考

えられ，原則として返還しない。ただし，相手側が返還を申し出る場合にあっては，

その理由を踏まえて返還するか否かを決定する。

なお，当局の責に帰すべき事由に基づき取消しを行うもので，手数料の返還を申し

出る場合で、あっても，許可処分によって本邦における在留の事実が生じたとき，又は

取消しにより退去強制手続が開始されるときは手数料を返還しないこととする。

第6節在留資格証明書

第 1 在留資格証明書

在留資格証明書(施行規則別記第 32号様式)は，旅券を所持しない者に対して在留資

格の変更許可，在留期間の更新許可若しくは在留資格の取得許可又は永住許可を行う場合

に，その許可の存在を明示するために作成し，交付するものである。したがって，旅券の

取得が可能である者にあっては，その取得・提示を求める。

第2 在留資格証明書の記載

1 氏名

氏名は，姓(ファミリーネーム又はラストネーム)，名(ファーストネーム)の順に，

韓国・朝鮮人及び中国人については漢字(登録証明書上に名が片仮名で表記されている場

合はそれによる。)，その他の者についてはアルファベットで記載する。ミドルネームを

有する者については，名の次に記載する(イニシヤノレで可)。

2 国籍

(1)登録証明書の交付を受けているときは，同証明書に記載されている国籍を記載する。

なお，登録証明書上の国籍欄に出身地域名が記載されている場合で、あっても，いずれか

の国籍を有していることが判明している場合は同国籍を記載する。

(2)本邦で出生した者で、あって，登録証明書の交付を受けておらず，かつ，外国政府機関

が発行する国籍を証する文書の提示もない場合における国籍は，次による。

ア 父の登録証明書に記載されている国籍とする。ただし，父の知れないときは，母の

登録証明書に記載されている国籍とする。

円
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イ 子が父及び母の双方の本国の国籍を取得できることが明らかに認められる場合で当

事者が母の国籍を希望するときは，母の国籍を記載するこJ とができる。

ウ 父及び母の本国の国籍並びにその国籍法の条項からみて子が無国籍となることが明

らかに認められる場合には r無国籍」と記載する。

( 3 )日本国籍離脱者等の国籍については，次のとおりとする。

ア 外国において出生したことにより外国の国籍を取得した者

当該出生地国の国籍

イ 父母の一方が外国の国籍を有することにより外国の国籍を取得した者

当該外国の国籍

ウ 認知されたことにより外国の国籍を取得した者

父の国籍

エ 婚姻，養子縁組等の身分行為により外国の国籍を取得した者

当該身分行為の結果取得した国籍

3 処分の内容の記載

在留資格証明書にシール化された証印を貼付し，又は証印を押印するとともに，証印の

所定欄に必要事項を記載することによって行う。

第3 在留資格証明書の回収

既に交付した在留資格証明書に新たな在留資格又は在留期間を記載する場合等において，

当該在留資格証明書に余白がなく新たな証印を行うことができないときは，従前に交付し

た在留資格証明書を回収した上，新たな在留資格証明書を作成し，交付する。

[第4 再交付

在留資格証明書の交付を受けた者から，外国人登録法の規定に基づく新規登録又は当該

許可に係る変更登録の申請を行う前に在留資格証明書を紛失したこと等を理由として，書

面(様式は任意)をもって再交付の願出があったときは，再交付する。この場合には再交

付する在留資格証明書に再交付の旨を記載する。

第7節個人記録

第 1 保管する資料

個人記録として保管する資料は，申請書，在留審査関係諸申請の審査の過程において作

成又は受理した書類，入国事前審査の記録，事件概要書等次回以降の審査に参考になるも
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のとする。

第2 記録の取扱い

1 作成

第 3分冊第 10編

申請書等保管する資料については，光デ、イスクに入力することにより個人記録を作成す

る。出張所で処分した案件については，管轄の地方局又は支局へ申請書等の資料を送付し，

光ディスクへ入力する。

なお，再入国許可申請書等及び就労資格証明書交付申請書(転職による就労資格証明書

交付の場合を除く。)等，また，空海港業務のみを行っている支局若しくは出張所で処分

した記録については，光ディスクへ入力することなく処分庁において保管し，地方局等の

文書保存細則に関する規定に従い，適宜，廃棄して差し支えない。

2 保管・廃棄

(1)光ディスクへの入力記録(光ディスク上ト入力されている電子情報)は，別途指示す

るまでの間保管する。

(2)光ディスクへの入力を終えた申請書等の原本については，廃棄する。ただし，首席審

査官等において保管することが適当と判断する案件については，次の(3) に従い 1

年間保管するものとし，その後は，引き続き，保管することが適当と判断するもの以外

は，適宜，廃棄する。

また，光ディスク導入以前の申請書等の原本で，光ディスクへの入力がなされていな

いものについては，首席審査官等において，引き続き，個人記録として保管することが

適当と判断するもの以外は，地方局等の文書保存細則に関する規定に従い，適宜，廃棄

して差し支えない。

( 3 )申請書等の原本を保管する場合には，必要に応じて次のとおり個人記録を作成するな

どし，書類の紛失に十分留意の上保管する。

ア資料の編てつ及び表示等

個人記録として収録する資料は，個人ごとにホルダーを用いて編てっする。

(注)

イ 個人記録の分類及び整理

個人記録は，ホルダーに貼付したラベルの色別に大分類し，各分類ごとに生年月日
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順等により抽出しやすいように整理する。

ウ 個人記録の貸出し及び保管

個人記録を他部門において使用する場合は，個人記録貸出簿，個人記録貸出カード

等を備え，その所在を明らかにする。

第8節稼働先等の記録

第 1 保管する資料

1 外国人職員に係る記録

在留資格，在留期間，職種，地位等が記載されているものo

2 登記事項証明書，決算書等稼働先企業等の業務内容及び実態を明らかにする資料

(1)これら資料は，写しをもって保管することができる。

(2 )稼働先等の記録として収録する資料は，地方局等又は出張所で適宜個々の企業等機関

別にホルダーを用いて編てっし，業種別に従い分類・保管する。

第 2 作成・保管

申請人の稼働先等の情報については， F E 1 S関係機関情報に入力することにより作成

し保管する。

第 3 分類

在留期間の更新許可又は在留資格の変更許可申請に対して許可の処分を行ったときは，

次に分類するとともに，個々の企業等機関別に整理の上，保管する。この場合には，個人

記録には稼働先別記録に収録しない資料を収録する。

1 商用・就職先

2 留学先

3 研修及び技能実習受入れ・実施機関

4 芸能人招へい者

5 芸能人出演先

第4 追加・訂正

第 1の資料については，次により企業等の外国人雇用等の現状を反映するものにしてお

く。

1 各種申請の際に提出された新たな資料と差し替える。

2 旧資料への追加・訂正を行う。
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第2章資格外活動の許可

第 1節対 、象

第 1 対象となる活動

現に有している在留資格に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(施行規則

第四条の 2に定める活動を除く。)を受ける活動を本来の在留活動を阻害しない範囲内で

行おうとするもの。

第2 対象となる者

活動資格をもって在留する者。ただし，難民認定申請中の「特定活動Jの在留資格で在

留する者を除く。

第 2節 審 査

第 1 一般原則

次に掲げる要件のいずれにも適合すると認められる活動に従事する場合に許可する。

1 申請人が申請に係る活動に従事することにより現に有する在留資格に係る活動の遂行が

妨げられるものでないこと。ただし，単に活動の時間数及び収入・報酬額の多寡によるも

のではない。

2 現に有する在留資格に係る活動を維持していること。

3 申請に係る活動が特別な技術，技能又は知識を要しないいわゆる単純労働ではないこと。

4 申請に係る活動が次のいずれの活動にも当たらないこと。

(1)法令で禁止されている活動

(2)公序良俗に反するおそれのある活動

( 3 )風俗営業若しくは庖舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行う活動又は

無庖舗型性風俗特殊営業，映像送信型性風俗特殊営業 庖舗型電話異性紹介営業若しく

は無庖舗型電話異性紹介営業に従事して行う活動

5 在留状況等に問題がない等許可することが適当であること。

(注)

① 

② 
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③ 

④ 

-圃
第2 特則

次に該当する者の申請については，それぞれに定めるところによる。

1 短期滞在」の在留資格をもって在留する者

特別な事情が存するため，短期滞在の在留資格を付与されて在留を認められている者で，

第 1に掲げる各要件のいずれにも適合し，かっ，特に許可するのが相当である場合は，許可

する。

(注)

② 

2 留学」の在留資格をもって在留する者

資格外活動の目的，内容等に応じ，下記(1)又は(2 )のとおりとする。ただし，准

看護師養成学校及び看護師養成学校に在籍する学生のアルバイトについては，第 12編第

2章第 21節第4の3に留意すること(参考:第 12編第 2章第 21節第 3)。

な.お，大学又は高等専門学校(第4学年，第5学年及び専攻科に限る。)において教育
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を受ける者が，当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助す

る活動については，資格外活動の許可を要しない(施行規則第四条の2第1号)。

(1)包括的許可

「留学」の在留資格をもって在留する者から，留学中の学費その他の必要経費を補う

目的のアノレバイト活動のため，在留期間中の包括的許可について申請があった場合は，

第 1の1，2， 4及び5のいずれの要件にも適合すると認められる場合は， ，1週につい

て28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては 1日について 8時間以内)の収入

を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動について一律かっ包括的に在留期間内

の資格外活動を許可する。

(2)個別許可

「留学」の在留資格をもって在留する者から(1)に掲げる範囲外の活動について許

可の申請があったときは，第 1の各要件に適合じ，かっ，次のいずれにも該当する場合

に限り，許可する。

ア 稼働の目的が本邦留学中の学費その他の必要経費を補うためのものであること。

イ 申請に係る活動が語学教師，通訳，翻訳，家庭教師その他当該留学生の専攻科目と

密接な関係のある職種又は社会通念上学生が通常行っているアノレバイトの範囲内にあ

る職種であること。

3 文化活動」の在留資格をもって在留する者のうち次に該当するもの

いわゆる外国大学の日本分校又は日本研究センターにおいて留学生と同様の活動を行っ

ている者!

「留学」の在留資格をもって在留する者に係る取扱いを準用する。

4 家族滞在」の在留資格をもって在留する者

「家族滞在」の在留資格をもって在留する者からの申請があった場合は，申請に係る活

動が 1週について 28時間の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動につい

てダ第 1の 1，2， 4及び5のいずれの要件にも適合すると認められる場合には，包括的

に資格外活動を許可する。

5 特定研究等家族滞在活動又は特定情報処理家族滞在活動として「特定活動」の在留資格

をもって在留する者

特定研究等家族滞在活動及び特定情報処理家族滞在活動を行う者からの申請については，

上記4と同様，申請に係る活動が 1週について 28時間の収入を伴う事業を運営する活動

又は報酬を受ける活動について，第 1の 1，2， 4及び5のいずれの要件にも適合すると

認められる場合には 包括的に資格外活動を許可する。

q
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6 継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」の在留資格をも

って在留する者又はこれらの者に係る家族滞在活動としての「特定活動」の在留資格をも

って在留する者

継続就職活動若しくは内定後就職までの在留を目的とする者又はこれらの者に係る家族

滞在活動を行う者からの申請については，上記4と同様，申請に係る活動が 1週について

28時間以内であって，第 1の 1，2， 4及び5のいずれの要件にも適合すると認められ

る場合には，包括的に資格外活動を許可する。

(注)

① 

② 

a 

b • 
第3節許 可

第 1 許可の方式

1 証印による許可

許可は，以下の 2に掲げる場合を除き，旅券に証印シール(施行規則別記第29号の 2様

式)を貼付することによって行うこととする。

2 許可書の交付による許可

以下の場合には，許可は，許可書の交付によって行うこととする。

ア 申請人が有効な旅券を所持していない場合

イ 申請人が有効な旅券を所持しているが，次の(ア)又は(イ)に該当する場合

(ア) r新たに許可された活動内容」に記載する文字数が制限文字数 (245文字)を

超える場合

(イ)機器の故障等により証印シールを打ち出すことができない場合

3 許可番号

申請番号と同ーとする。

4 r日本における居住地J， r旅券(番号)J及び「上陸(在留)許可年月日」欄
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許可書を交付する場合，各該当欄に「省略」と表示して差し支えない。

5 新たに許可された活動の内容」

活動内容を具体的に記載する。許可した活動が特定の企業等に所属して行うものである

ときは，当該企業等の名称も記載する。

なお，第 2節第2の2 (1) ， 3， 4， 5及び6の規定により許可するときは以下のと

おり証印(シール)に印字される。なお，許可書を交付する場合は rl1 新たに許可さ

れた活動の内容」欄に下記を記載する。

「出入国管理及び難民認定法施行規則第四条第5項第 1号に規定する活動

(注)下記4の許可期限は，出入国管理及び難民認定法第20条第5項(第21条第4項で準

用する場合を含む)の適用を受ける場合は，同項に規定する日」

6 r許可の期限」

許可の終期を記載する。

7 許可年月日

許可証印を行った年月日又は許可書を交付した年月日とする。

8 その他

許可書を交付する場合には，許可書右下欄外に処分庁名印文は入国審査官認証印を押印

する。

なお，資格外活動許可申請書との契印は省略する。

第 2 許可の期間

1 原則として，在留期間の満了日まで許可するものとするが，雇用期聞が限定されている

(継続して雇用されることが見込まれる場合を除く。)等契約の内容から資格外活動の許

可期間に制限を設けることが相当であると認められる者については，当該期間に限り許可

することとする。

2 第 2節第 2の2 (1) ， 3， 4， 5及び6の許可を行う場合ば，在留期間の満了日まで

とする。

第3 再交付

1 許可書を紛失・滅失又はき損・汚損した者から許可の有効期間内に当該許可書を交付し

た地方局等又は出張所に対し再交付の願出(様式は任意)があったときは，当初の許可番

号，許可日，許可の期限により許可書を再交付する。

2 再交付するときは，許可書の許可番号欄外に「再交付」と記載し，再交付年月日を記載

するとともに，再交付の事実及び再交付年月日を進行管理簿(速報版)に記載する。

3 き損・汚損に係る資格外活動許可書は回収の上，適宜保管又は廃棄する。

F
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第4節資格外活動許可の取消し

第 1 取消し事由

入管法第19条第 3項及び施行規則第19条第 6項に規定する資格外活動許可の取消しは，

以下の場合に行うことができる。

1 付された条件に違反した場合

2 引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合

(1)入管法第22条の 4第 3項に規定する在留資格取消し手続に係る当該外国人の意見

聴取等について当該者に通知した場合

( 2 )入管法第47条第 2項又は第 3項に規定する入国審査官が認定をした場合

( 3)現に有する在留資格に係る活動を行っていない場合

(4)その他引き続き許可を与えておくことが適当でないと認められる場合

、第2 取消し

1 交付

資格外活動許可の取消しを行うときは，当該外国人に対して資格外活動許可取消通

知書(施行規則別記第29号の 3様式)を作成した上，申請人の出頭を求めて交付，又

は郵送する。

2 通知書の記載内容

(1)理由

資格外活動許可取消しの理由については以下の例により記載する。

(例) ["入管法第四条第 2項の規定に基づき付された条件に違反しているため」

(2 )番号

「入管法第47条第 3項の規定に基づき入国審査官が退去強制対象者に該当す

ると認定したためJ

通知書右上の番号は歴年別に交付庁において一連番号を付すものとする。

3 取消し手続

通知書を交付した際には，そのものが所持する資格外活動許可書を返納させ，又はそ

の者が所持する旅券に記載された資格外活動許可の証印を抹消するものとする。

4 通知書の管理

通知書を交付した場合には，当該通知書の写しを作成し，交付庁において保管する。

5 その他
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他の地方局等又は出張所からの依頼により資格外活動許可の取消しを行った場合は，

取消し手続完了後，依頼を行った地方局等又は出張所の長に対しその旨通知する。
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第3章就労資格証明書

第 1節対 象

本邦に在留する外国人で，就労資格証明書の交付を受けようとする次のものが対象となる。

1 就労資格をもって在留する者

2 資格外活動の許可を受けている者

3 特定活動の在留資格をもって在留する者で，当該在留資格により収入を伴う事業を運営

する活動又は報酬を受ける活動に従事することが認められている者

4 居住資格をもって在留する者

5 特別永住者

第 2節審 査

第 1 一般原則

1 交付の決定

申請人が就労資格若しくは居住資格をもって在留する者又は特別永住者で、ある場合のほ

か，次に掲げる要件のいずれかに該当する場合は，就労資格証明書の交付を決定する。

( 1 )資格外活動の許可を受けている者で，当該許可に係る活動について交付申請があった

場合

( 2) r特定活動」の在留資格をもって在留する者で，当該在留資格により収入を伴う事業

を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事することが認められている場合

2 不交付の決定

次に掲げる事由のいずれかに該当する場合は，就労資格証明書の不交付を決定する。

( 1 )申請に係る活動が現に有する在留資格の下で就労することが認められていない場合

( 2) 申請に係る活動が資格外活動許可に係る範囲を超えている場合

( 3 )申請人に対し収容令書が発付されている場合

第2 特則

就労資格又は就労を認められている特定活動(活動の内容に勤務先が指定されている場

合を除く。)の在留資格をもって在留する外国人が，勤務先等を変えた場合等で，具体的

活動が当該就労資格に対応する活動に含まれるか否かについて確認するため，就労資格証

明書の交付を求めて申請があったときは，次のとおり取り扱う。なお，この取扱いは，在
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留期間の途中で生じ得る転職等の事実が次回の在留期間の更新許可申請の際に否定的に評

価されて更新の許可が受けられなくなったりすることを危倶する者もあるので，このよう

な者に対して，次回の在留期間の更新等今後の許可を念頭に置きつつ転職等の事実につい

て当局の評価を明らかにするために行うものである。

1 当該申請に係る活動が，現に有する在留資格(特定活動告示に掲げる活動を行うもの

である場合には，当該告示)に該当するか否かについて審査する。

2 当該申請に係る活動が，基準省令への適合性を要する活動である場合には，基準省令

適合性を審査する。

第3節交付の方式

第 1 交付

申請人に対し就労資格証明書(施行規則別記第 29号の 5様式)を交付することを決定

したときは，次により作成する。

1 番号

申請受理番号と同ーとする。

2 ， r活動の内容」

(1)法別表第 1の1の表(外交及び公用を除く。)， 2の表又は 5の表の在留資格をも

って在留する者

ア 現に有する在留資格に対応する法別表の下欄に掲げる本邦において行うことができ

る活動を記載する。なお，申請人から，就労資格証明書に例示された内容以外の業務

について就労資格証明書に記載方依頼があった場合で，その業務が，証明する活動の

範囲内であると認められるときは，当該活動に含まれる旨を括弧書きで具体的に適宜

記載して差し支えない。

イ 第2節第2の事由により交付する場合は，次の例による。

(ア)当該申請に係る活動が法別表第 1の下欄に掲げる活動に該当する場合には，次の

例によりなお書で就労資格証明書の「活動内容」欄に，次を記載する。

例: なお， A製薬会社の研究所において研究主任としての新薬の開発に係る活

動は，上記の活動に該当する。

(イ)当該申請に係る活動が基準に適合しない場合には，その旨を次の例により就労資

格証明書の「活動内容」欄に，上記なお書きに加えてただし書として付記する。
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例: なお， A製薬会社の研究所において研究主任として新薬の開発に係る活動

は，上記のt活動に該当する。

ただし r出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める

省令j の研究の在留資格に係る基準には適合しない。

( 2 )居住資格をもって在留する者又は特別永住者

「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動Jと記載する。

( 3)資格外活動の許可を受けている者

資格外活動許可書の「新たに許可された活動の内容j欄に記載されている事項を記載

する。

(注) r外交」及び「公用j は就労できる在留資格であるが，原則として就労資格証明

書を交付しない。ただし r外交」又は「公用j の在留資格をもって在留する者の

家族として在留する者が資格外活動の許可を受けている場合で，それらの者に係る

就労資格証明書の交付申請があった場合は交付する。

3 就労することができる期限j

(1)法別表第 1の1，2， 5又は法別表第 2 (永住者を除く。)の在留資格を有する者

当該在留資格に伴う在留期間(特例期間を含む)について記載する。

(例) 2 0 1 0年 7月 1日(なお，当該期限は，出入国管理及び難民認定法第 20条

第5項(第 21条第4項で準用する場合を含む)の適用を受ける場合は，同項に規

定する日)

( 2 )資格外活動の許可を受けている者

資格外活動許可書の許可の期限欄に記載された期間の終期を記載する占

( 3) r永住者j の在留資格をもって在留する者及び特別永住者については，斜線を引く。

4 作成年月日

就労資格証明書を作成した年月日とする。

5 提出された写真を所定の位置に貼付し，当該写真にかけてシーノレフ。レスを押す。なお，

シールプレスが配備されていない出張所においては，シーノレプレスに代え処分庁名印又は

入国審査官認証印を写真にかけて押印する。

6 就労資格証明書裏面の「取扱庁J欄に処分庁名印又は入国審査官認証印を押印する。

第2 紛失・滅失文はき損・汚損による措置

紛失・滅失又はき損・汚損による再交付の願出があったときは，就労資格証明書の再交

付を行うことなく，新たな申請を行わせる。
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第4章 在留資格の変更圃在留期間の更新

第 1節対 象

第 1 在留資格の変更

在留資格をもって在留する外国人が在留目的を変更して永住者」を除く他の在留資

格に該当する活動を行おうとする場合が対象となる。

なお永住者」への在留資格の変更を受けようとする者については，第6章に規定す

るところによる。

第2 在留期間の更新

本邦に在留する外国人が付与された在留期限を超えて，現に有する在留資格に属する活

動を引き続き行おうとする場合が対象となる。

第 2節許可要件

第 1 一般原則

次に掲げる要件のいずれにも適合すると認められる場合に許可する。

なお，在留資格の変更及び在留期間の更新の許可は，次の 1 (1)の要件に適合するこ

と(在留資格該当性)及び変更又は更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること

(相当性)が法律上の許可の要件であり，それゆえ 1 (2) の要件に適合しない場合でも

特例的に許可する場合があるとともに 2の要件に適合することを相当性の要件として求

めることとする。さらに 2に列挙されている以外にも在留状況が好ましくない場合には，

相当性を理由に不許可とする場合があるとともに 2の要件に適合しない場合で、あっても，

人道上その他特別な理由がある場合には，相当性があるものとして許可する場合もある。

具体的には各在留資格の解説に基づき許否の判断をする。

1 (1)行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること

申請人が行おうとする活動が，入管法別表第 1に掲げる在留資格については同表の

下欄に掲げる活動であり，入管法別表第 2に掲げる在留資格については同表の下欄に

掲げる身分又は地位を有する者としての活動であること。

活動が形式的に該当するのみならず，我が国において適法に行われるものであるこ

とを要する。
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(2 )入管法皇Ij畿第 1の2の表 4の濃 5のき受((ロ〉に韻る。) ~こ掲げる在留資格へ

の変買さの場合は，基準省令の定める基準記適合していること

法務省令で定める上睦許可基準は，外盟人が g本iこ入国する襟の上陸審査の基準で

あるが，在留資格変更及び在留期開更新に当たっても，京国として上陸許可基準に適

合していることを要する。

2 (1)素行が不良でないこと

ι 

田園田

なお， の在留資格に掠る告示 3号. 4 S号ハ及び6号ノ¥については，

1 2織第30舗を拳関する。

ア お本簡の法令iこ選炭して，懇役，禁鏑又は罰金に処せられたことがある者(道路

交通法違反(注)又は過失により罰金に処せられた者を除く。ただし，道路交通法

違反又辻過失による罰金であっても繰り悲し処せられた者は含む。)

〈注〉反長Ij金は罷金に合まれない。

なお， i撃投又は禁鋼については，その執rrを終わり若しくはその執行の免除を

得た日から 10年を経過し，又は7fUの執行猶予の震い譲し者受けた場合で当該執

行猶予の言渡し安取り補されることなく当該執行瀧予の期間を経議したとき，

た，罰金iこついては，その執行者終わり若しくはその執行の免除を得?と日から 5

年を経i蕗し，又は芳uの執行猶予の醤い渡しを受けた場合で当該執行猶予の設い渡

しを取り消されることなく当該執行猶予の期間を経過したときはこの要件を適用

しない。

イ 組人iこ入管法に定める証明書の交付又は許可を受けさせる自的で不正な行為を行

った者又は不語就労のあっせんを行った者

ウ 日常生活又は社会生活において、違法行為その組不組切な行為を議り返すことに

つ耐
円

h
d
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より行政機関から指導を受けたにもかかわらず，改善しない者

(2)納税義務を履行していること

ア

(ア) 納税義務の不履行により刑に処せられている者

(イ) 刑に処せられてはいないものの，高額の未納や長期間の未納などが判明し

た者で悪質性が認められるもの

イ

( 3 )独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

ア

イ

受給している場合で、あっても，生活保護等を受給することとなった経緯，家族状況

等から人道上の理由が認められる場合には，その理由を他の考慮要素とともに勘案

した上で，許可することとして差し支えない。

(4 )外国人登録法に係る義務を履行していること

外国人登録法に係る新規登録申請，変更登録申請，登録事項の確認申請などの義務

を履行していること。

(5)社会保険に加入していること

( 6 )雇用・労働条件が適正であるなど，適法に活動を行うこと(審査において労働関係

法令に違反が判明した場合に限り勘案する。)

賃金等の雇用・労働条件が労働関係法規に適合していることその他適法に活動を行

うこと。

第2 在留資格の変更に係る特則

在留資格の変更は，第1に適合しているほか，現に有している在留資格文は在留目的及

び変更後の在留資格又は在留目的に応じて，次の 1及び2に適合している場合にのみ許可

する。

q
d
 

「
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1 現に有している在留資格又は在留目的による要件

(1 ) r短期滞在」の在留資格をもって在留する者からの変更

やむを得ない特別の事情があること。

(注)

① 

② 

-

(2) r研修」の在留資格をもって在留する者からの変更

技能実習への移行又は身分関係の成立を理由とする場合であること。

( 3 ) r技能実習」の在留資格をもって在留する者からの変更

身分関係の成立を理由とする場合であること。

(注)

2 変更後の在留資格又は在留目的による要件

(1)活動資格(r特定活動」の在留資格を除く。)への変更

次のいずれにも該当すること。

ア 法別表第 1の2の表又は4の表の上欄に掲げる在留資格への変更の場合は，変更後

の在留資格に係る基準省令への適合性が認められること。

ただし留学」の在留資格をもって在留する者からの変更については，次の①又

は②の者については，経歴に係る「大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受

け」たことの要件に適合するものとして取り扱う。

(ア) 大学を卒業した者

A
斗
A

F
h
u
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第 12編第 2章第4の3参照

(イ r専門士Jの称号を取得した者

第 12編第 2章第 6参照

イ 生活上国又は地方公共団体の負担となっておらず，かっ，そのおそれのないこと。

( 2) r特定活動」の在留資格への変更

生活上国又は地方公共団体の負担となっておらず，かっ，そのおそれのないこと。た

だし，・・・・・・・・に該当する場合にはその限りでない。

( 3 )居住資格への変更

婚姻を理由とする場合には，当該婚姻の実態について信ぴょう性が認められること。

(4) r定住者Jの在留資格への変更

次のいずれかに該当すること。

ア 定住者告示に掲げる身分又は地位に該当する者

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。ただし，扶養を受ける者に

あっては扶養者に扶養能力があること。

イ 日本人 r永住者」の在留資格をもって在留する者又は特別永住者である配偶者と

離婚又は死別後引き続き本邦に在留を希望する者

次のいずれにも該当すること。

(ア)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

(イ)日本人，、 「永住者」の在留資格をもって在留する者又は特別永住者との聞に出生

した子を日本国内において養育している等在留を認めるべき特別な事情を有してい

る者であること。

(注)

ウ 日本人の実子を扶養する外国人親(日本人との聞に出生した子を離婚・死別後に日

本国内において養育している場合は，上記イによる。)

なお r日本人の実子」とは，嫡出・非嫡出を問わず，子の出生時点においてその

父又は母が日本国籍を有している者をしづ。実子の日本国籍の有無は問わない。日本

国籍を有しない非嫡出子については，日本人父から認知されているニとが必要である。

次のいずれにも該当すること。

(ア)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

(注)

F
D
 

F
D
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(イ)実子の親権者であること及び現に日本国内において相当期間当該実子を監護養育

していることが認められること。

なお監護養育Jとは，親権者等が未成年者を監督し，保護することをいう。

民法が「親権を行う者は，子の監護及び教育をする権利を有し，義務を負う。」

(同法第820条)と定めているのと同義である。

エ 難民の認定を受けている者

オ 特別養子の離縁により日本人の配偶者等の在留資格該当性がなくなった者(申請人

が未成年等のため実親による扶養又は監護が必要となる場合で，扶養又は監護する実

親が海外に在住するときを除く。)

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

カ 難民の認定をしない処分(以下「難民不認定処分」という。)後，在留資格「特定

活動」を受けている者

次のいずれかに該当すること。

(ア)入国後 10年を経過していること。

(イ)在留特別許可又は在留資格変更許可により在留資格「特定活動」の決定を受けた

後 3年を経過していること。

(注)① 上記の要件に該当する者と生計をーにし，同居する配偶者，子及び親に

ついては，要件該当者の処分に合わせる取扱いとする。

② 申請人の在留中における生計維持能力については 難民不認定処分後の

人道配慮による在留特別許可によって在留資格「特定活動」の決定を受け

たという特殊事情にかんがみ，これを問わないものとする。

③ 上記の要件に適合していない場合で、あっても，人道上配慮を要すべき特

別の事情があると認められるときは，本省に請訓する。

キ その他変更を認めることが適当であると判断される者

独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

第3 在留期間の更新に係る特則

次に掲げる者については，第 1に適合していることのほか，それぞれの有する在留資格

又は新たに行おうとする活動について規定する要件に適合することが必要である。

1 外国法事務弁護士が業務停止処分を受けていることが判明した場合の取扱い

「法律・会計業務」の在留資格をもって在留する者から，外国法事務弁護士としての活

co 
に
U
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動のみを行うことを目的として在留期間の更新許可申請があった場合において，申請者が

当該弁護士業務について業務停止処分を受けていることが判明したときは，次のとおり措

置する。

(1)業務停止がおおむね3か月以内に終了する場合

業務停止の期限を考慮して短期間(1年)の在留期間で更新を許可し，業務停止が終

了し業務が再開した段階で在留期間の更新許可申請があれば，在留期間を伸長して許可

する。

(2 )業務停止が 3か月を超える場合

在留期間の更新を許可しない。

2 r留学」の在留資格をもって在留する者

(1)留年等により通算在学期聞が通常の修学期間を超える場合

申請人又は指導教授等から事情を聴いた上で，引き続き在留を認めるに足りる理由が

あると認められること。

. (2) r留学」の在留資格をもって在留する聴講生

原則として引き続き 1年を超えて在留するものでないこと。

( 3) r留学」の在留資格をもって在留する研究生

原則として引き続き 2年を超えて在留するものでないこと。

(4) r留学」の在留資格をもって専ら日本語の教育を受ける者

引き続き 2年を超えて在留するものでないこと。

3 r研修j の在留資格をもって在留する者

(1)法務省との事前協議を経ることなく発給された査証により「研修」の在留資格をもっ

て上陸を許可された者

次のいずれかに該当すること。

なお，法務省との事前協議を経ることなく査証が発給された場合は，当該査証発給に

係る資料等は法務省には送付されていないので，研修生受入機関から資料の提出を求め，

次のアからウまでのーに該当するものであることを立証させる。ただし，受入機関に係

る資料でその概要が明らかな場合又は過去に資料が提出されている場合は，提出を求め

ない。

ア 若干の期間在留を継続することにより研修目的を達成することが明らかである場

A 
ロ

イ 在留資格「研修」に係る上陸基準省令第5号イからホまでに掲げる研修である場

ム、
口

ヴ

tra 
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(注) (財)オイスカ， (財)海外技術者研修協会， (財)海外漁業協力財団， (財)

海事国際協力センター， (財)交流協会， (財)国際観光開発研究センター，

(財)国際石油交流センター， (財)食品産業センター， (財)日本 ILO協会，

(社)国際農業者交流協会， (社)産業開発青年技術協会， (財)海外日系人協会，

(社)海外農業開発協会又は(社)日本経済団体連合会が事業として行う研修であ

る場合も上記イと同様とする。

( 2 )査証免除取決めの適用を受け研修の在留資格をもって上陸を許可された者

原則として許可しない。ただし，若干の期間在留を継続することにより研修目的を達

成することが明らかである場合又は査証免除取決めに規定する滞在期間の範囲内におけ

る在留期間の更新である場合は，許可する。

( 3 )当初の研修予定期間を超えて同一内容の研修を受けている場合

特別の事情があると認められること。

(4)原則として入国日から通算して 2年を超えないこと。

4 技能実習j の在留資格をもって在留する者

原則として 3年以内であること。

5 難民認、定申請を行っていることを理由に「特定活動Jの在留資格をもって在留する者

難民認定申請(異議申立てを含む。)を行っており，かっ，難民認定申請に係る処分又

は決定(本人への告知の有無にかかわらない)がなされていないこと。

6 興行Jの在留資格をもって在留する者

演劇，演芸，歌謡，舞踏又は演奏の興行活動に従事するため「興行Jの在留資格を付与

されている者で 3月の在留期間を付与されているものについては，入国日から通算して

6月を超えないこと。

7 文化活動j の在留資格をもって在留する者

入国日から通算して 2年以内の在留を目安とし 2年を超えて在留することとなる申請

に際しては 2年を超えて活動する必要性・特殊性及び技芸の修得状況その他の過去の在

留状況，生活費等の支弁能力等を総合的に勘案の上，更新の可否を決定する。

8 日本人の実子を扶養する外国人親として「定住者Jの在留資格をもって在留する者

当該実子が未だ監護養育を必要とする時期において，日本国内で実子の監護養育の事実

が認められない場合は許可しない。

(注)次に掲げる者については，第 1に適合していることのほか，それぞれに規定する要件に

適合することが必要である。

1 短期滞在Jの在留資格をもって在留する者

口
δ

「
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次のいずれかに該当すること。

( 1 )やむを得ない事情又は特別な事情があること。

(注)入国日から通算して 180日を超える場合は r人道上の真にやむを得ない事情

又はこれに相当する特別の事情」があることについて，より慎重に審査する。なお，

「人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情」があると認めら

れる場合とは，例えば，入国後の事情変更が疾病等の事由に基づくもの等引き続き

在留の継続を認めるべき事情があり，更新の理由が真にやむを得ないものと認めら

れるものをいう。

(2) 9 0日を超える滞在(通常6か月以内)について査証免除が取り決められている国の国

籍の者(メキシコ，アイノレランド，連合王国，オーストリア，スイス， ドイツ及びリヒテ

ンシュタイン)が，査証免除取決めの適用を受けて上陸許可されている場合には，当該取

決めの予定滞在期間を超えないこと。

( 3)外国法事務弁護士となるための法務大臣の承認手続等を行うため入国した者から在留期

間内に同手続が終了しないため在留期間の更新許可申請があった場合は，これを許可する。

(4) 出国準備を理由とする更新を希望する場合は，出国便が確保され，確実に出国が見込ま

れるときに限り，必要最小限の期間として 15日， 30日又は 90日の期間を付与する。

2 

第 3節審査

1 前節第 1の 1 (1) (在留資格該当性)及び同 1 (2) (基準適合性)について

第 12編に定める在留資格の該当範囲及び基準に定めるところによる。

2 前節第 1の2 (1) (素行が不良でないこと)について

申請書の記載によるほか，出入国審査リスト及び要注意在留外国人等リスト(いわゆる

テキスト BL) により確認された場合のみ審査する。

3 前節第 1の2 (2) (納税義務)について

- 59 -



第 3分冊第 10編

市区町村の課税証明書や納税証明書により確認する。ただし，これらの証明書の記載か

ら未納があることが判明しても，延納や分納が認められている場合があるので，その場合

は直ちにこの要件に適合しないものであるとはせず，国税の納税証明書(その1)の提出

を求める等して確認する(延納等が認められている場合は，備考欄にその旨の記載があ

る。)。

4 前節第 1の2 (3) (独立生計要件)について

(1)所得税文は住民税を納付している者については，独立生計要件は満たしているものと

して取り扱う。

( 2 )租税免除条約による納税の免除や非課税措置が行われている者については，個別に審

査する。

5 前節第 1の2 (4) (外国人登録法義務履行状況)について

外国人登録法に係る義務の不履行者を発見した場合には， DVの被害を避けるため等特

別の理由のある場合を除き，義務の履行について注意喚起する。

なお，特に居住地変更登録申請の不履行を発見したときは，速やかに同申請をするよう

指導し，同義務の履行を確認した後に処分する。この場合において，居住地変更登録申請

義務の履行の指導は口頭で行い，指導した事実を申請書上にとどめ，口頭による指導に応

じない場合文は同指導後の 1週間を経過しても同義務を履行していない場合にはi 改めて

1週間程度の期限を付して文書による指導を行い，これにも応じないときには，原則とし

て不許可とする(不許可処分をすることに疑義があるときは本省に請訓する。)。

6 前節第 1の2 (5) (社会保険加入状況)について

審査の過程において社会保険制度に未加入であることが判明した場合は，申請者に対し

て社会保険に加入するよう案内するものとする。

7 前節第 1の2 (6) (雇用・労働条件)について

別表第 1の1の表及び2の表(就労資格)については，提出された雇用契約書等により

判明する場合のほか，労働関係機関からの通報があった場合に審査する。

別表第 1の1の表及び2の表(就労資格)以外については，労働関係機関からの通報が

あった場合のみ審査する。労働関係法規違反により労働基準監督機関による是正勧告等が

行われたことが判明した場合は，通常申請人である外国人に責はないため，直ちに不許可

とすることなく，雇用・労働条件が改善されたり，別の機関に適正な条件で雇用されるこ

となどを確認した上で許否を決定する。

8 前節第 2及び第 3に定める特則に関し，審査する。
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第 4節在留資格・在留期間の決定

在留資格及び在留期聞は r第 12編在留資格」に基づき決定する。

第 1 許可証印

1 許可番号

申請受理番号と同ーとする。

2 許可年月日

証印をした年月日とする。

3 在留期間の始期

第5節許可の方式

第 3分冊第 10編

(1)在留期間満了前に証印をし又は証印をした在留資格証明書を交付する場合

在留資格変更許可において，在留期間満了前に証印をし又は証印をした在留資格証明書

を交付するときの在留期間の始期は，当該証印をし又は証印をした在留資格証明書を交

イ寸した日となる。

(2)特例期間内に証印をし又は証印をした在留資格証明書を交付する場合

特例期間内の在留資格変更許可及び在留期間更新許可において，在留期間の始期は"

証印をし文は証印をした在留資格証明書を交付する日の翌日からとなる。

( 3 )その他

30日以下の在留期間を認定されている者に対する在留資格変更許可において，在留

期間満了後に証印をし文は証印をした在留資格証明書を交付するときの在留期間の始期

は，従前の在留期間満了日の翌日からとなる。

また，在留期間更新許可において，新たな在留期間の始期は，従前の在留期間満了日

の翌日からとなる。

4 その他

証印は，従前の在留資格に係る証印に近接した箇所(頁)にちょう付又は押印する。

第2 証印に伴う措置

1 在留資格変更許可証印をしたときは，従前の在留資格に係る証印に失効 (CANCELLED) 印

を押印する。

2 在留期間更新許可証印をしたときは，従前の在留資格に係る証印に使用済(USED) 印を
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押印する。

3 特定活動の在留資格への変更を許可するときは，指定書(施行規則別記第 7号の 4) を

旅券又は在留資格証明書につづりあわせて，同指定書に入国審査官認証印を押印した上で

当該申請人に交付する。

第 6節再入国許可に係る措置

再入国許可を受けている外国人に対して在留資格の変更を許可する場合は，当該再入国許可

を引き続き与えておくことが適当か否かについても検討し，次のとおり取り扱う。

1 地方局等又は出張所の長は，変更後の在留資格が「短期滞在」であるときは，再入国許

可証印に失効 (CANCELLED)印を押印する。

2 変更後の在留資格が「短期滞在J以外の在留資格については，原則として変更後の在留

資格に基づく再入国許可とみなすiただし，再入国許可を引き続き与えておくことが適当

でないと認められるときは，当該再入国許可証印に失効 (CANCELLED)印を押印する。

3 2により変更後の在留資格に係る再入国許可とみなす場合で，在留資格の変更に伴い，

当該再入国許可の有効期限が新たな在留期限を超えることになるときは，電算記録の訂正

依頼を行い， FE 1 Sにおいて再入国許可の有効期限を新たな在留期限と同ーのものに変

更した上で，証印シールを再発行して旅券等にちょう付するとともに，旧再入国証印を失

効 (CANCELLED)印により抹消する。

なお，当該再入国許可証印がスタンプ式のものである場合は，有効期限を新たな在留期

限と同一の日に書き換え，処分庁名印又は入国審査官認証印を押印する。

4 スタンプ式証印により有効期限の書換えを行った場合は，確実に電算記録の訂正依頼を

行う。

5 再入国許可を受けている者への説明

上記 1から 3の措置をとる場合で，数次再入国許可以外の再入国許可若しくは一度も当

該許可により再入閏していない数次再入国許可に失効 (CANCELLED)印を押印する場合又は

再入国許可期限の書換えを行うときは，再入国許可許可を受けている者に対し，措置の趣

旨を説明する。

円

Ln
b
 



記載例:

再入国許可
RF. -F.NTRV P F.R畑TTTO TAPAN 

|数次 MULT1 P-LEI 

From 
有効期聞から SEP.12.2007
Term of 
Validi ty Unt i 1 

まで

許可番号
許可年月日 SEP.12.2007 
Date of issue 

入国管理局長

有効期限

[在留資格
在留期間

留学|
1年|

2008.8.15 在留資格の変更許可に伴う有効期間の書換え

円

dno 
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第 6章 永住 許可

第 1節対 象

1 在留資格を変更しようとする者のうち永住者」の在留資格への変更を希望するもの。

2 出生その他の事由により「永住者」の在留資格の取得を希望するもの。

なお，父母のいずれかが特別永住者の場合は，本章によることなく，特例法に定めるとこ

ろにより特別永住許可の申請を行うこととなる。

第 2節審 査

第 12編「在留資格J第 2章第 27節に定めるところにより許否を決定する。

第 1 許可証印

1 許可番号

申請受理番号と同ーとする。

2 許可年月日

証印をした年月日とする。

第2 証印に伴う措置

第 3節許可の方式

証印をしたときは，従前の在留資格に係る証印に失効(CANCELLED)印を押印する。
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第7章在留資格の取得

第 1節対 象

1 日本国籍の離脱(平和条約発効によるもの)，出生， 日本国籍の喪失(外国国籍の取得に

よるもの)又は日米地位協定若しくは国連軍地位協定該当者の軍籍離脱等上陸の手続を経る

ことなく本邦に在留することとなる者で当該事由の発生後 60日を超えて本邦に在留しよう

とするもの。

2 一時庇護のための上陸の許可を受けた者で永住者」の在留資格以外の在留資格をもっ

て本邦に在留しようとするもの。

なお r永住者」の在留資格をもって在留しようとする者については，第6章「永住許可」

に規定するところによる。また，日本人として帰国手続を受けた者で，裁判所又は権限ある行

政機関により日本国籍の不存在が正式に決定されたが，日本人として帰国手続を行ったことに

ついて故意が認められないものについては，日本国籍を喪失した者に準じ，本章の取扱いによ

る。

第 2節審 査

次に掲げる要件のいずれにも適合する場合に許可する。

1 行おうとする活動が法別表第 1又は第2に掲げる申請に係る在留資格の下欄に掲げる活

動に該当すると認められること o

2 行おうとする活動が法別表第 1の2の表又は4の表の上欄に掲げる在留資格に該当する

場合は，基準省令への適合性が認められること。

3 その他許可することが適当と認められること。

(注)

第3節 許否判断に関する留意事項

1 出生による在留資格の取得の場合に，取得できる在留資格が，父又は母の在留資格に照

らし定まる場合は，当該在留資格を許可する。

2 父又は母のどちらに準拠するかによって在留資格が異なる場合には，特定の親に準拠す
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るべき理由の存するときを除き，申請人の在留にとって有利であると認められる在留資格

を決定する。

なお特定の親に準拠するべき理由の存するときj とは，父又は母のいずれか一方が

行方不明であるときなど親権を行使している親が一人であることが明らかな場合等で、あっ

て，他方の親の在留資格に準拠して在留資格を決定することが相当でないと認められると

きをいう。

3 特例上陸の許可を受けている者の子については短期滞在」の在留資格を決定する。

4 一時庇護のための上陸の許可を受けている者の子については，親が新たに在留資格を取

得したときは，当該親の在留資格に応じた子の在留資格を決定する。

第4節在留資格・在留期間の決定

在留資格及び在留期間は，第 12編「在留資格Jに基づき決定する。

第5節許可証印

1 許可番号

申請受理番号と同ーとする。

2 許可年月日

証印をした年月日どする。

3 その他

(1)法第22条の 2第1項に定める在留資格を有することなく本邦に在留することができる

期間の満了前に証印をし又は証印をした在留資格証明書を交付するときの在留期間の始

期は，当該証印をし又は証印をした在留資格証明書を交付した日とする。

( 2 )法第22条の 2第 1項に定める在留資格を有することなく本邦に在留することができる

期間の満了後に証印をし又は証印をした在留資格証明書を交付するときの在留期間の始

期は，同期間満了日(出生その他の事向等の発生の日から60日)の翌日からとする。
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第8章再入国

第 1節対 象

在留期間の満了日(特例期間内にある者はその満了日)前に本邦に再び入国する意図をもっ

て出国しようとする場合が対象となる(在留期間の定めのない「永住者j の在留資格をもって

在留する者及び特別永住者を含む。また，一時庇護のための上陸の許可を受けている者にあっ

ては，当該上陸の許可に係る上陸期間内に本邦に再び入国する意図をもっていることを要す

る。)。

第2節審査

第 1 一般原則

1 活動資格をもって在留する者

次のいずれにも該当しないこと。

( 1 )法第25条の 2に規定する出国確認の留保該当者として関係機関から通知を受けている

者

( 2 )禁鋼以上の刑に処せられた者で，刑の執行が終わるまで又は執行を受けることがなく

なるまでのもの

( 3 )逃亡犯罪人引渡法(昭和28年法律第68号)の規定による仮拘禁許可状又は拘禁許可状

が発せられている者

(4 )我が国の外交上その他の利益を害する行為又は公安を害する行為を行うおそれがある

者(法第5条第 1項第11号から第14号まで又は法第24条第4号オからヨまでに規定する

行為に限らない。)

( 5 )現に有する在留資格に対応する活動を既に終了し，又は継続する見込みのないことが

明らかな者

( 6 ) r短期滞在j の在留資格をもって在留する者

(注)
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(7)難民認定申請(異議申立てを含む)を行っていることを理由に「特定活動」の在留資

格をもって在留する者(難民認定申請を行っている者が出国した場合，本来の在留目的

である難民認定手続に支障が生じるため。)。

(8)所持する旅券の発行国又は国籍国に入国できる期間が限定されている者で，その期間

を超えて我が国に再入国しようとするもの(当該期間の延長を受け得ることが確実と認

められる者を除く。)

( 9) その他許可することが適当でないと認められる者

(注)

① 

2 居住資格をもって在留する者及び特別永住者

1 (1)から(5 )まで及び・ (8) に該当しないこと。

(注)

3 一時庇護のための上陸の許可を受けている者

1. (1)から (4) まで及び(8) に該当せず，かっ，本国への渡航を予定しているも

の又は第三国への移住が認められたものでないこと。

(注)

第2 数次再入国

第 1により再入国を許可することができる者から，数次再入国の許可の申請があった場

合は，次に該当する者を除き，許可する。

1 一時庇護のための上陸の許可を受けている者

2 特例期間内の者

3 その他数次再入国の許可をすることが適当でない者

(注)

第3 特例期間に係る再入国許可の取扱い

(1 )申請受理時の指導

特例期間中の者から再入国許可申請があった場合には，特例期間内に帰国しなかった場

合，帰国時には現に有する在留資格が消滅していること，また，特例期間内に帰国たとし
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ても特例期間内に申請を行った地方局等において証印をされなければ，不法残留になるこ

と等について充分に説明する。

(2)現に有する在留期間内に出国し，特例期間内に帰国を予定してドる者の取扱い

在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行っていることが確認され，現に有

する在留期間内に処分を行うことが困難な場合で，在留期限内に出国し，特例期間内に帰

国することを予定している者については，現に有する再入国許可に無効 (VOID)印を押印

し，改めて再入国許可申請を行わせる。その場合，許可の有効期間は，再入国許可が効力

を生ずる日から特例期間の満了日までとする。

(3 )在留審査を担当する首席審査官等への連絡

特例期間中の者に対して再入国許可を行ったときは，当該者の在留審査を担当する首席

審査官等に，出国年月日及び再入国予定日を適宜の方法で、通報?るD

第3節有効期間

第 1 一般原則

1 在留資格をもって在留する者

再入国許可が効力を生ずる日から 3年。ただし，在留期間の満了の日(在留期限)まで

の期間於3年に満たないときは再入国許可が効力を生ずる日から在留期限までの期間

ただし，特例期間内にある者は，再入国許可が効力を生ずる日から特例期間の満了日ま

でとする。

2 特別永住者

再入国許可が効力を生ずる日から 4年

3 一時庇護のための上陸の許可を受けている者

現に許可されている上陸許可期限までの期間

第2 特則

所持する旅券の発行国又は国籍国に入国できる期聞が限定されている者(特別永住者，

居住資格をもって在留する者及び当該機関の延長を受け得ることが確実と認められる者を

除く。)については，再入国許可が効力を生ずる日から旅券の有効期間又は旅券発行国若

しくは国籍国に入国できる期間のそれぞれの満了日までの期間が第 1の1の期間を超えな

いときは，そのいずれかのうち短期の期間。

第3 効力を生ずる目の決定
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1 原則

再入国の許可日を効力を生ずる日とする。

2 特則

(1)申請人から合理的な理由をもって効力を生ずる日の指定の申出があった場合には，そ

の申出の趣旨を尊重して効力を生ずる日を決定する。

なお，合理的な理由とは，再入国許可の有効期間と在留期間の始期及び終期を一致さ

せることを目的とすること，出国日が判明しているなど効力の生ずる日を指定する目的

が明らかであることをいう。

また，効力発生日を許可日の翌日以降とした場合については，民法第 140条但し書

きの規定による。

(注)民法第 140条

日，週，月又は年によって期間を定めたときは，期間の初日は算入しない。ただし，

その期聞が午前零時から始まるときは，この限りでない。

(2 )当該許可の効力を生ずる日は許可の日からおおむね 2か月の範囲で決定する。

(注)特に特別永住者，永住者及び3年の在留期間を有する者については，申請書に記載

されている出国予定日等を勘案し，申請人に効力を生ずる日の指定を行うか否かの意

思確認を行う。

第4 効力を生ずる目の変更

1 第3の2に基づき，効力を生ずる日の決定を行った後，申請人がやむを得ない事情が生

じたとして，当初決定した再入国許可の効力を生ずる日以前に出国することを願出書(別

記第 16号様式)により申し出る場合で，効力を生ずる日を変更することにより第 1に定

める有効期間を超えるときは，地方入国管理官署において有効期限を変更する。

特に，出国時に効力を生ずる日の変更の願い出があった場合は，再入国許可の始期及び

終期が変更される旨説明し，願出人の意思を十分に確認する。

2 効力を生ずる日の変更を行うときは，日付印又はペンで修正し再入国許可証印の欄外に

入国審査官認証印を押なつする。修正のための余白がない場合には，新たな再入国許可証

印を押なつする。この場合，許可庁名，許可番号及び許可年月日は従前の再入国許可と同

ーのものとする。

(注)

3 効力を生ずる日の変更を行った場合には，電算記録の補正を本省(出入国情報管理室)

及び許可庁に依頼する。

第 1 許可証印

1 許可番号

第4節許可の方式
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申請受理番号と同ーとする。

2 許可年月日

再入国許可の証印をした年月日

第2 証印に伴う措置

再入国許可に際し，現に有効な再入国許可を所持していないか確実に確認する。なお，

有効な再入国許可が既に複数ある場合には，すべて有効で、あることから，取消しを行う必

要はない。

第3 再入国許可書の交付

1 旅券を取得することができない場合又はその者の所持する再入国許可書の査証欄に余白

がない場合については，許可の証印その他所要の記載を行った再入国許可書(施行規員.lJ531J

記第42号様式)を交付する(国籍国の旅券を取得することができないことに特段の理由が

認められない者については，旅券を取得するよう指導する。)。

なお，既に旅券に再入国許可を受けている者で，当該旅券では渡航目的地域に入国

(域)することができないなどやむを得ない事情があると認められる場合は，旅券上にあ

る証印を再入国許可書に転記し，交付する。

2 再入国許可書の記載事項等

(1)再入国許可の証印

許可書の「査証欄」に行う。

( 2 )氏名

外登表記どおり記載する。なお，アノレファベット表記の氏名がない者から希望があっ

た場合には，申請書の氏名欄にアルファベット表記の氏名を記載させ，これに基づき，

再入国許可書の氏名欄にアルファベット表記の氏名をカッコ書きで記載する。

( 3 )国籍

登録証明書に記載されている国籍を記載する。ただし，登録証明書上の国籍欄に出身

地域名が記載されている場合であっても，いずれかの国籍を有していることが判明して

いる場合は同国籍を記載する。

(4 )既に交付を受けている再入国許可書にあっては，訂正事項欄に，下記のとおり，訂正

日，新しい登録証明書番号，在留資格等を記載し，処分庁名印又は入国審査官認証印を

押印する。

余白がなくなった場合には 4ページの査証欄に記載する。

記載例:

• 01 MAR 20Q7， A1ien Registration Certificate No. : BOOOOOOOOO (処分

庁名印又は入国審査官認証印)

• 01 MAR 2007， Status of Residence : Permanent Residdent (処分庁名印又は入国審

査官認証印)

( 5)許可書を交付して再入国を許可する場合には，提出された写真 1葉を「写真」欄に貼

付した上，入国審査官認証印を契印する。なお，再入国許可書印刷アプリケーションに

より顔写真を印刷する場合には，入国審査官認証印の契印は不要。

(6 )許可書は 1名につき 1通とし，併記は行わない。
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(7)なお，再入国許可書印刷アプリケーション等による再入国許可書の作成方法等の詳細

については r再入国許可書作成要領j 参照。

3 F E 1 Sへの入力

再入国許可書を交付したときは，許可書番号をFEISに入力する。

第4 一時底護のための上陸の許可を受けている者

申請人に本国への渡航は認めていない旨口頭で伝え，再入国許可証印欄外下部に次の表

示をし，処分庁名印又は入国審査官認証印を押印する。

rooに渡航した場合には一時庇護のための上陸の許可を取り消す場合がある。 J

第 5節再入国許可書の再交付

第 1 対象

次に該当する場合は，交付の事実を確認した上で再入国許可書を再交付する。

1 出国前に再入国許可書を紛失した者から当該許可書を交付した庁に対して書面(様式は

任意)により同許可書の再交付の願出があったとき o

2 再入国許可書の交付を受けて出国中に当該許可書を紛失した者から代理人等を通じて書

面(様式は任意)により同許可書の再交付の願出があったとき。

なお，再入国許可書の再交付の願出が許可の有効期間の満了後に行われた場合であって

も，在外公館に対する再入国許可の有効期間の延長許可申請のために必要である等の事情

が認められるときは，再交付する。

3 有効期間内にある再入国許可の証印のある再入国許可書の交付を受けている者から，本

邦にあるときに当該許可書の査証欄に余白がないとして，同許可書の再交付を願出があっ

たとき。

この場合，従前に交付した再入国許可書を回収する。ただし，所持人が旅行の記念等の

ため，引き続き従前の再入国許可書の所持を希望する場合は，再入国許可書のおもて表紙

の一部を切り取った上，所持させることとして差し支えない。

4 再入国許可書の交付を受けた者が出国中に当該許可書の査証欄に余白がないとして，再

入国許可を行った庁に対し代理人を通じて書面(様式は任意)により同許可書の再交付の

願出があったとき。この場合，代理人に対し旧再入国許可書を返還するよう指導する。

第2 交付の方式

再入国許可書を再交付するときは 4ページの「査証欄」に「許可書再交付J，再交付

の年月日及び「未返還J (従前に交付した再入国許可書を回収済みの場合及び第 1の3た

だし書きの場合を除く。)を記載するとともに，再交付した許可書番号，再交付した旨及

円
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び再交付年月日を電算入力し，又は再入国許可申請受理台帳に記載する。

なお，返還を受けた庁にあっては未返還j の記載を削除し，処分庁名印又は入国審

査官認証印を押印する。

第 6節 再入国許可を受けて出国中に旅券等を紛失した者に係る取扱い

1 再入国許可を受けて出国中に旅券を紛失した者から，代理人等を通じて書面(様式は任

意)をもって再入国許可を受けていることの証明の願出があった場合には，外国人登録原

票記載事項証明書に次の要領により裏書証明を行うことにより当該許可を受けていること

の証明を行う。なお，ここでいう代理人等とは虫本人と同一世帯に属する家族及び本人の

委任を受けたことを証する書面を所持する者をいう。

(1)許可された証印と同一の事項の記載のある証印を押印する。なお，証印はシーノレ式の

ものでも差し支えない。

( 2 )押印した証印欄外に，証印のとおりの再入国を許可した事実がある旨を記載し，処分

庁名印又は入国審査官認証印を押印する。

2 再入国許可を受けていることの証明の願出が許可の有効期間の満了後に行われた場合で

あっても，在外公館に対する再入国許可の有効期間の延長許可申請のために必要である等

特別の事情が認められるときは，同様に措置する。

記載例十スタンプ式証印の場合

再入国許可

RE-ENTRY PE剛ITTO JAPAN 

|数次 MULT1 PLEI 

有効期間 From SEP.12.2000 
から

Term of 
Until 

Validitv SEP. 12.2002 
J まで

No. 東RM 123 

許可年月日 SEP.12.2000 

Date of Is~ue 

日本国法務大臣

表書きの者に対して上記のとおり再入国許可事実があることを証する。、

000入国管理局00支局00部門
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第9章在留資格の抹消

第 1節対 象

在留資格を有して在留している者のうち，次に掲げる者となったものが在留資格の抹消の対

象となる。

1 日米地位協定第 1条(a )項に規定する米国軍隊の構成員，同条 (b)項に規定する軍属若

しくは同条(c )項に規定する家族又は同協定第14条第 1項により指定を受けたものの被用

者

(注)特別永住者又は「永住者j の在留資格を有する者については，同条 (b)項に関し

ては，同条で規定されている「通常日本国に居住する者」に該当するものとみなすこ

とから，同項にいう軍属とはなり得ず，この意味でその在留資格を抹消(特別永住者

の場合は身分の喪失)することはできない。

同条(a )項又は(c )項に関しては， 日米地位協定に該当したとして特別永住者

又は「永住者j の在留資格を抹消等すると，その後，当該外国人が日米地位協定に該

当しなくなった場合に，その身分を回復することが困難又は不可能となってしまうこ

とから，原則として抹消等しない。

なお r永住者j の在留資格を有する者から日米地位協定第 1条 (a )項又は

(c)項に該当するとして在留資格の抹消の願出があった場合には，日米地位協定該

当者は，日米地位協定の適用を受け，入管法の適用を受けることはないが r永住

者j の在留資格を抹消する必要はないこと，また，抹消した場合には，その後日米地

位協定非該当となったときに，自動的に「永住者Jの在留資格を回復することができ

ないだけでなく，我が国に在留し続けられる保証はないことを説明し，それで、も強く

抹消することを求められた場合には，その旨の陳述書(任意書式)を徴した上で抹消

する。

2 国連軍協定第 1条 (e) ， (f) (通常日本国に居住する者を除く。)又は(g)項該当

者

3 日本国籍を有する者
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第 2節受 理

第 1節に規定する者から，次の書類を提出又は提示して在留資格の抹消の願1出があったとき

はこれを受理する。

1 提示書類

( 1 )旅券又は在留資格証明書

(2 )登録証明書等

( 3 )合衆国軍隊の構成員又は国連軍協定第 1条(e )項該当者にあっては身分証明書

2 提出資料

(1)在留資格抹消願出書(別記第17号様式) 1通

(2)資格外活動の許可を受けている者にあっては資格外活動許可書

( 3 )立証資料

ア 日米地位協定第 1条 (b)又は国連軍協定第 1条({)項該当者

在日米国軍又は国連軍発行め雇用予定証明書

イ 日米地位協定第 1条(c )又は国連軍協定第 1条(g )項該当者 1

在日米国軍又は圃連軍発行の構成員又は軍属との家族関係、を証する文書

ウ 日米地位協定第14条により指定を受けた者

在日米国軍及び日米地位協定第日条に基づき指定された業者が発行する雇用予定証明書

エ 日本国籍を有する者

戸籍謄本，帰化した旨の官報の告示その他日本国籍を有することを証する資料

なお，日本国籍を喪失しているのに戸籍があるとき，日本国籍を有しているのに戸籍が

ないときなど日本国籍の得喪が戸籍に反映されていないことがあり得ることから，戸籍の

存在をもって直ちに日本国民とし，戸籍の不存在をもって直ちに日本国民でないものとす

ることはできない。日本国籍の有無の確認は，戸籍記載の事実のみによって軽々に行うこ

となく，疑義のあるときは，所轄の法務局又は地方法務局に照会する。

3 受理

( 1 )願出記載内容の点検

願出を受理したときは，願出書の記載内容を点検し，不備がある場合は，願出人に補正

させる。

(2) FEISへの入力等

願出を受理したときは，申請種別，受理願出番号，受理年月日等必須事項を電算入力す
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るとともに，受理日ごとに進行管理簿(速報版)を出力する。

(3)受理番号

受理番号は，第 1章第2節第8の2 (2) に準じて付し，申請種類別の記号は fVJと

する。

第3節審 査

地方局等又は出張所の長は，第 1節に該当する者について，旅券又は在留資格証明書に押印

された証印の抹消を決定する。

なお，第 1節の 1又は2に該当する者で，法第 24条各号のいずれか又は日米地位協定に基

づく送出要請事由に該当するときは，警備部門の長等に通報する。

第4節抹消の手続

第 1 抹消の表示

抹消の決定をしたときは，現に有効な許可証印に失効(CANCELLED)印を押印し，当該証印

欄外に次のとおり記載した上，処分庁名印又は入国審査官認証印を押印する。

1 日米地位協定第 1条(a )又は(c )項該当者

fCANCELLED UNDER "THE STATUS OF FORCES AGREEMENT" MEMBER(or DEPENDENT)J 

2 日米地位協定第1条(b )項該当者

fCANCELLED UNDER "THE STATUS OF FORCES AGREEMENT"CIVILIAN COMPONENTJ 

3 日米地位協定第 14条第 1項により指定を受けた業者の職員

印刷CELLEDUNDER "THE STATUS OF FORCES AGREEMENT" CONTRACTORJ 

4 国連軍協定第 1条(e )項該当者

fCANCELLED UNDER "UNITED NATIONS FORCES AGREEMENT" MEMBERJ 

5 国連軍協定第 1条(t)項該当者

fCANCELLED UNDER "UNITED NATIONS FORCES AGREEMENT"CIVILIAN COMPONENTJ 

6 国連軍協定第 1条(g )項該当者

fCANCELLED UNDER "UNITED NATIONS FORCES AGREEMENT" DEPENDENTJ 

7 日本国籍を有する者

「日本国籍取得(又は判明)により抹消」
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第2 処分入力等

在留資格の抹消を行ったときは，処分年月日，抹消事由等を電算入力する。

第3 外国人登録の案内

在留資格を抹消したときは，登録証明書を居住地の市区町村長に速やかに返納するよう

指導する。

第5節抹消しない場合の取扱い

地方局等又は出張所の長は，抹消しない旨の決定をしたときは，願出人に対し，通知書(別

記第 18号様式)を交付する。

ヴ
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第10章証印の転記

第 1節対 象

1 新たな旅券の発給を受けた者で，当該新旅券に旧旅券に押されている現に有効な上陸許

可，在留許可又は資格外活動許可に係る証印の転記を希望するもの。ただし，新旧旅券が

重ねてつづられ，かつ，権限ある機関によりシーノレされるなど一冊の旅券としての形態を

有しているときは，証印を転記する必要はない。

2 在留資格証明書の交付を受けた者で，新たに旅券の発給を受けたもの。

3 渡航証明書に上陸許可証印を受けている者で，新たに旅券の発給を受けたもの。

4 再入国許可書に有効期間内にある再入国許可の証印を受けている者で，新たに旅券の発

給を受けたもの。

なお，再入国許可書の査証欄に余白がなくなったことによる新たな再入国許可書の交付は，

第8章第5節に定めるところによる。

第 2節手 続

第 1 提出書類及び提示書類

証印転記願出書(別記第 19号様式) 1通を提出させ，新旅券とともに旧旅券，上陸特

別許可証明書，在留資格証明書又は再入国許可書を提示させる。

なお，旅券の紛失・盗難による新たな旅券への証印の転記の場合は，必要に応じ警察署

等の発行する紛失証明書等を提出させる。

第 2 受理

1 第 1節に掲げる者から，第 1の書類を提出及び提示して証印の転記の願出があったとき

は，当該願出を受理する。

2 本人に代わって，父，母，子，親族，監護者その他の同居者又は申請取次者が願出をす

ることがで、きる。

第3 証印転記の手続
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地方局等又は出張所の長は，証印転記を行うことを決定したときは，次の要領により旅

券又は再入国許可書に証印の転記を行う。

1 転記を要する証印と同一の事項の記載のある証印を押印する。なお，内容が同一であれ

ば，スタンプ式証印をシーノレ式証印により転記しても差し支えない。

2 転記した証印欄外に次の例により記載する。

記載例:① 旧旅券から新旅券に転記した場合

f I日旅券第 号より転記」

fTRANSFERRED FROM THE OLD PASSPORT NO. J 

② 在留資格証明書から旅券に転記した場合

「在留資格証明書から転記」

③ 再入国許可書から旅券に転記した場合

「再入国許可書から転記」

3 転記した証印欄外に，処分庁名印又は入国審査官認証印を押印する。

4 旧旅券に押印されている証印に使用済(USED)印を押印する。

5 在留資格証明書，再入国許可書の交付を受けていた者が新たに旅券の発給を受けた場合

は，それら証明書を回収する。

第4 再入国許可を受けて出国中に旅券を紛失した者に係る取扱い

第 8章第 6節参照。
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第11章特別永住

第 1節 平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫

1 次に掲げる者は r平和条約国籍離脱者j として取り扱う。

(1)準引揚者

日本国籍を有しないが日本国との平和条約第11条に掲げる裁判Jによる拘禁を解

かれた者若しくはその陸海軍に属していた者又はこれに類似する境遇にあったことにつ

き十分な証拠のある者をいう。

( 2 ) 韓国義勇軍帰還者

平和条約発効前に占領軍の手により帰還部隊の一員として帰還した者で，戦前から

引き続き在留していたもの。

2 日本人母の非嫡出子として出生後「平和条約国籍離脱者j である韓国・朝鮮人又は台湾

人の父に認知され，日本国籍を離脱した者の特例法の「平和条約国籍離脱者J又は「平和

条約国籍離脱者の子孫」への該当性

( 1 )終戦後から平和条約発効の日(昭和27年4月28日)までに出生した場合

ア 認知が昭和20年 9月 3日から昭和25年12月 5日の聞に行われたもの

内地人が朝鮮人又は台湾人の父に認知された場合は，認知した父の戸籍である外地

籍に入籍されていたことから，平和条約発効の日に日本国籍を離脱したため r平和

条約国籍離脱者」に該当する。

イ 認知が昭和25年12月6日から平和条約発効の日(昭和27年4月28日)の聞に行われ

たもの

「内地人が朝鮮人または台湾人に認知された場合，認知のなされた旨を子の戸籍に登

載することにとどめ戸籍から除かないことJ (昭和25年12月 6日付け民事甲第3069号

法務省民事局通達)Jにより，平和条約発効の日においては内地の戸籍に入籍してお

り，日本国籍を離脱することはなかったため r平和条約国籍離脱者j に該当しない。

ウ 認知が平和条約発効後に行われたもの

平和条約発効の日において内地籍に入っており， 日本国籍を離脱することがなかっ

たため r平和条約国籍離脱者」に該当しない。

(2)平和条約発効後に本邦で出生した場合

実父が「平和条約国籍離脱者」であるため，出生後引き続き本邦に在留していれば，
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「平和条約国籍離脱者の子孫」に該当する。

3 平和条約の発効により日本の国籍を離脱した者又はその子孫が日本の国籍を取得した後

再び国籍法の規定により日本国籍を失った場合の特別永住許可

(1)平和条約の発効により日本の国籍を離脱した者又はその子孫で，平和条約発効後特例

法施行までの聞に日本の国籍を有したことがある者で、あっても，同法施行前に外国人左

なり，同法施行時に外国人として在留している者は，特別永住許可の対象となる。

( 2 )平和条約の発効により日本の国籍を離脱した者又はその子孫で，日本の国籍を取得し

て特例法施行時に日本の国籍を有していた場合は，その後に外国人となっても特別永住

許可の対象とならない。

(3 )平和条約の発効により日本の国籍を離脱した者又はその子孫は，法定特別永住者，既

に特別永住許可を受けた者，いまだ特別永住許可を受けていない者のいずれであっても，

特例法施行後に日本の国籍を取得した場合は，その後外国人となっても特別永住許可の

対象とはならない。

第2節法定特別永住者

入管特例法第2条に定める平和条約国籍離脱者又は平和条約国籍離脱者の子孫で，特例法施

-行(平成 3年11月 1日)の際に次のいずれかに該当するものは，改めて申請を行うことなく"

「特別永住者」として本邦に永住することができる者である。

1 法126-2-6該当者

2 協定永住者の許可を受けている者

3 永住者(旧表示4-1-14)の在留資格をもって在留する者

登録原票等の在留の資格は「永住者」又は f4-1-14J と記載されているが f永住

者」又は f4-1-14J と記載されている者のすべてが法定特別永住者ということではなく，

そのうち「平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の子孫」に該当する者が法

定特別永住者である。

4 旧在留資格「平和条約関連国籍離脱者の子(旧表示4-1-16-2)Jをもって在留する者

(注) 1 外国人登録事務の取扱い(居住地の市区町村)

(1)上記 1及び2については，市区町村限りで在留の資格及び在留期間について外国

人登録原票への変更登録及び登録証明書への変更の記載等(以下，変更登録等)を

行う。
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( 2)上記 3については特別永住者名簿」に登載されている者のみ市区町村限りで

変更登録等を行い，同名簿に登載されていない者で、法定特別永住者に該当する可能

性があると思料される場合には，該当の有無について入国管理局長あて照会を行い，

法定特別永住者と判明した者について変更登録等を行うこととしている。

( 3)上記4について，特例法施行時に在留期間内にある者については，変更登録等を

行う。在留期聞が経過している者については，地方局等又は出張所に出頭するよう

指導する。

2 特別永住者名簿

特別永住者名簿は，登録原票に在留の資格が「永住者 (4-1-14) Jと登録されてい

る者について，その者が特例法第 3条第 1号ハに該当する特別永住者で、あることを確

認し得るように作成されたもので，地方局等，出張所及び各都道府県あて送付されて

し、る。

第3節第4条申請

第 1 対象

入管特例法第2条に定める平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第

3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるもの

第 2 申請期間

第 1の当該事由が生じた日から60日以内に居住地の市区町村において行う。 60日を経過し

て行われた申請は，特別の事情がない限り，原則として受理せず，地方局等又は出張所にお

いて在留資格の取得許可申請を受理し，処分を行った上で特例法第5条による特別永住許可

申請を行わせる。

第3 特例法第4条該当者から在留資格の取得許可申請が行われた場合の取扱い

1 特例法第4条規定の特別永住許可申請を行った後に在留資格の取得許可申請が行われた

場合

(1)在留資格の取得許可申請は受理せず，特例法第4条による特別永住許可申請に係る処

分の結果を待つように指導する。

(2) (1)の指導を行った後においても早急に再入国許可が必要である等，在留資格の取

得許可申請を行いたい旨申し出があった場合は，特例法第4条による特別永住許可申請

の取り下げを指導した上，次のとおり取り扱う。
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ア 申請人(代理申請人を含む。)から，特別永住許可の申請を行った市区町村の長あ

での同申請を取り下げる旨の書面を提出させた上で，在留資格の取得許可申請を受理

する。

イ アによ、り措置したときは，在留資格取得許可申請書の写し及び取り下げる旨の同書

面の写しを本省(入国在留課永住審査係)に速やかに送付する。この場合，取り下げ

る旨の同書面(本信)は，申請人の面前において，特例法第4条の規定に基づき特別

永住許可申請を行った市区町村の長あてへの郵送用封筒を作成し，それに同書面を収

納し，封をした上で発送する。

ウ 在留資格の取得許可申請を受理した後における特別永住許可の申請は，入管特例法

第5条の規定により行うこととなる。

エ 在留資格の取得許可申請に係る処分に際して付与する在留資格は永住者」以外

のものとする(r永住者」の在留資格が付与された者は，その後，特例法第5条の適

用が受けられなくなる。)。

( 3 )申請人が在留資格の取得許可を受けた後に，再入国許可の申請又は特例法第5条規定

の特別永住許可申請を行った場合は，これを受理して差し支えないが，特別永住許可書

が交付されるまでは特別永住の許可を受けたものとはならないことを説明する。

2 特例法第4条規定の特別永住許可の申請を行う前に在留資格の取得許可申請が行われた

場合の措置

( 1 )在留資格の取得許可申請を受理し処分して差し支えない。

( 2 )その他の措置は，上記 1 (2) ウ及びエ並びに同(3) と同様の取扱いとなる。

第4節第5条申請

第 1 対象

入管特例法第2条に定める「平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の子孫」に

該当する者で，法別表第 2の上欄の在留資格(r永住者」の在留資格を除く。)をもって在

留するもの。

具体的には，次の者等が該当する。

1 法126-2-6該当者の孫以下の世代の者で，永住許可を受けていないもの

( 1 )旧在留資格 r4-1-16-2Jの子の在留資格(r4-1-16-3J )を取得し，以後在留期間の

更新を行い在留する者及びその子孫
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( 2 )特例法第4条の対象者で，申請期間60日を経過した者

(3 )特例法第4条の対象者で，申請期間にあるが，早急に再入国許可を要する者

なお，上記 (2)及び (3)については，在留資格の取得許可申請を受理し処分を行っ

た後，第5条による特別永住許可申請を受理する。

2 元法126-2-6該当者，協定永住者等として在留していた者で刑罰法令違反等により退去強

制手続を受け，在留特別許可により「定住者」等の在留資格をもって在留する者及びその

子孫

(注)本邦外出生子に係る取扱い

入管特例法第 2条に定める「平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の子孫」

の直系卑属として本邦以外で出生した者で，次のいずれかに該当するものは，本条の特別

永住許可の対象として取り扱うこととする。

なお，当該出生子が，居住資格をもって在留している場合は，そのまま特別永住許可申

請を受理して差し支えないが，活動資格をもって在留しているときは，在留資格の変更許

可申請(r永住者」を除く居住資格への変更)を行わせ，当該申請を許可の上特例法第 5

条の特別永住許可申請を受理する。

(1)再入国許可を受けて出国中の母から本邦外で出生し，母の再入国許可期間内に入国し

た当該出生子に係る申請で，次のいずれかに該当するもの

ただし，当該出生子を出産後の母の最初の入国に同伴する当該出生子の最初の入国に

限る。

ア 入国後 60日以内に行われたもの

イ 入国後 60日を経過した場合ιおいて，その理由が次のいずれかに係るもの

(ア)親権者及び後見人が共にいないか又は明らかでなかったことに起因する場合で，

親権者及び後見人が選任され又は明らかになった後遅滞なく(おおむね 1月以内)

申請が行われたとき

(イ)天災等やむを得ない事由(親権者又は後見人の疾病その他身体の故障を除く。)

に起因する場合で，当該事由がなくなった後遅滞なく(おおむね 1月以内)申請が

行われたとき

(ウ)親権者又は後見人の疾病，身体の故障その他のやむを得ない事由に起因するもの

であるとき(遅延期聞がおおむね 2月以内)

(2)母が日本人で，当該母の出国後 5年以内に入国した当該出生子(日本国籍を有してい

ない者に限る。)に係る申請で次のいずれかに該当するもの

ただし，当該出生子を出産後の母の最初の帰国に同伴する当該出生子の最初の入国に
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限る。

ア 入国後 60日以内に行われたもの

イ 入国後 60日を経過した場合において')その理由が(1)イ(ア)から(ウ)のい

ずれかに該当するもの

( 3 ) ( 1 )又は (2) に該当しないが，それと類似する特別の事情を有していると認めら

れるもの

(4)昭和50年10月3日から平成4年 8月 5日までに入国した協定永住者以外の平和条約国籍

離脱者の直系卑属たる本邦外出生子及び特例法施行後平成4年8月 5日までに入国した

協定永住者の直系卑属たる本邦外出生子であって，母の出産後における最初の入国に同

伴、して最初に入国したもの

(理由)平和条約国籍離脱者の直系卑属として母の再入国許可を受けての出国中(母が

日本人の場合は，母の出国中。以下これらを『再入国出国中』という。)に本邦外

で出生し，母の出産後における最初の入国に同伴して最初に入国した者については，

平成4年8月6日以降に申請があった者について特別永住許可の対象としていた。

また，特例法施行前においては，昭和50年10月3日以降，協定永住者の子として母

の再入国出国中に本邦外で出生した者について，同様に協定永住許可の対象者とし

て取り扱うものとしていた。しかし，特例法施行日以降平成4年 8月 5日までの間 v

(約 9か月間)の本邦外出生子については，その対象とされておらず，また，昭和

50年10月 3日から特例法施行までの聞においては 協定永住者の本邦外出生子のみ

を対象としていたため，協定永住者以外の平和条約国籍離脱者の直系卑属たる本邦

外出生子は，特別永住者以外の法的地位で在留することとなった。このように，平

和条約国籍離脱者の直系卑属たる本邦外出生子の聞に法的地位の差異が生じていた

ことから，上記のとおり取り扱うこととしている。

第2 申請

1 申請人の出頭

(1)申請は， (2) に該当する場合を除き，申請人本人が地方局等又は出張所に出頭して

行う。

(2) 代理申請

ア 申請人が 16歳に満たない者である場合の申請は，親権を行う者又は後見人が出頭

して行う。

なお，親権を行う者は，子の本国法が(存命の)父又は母の本国法と同一である場

合，子の本国法による(法例第21条)。
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例えば，韓国民法が適用される場合においては，我が国民法と同様に満20歳で成年

となり，未成年である子は父母の親権に服することとなっているところ，同じく「親

権を行う者は，その親権に服する子に代わって親権を行使するj と規定されているの

で，母親権者が未成年の場合，婚姻していれば成年者とみなされその子(申請人)の

親権者となるが，未婚の場合は，当該母の親権を行う者(通常はその父母，つまり申

請人の祖父母)が親権を行う者となる。

イ 申請をしようとする者が疾病その他身体の故障により出頭することができないとき

は，申請をしようとする者の配偶者又は同居の親族，その他の親族又は同居人がこ

の順位により出頭して行う。

(3 )代理人がない場合で、あって，矯正施設に収容されている者(以下「在監者」とい

う。)から矯正施設の長を経由して申請書類の送付があったときは，同申請を受理する。

ただし，この場合，申請書等が在留期間満了目前に発出されなければならず，また，在

監者の外国人登録上の居住地を管轄する地方局等に送付されなければならない。

2 申請受理期間

(1)申請人が現に有する在留期間満了日以前に申請があった場合に受理する。

(2 )在留期間満了日等を超えている者については，次により措置する。

ア 在留資格の変更，在留期間の更新，在留資格の取得許可申請等を受理することがで

きると思料される場合には，同申請を行わせた上，それに対する処分を行い，その後

特例法第5条に定める特別永住許可申請を行うことができる旨指導する(永住許可申

請の場合には，当該許可を受けた後は特例法第 5条の適用外となるので，申請人にそ

の旨を説明する。、)。

なお，市区町村長は，平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により法第 3

章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるもの(特例法第4

条第 1項該当者)からの当該出生その他の事由が生じた日から 60日を超えて行われ

た申請は，特別の事情がない限り，原則として受理しないこととなっている。

イ 「平和条約関連国籍離脱者の子(旧 4-1 -1 6 -2) Jの在留資格を有していた

者で，特例法施行前に同在留期限が経過しているものについては，その取扱いについ

て本省(入国在留課)に照会する。この場合，退去強制手続の結果，在留特別許可さ

れた者は，特例法第5条に定める特別永住許可申請を行うことができる。

第3 申請書類

1 提示書類

(1)申請人が出頭する場合
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ア登録証明書

イ 有効な旅券を所持する者にあっては，旅券。在留資格証明書を所持する者にあって

は，同証明書。

( 2 )代理人が出頭する場合

( 1 )に掲げる書類に加え，後見人又は親権代行者(児童福祉法第47条にいう施設

の長)等が申請を行う場合は，その関係を証する書類

(注)第 1の(注) r本邦外出生子の取扱い」に該当する場合

(1)及び(2) に掲げる書類に加え，当該出生子及び母の旅券(又は再入国許可

書)

2 提出書類

(1) 申請人が出頭する場合

ア 特別永住許可申請書(特例法施行規則別記第 2号様式) 1通

イ 「平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の子孫」であることを証する書

類 (r平和条約国籍離脱者」又は「平和条約国籍離脱者の子孫」である父又は母の登

録証明書，登録原票記載事項証明書，陳述書等 1通

(2 )代理人が出頭する場合

(1)に掲げる書類に加え，次の書類

ア 親権者が 16歳に満たない子に代わって申請を行う場合は，親権者であることを証

する書類。ただし，親権者及び子の登録証明書又は出生届出証明書等により親子関係

が認められるときは，提出を省略させることができる。

イ 申請人本人 (16歳末満の場合を除く。)が出頭できないことを証する書類(医師

の診断書，事故証明書等)

ウ 後見人又は親権代行者(児童福祉法第47条にいう施設の長)等が申請を行う場合

は，その関係を証する書類(提出可能な場合)

(注)第 Iの(注) r本邦外出生子の取扱い」に該当する場合

(1)及び (2) に掲げる書類に加え，次の書類

ア 当該出生子の出生証明書又は戸籍謄本 1通

イ 本邦出国後，再び本邦入国(帰国)するまでの当該家族が海外で生活することにな

った事情についての陳述書

第4 受理に伴う措置

1 FEISへの入力等

(1) FEISへの入力を行う。
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(2 )申請受理番号は，通常の永住許可申請とは別に，申請を受理した順に暦年別一連番号

を記入し，申請種別記号は rS Jとする。

2 申請受理票の交付

旅券を提示する場合で、あっても，申請受理票を交付する。

3 申請書官用欄へのコード記入

( 1 )申請書官用欄へのコード記入は処理要領集」に定めるところにより正確に記入す

る。

( 2) 出張所にあFつては，申請受理番号の記載については，コードの欄にではなく，官用欄

内の下部余白に行う。

(3 )特例法第5条申請に関するコードは，次のとおり。

1 記録区分コード・・・・・・… 325

2 許可の事由コード・・・・・・・・… 1

3 不許可の事由コード

非 12 6系統・・・・・・・・・・・・… 4

在留の継続なし・・・・・・・・・・… 5

本邦外出生・・・・ ............6

取消し・・・・・・..…・・ ........7

4 台帳区分コード・・・・・・・・… 13 

4 出張所において受理した案件

地方局等の長は，出張所の長からの進達案件を受理した際には 1に準じて電算入力す

る。電算入力に際しては，許可番号は地方局等で付したものとするが，受理年月日は出張

所で受理した年月日とする。

第5 審査

1 地方局等における審査

地方局等の長は，提出された申請書類，申請人の陳述，地方局等保管の記録(本省保管

の記録を含む。)等により，申請人が第 1の「対象者」に該当するか否かを審査し，その

該当者であると認め，専決により許可の決定をしたとき又は進達の結果許可すべき旨の通

知を受けたときは，特別永住を許可する(出張所の長から進達のあった案件についても同

じ。)。なお，申請人が不法入国容疑又は不法上陸容疑により，退去強制手続を受けてい

る場合は，当該手続の結果を待って許可又は不許可の決定を行う。

2 出張所における審査及び進達

(1)出張所の長は，提出された申請書類，申請人の陳述，出張所保管の記録等により，申
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請人が第 1に掲げる者であるか否かを審査し，その審査結果に関する所見を申請書官用

欄余白に記入した上，その属する地方局等の長あてに進達する。

(2 )進達の際は，申請書類に出張所保管の記録を添えて行い，出張所においては申請書の

写しを 1部作成し，申請番号順に編てっして保管する。

第6 専決及び進達

1 地方局等の長は，許否の決定に際し，第 1に掲げる者であるか否か判断できない案件及

び許可要件を具備しないものと認められる案件については，本省に進達する。

2 第 1の(注) ["本邦外出生子の取扱い」に該当する者からの申請を受理したときは，一

件書類を添えて本省に進達する。

第7 処分

地方局等の長は，許可を決定したときは，特別永住許可書(年月日は空欄)を作成する。

なお，年月日は，実際に当該処分等を行う年月日を次の取扱いにより記入する。

1 許可案件

( 1 )地方局等において受理した案件

ア 許可番号は，申請受理番号と同ーとする。

イ 申請人に対し出頭通知書を郵送し，又は電話により出頭するよう通知し，出頭通知

年月日を電算入力する。

ワ 出頭通知を受けた申請人(上記第 3の2 (2) により代理申請した者を含む。)が

出頭したときは，特別永住許可書を交付する。

エ 特別永住許可書の年月日は，実際に当該許可書を交付する年月日を記載する。

オ許可事実を電算入力する。この場合["処分年月日」欄には特別永住許可書を交付

する年月日を入力する。

(2 )出張所において受理した案件

地方局等の長は，出張所の長から進達された案件については，次により措置する。

ア 特別永住許可書の年月日は，当該許可書を交付する出張所における交付の年月日を

記載する。

イ 許可事実を電算入力する。この場合["処分年月日」欄には出張所の長あてに特別

永住許可書を送付した年月日を入力する。

('3 )出張所における措置

地方局等の長から特別永住許可書の送付を受けた出張所においては，次により措置す

るs

ア (1)イ及びウにより申請人に対する出頭通知等を行う。
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イ 特別永住許可書の年月日は，実際に当該許可書を交付する年月日を記載する。

ウ 送付を行った地方局等の長あてに交付年月日を報告する。

(4 )許可書の保管

出頭通知を行った後において，申請人が特別永住許可書の受領に出頭しない場合は，

同許可書は，申請を受理した地方局等又は出張所において保管する。

なお，特別永住許可書の用紙は，本省から地方局等に配付しているところ，地方局等

の長は，特別永住許可書の保管数，使用状況及び受理状況を常に把握できる状態で保管

するとともに，その管理には十分注意する。

2 不許可案件

(1)地方局等において受理した案件

ア 申請人に対し不許可通知書を郵送し，又は出頭を求めて交付する。

イ 不許可通知書の年月日は，当該通知書を郵送又は交付する年月日とする。

ウ 不許可事実を電算入力する。この場合処分年月日」欄には不許可通知書の郵送

又は交付年月日を入力する。

(2) 出張所において受理した案件

ア 地方局等の長は，不許可の決定をしたときは，不許可通知書を出張所の長に送付す

る。

イ 不許可通知書に記載する申請年月日及び申請番号は，出張所における申請年月日及

び申請番号を記載する。

ウ 不許可通知書の年月日は，当該通知書を交付する出張所において記載する。

エ 不許可事実を電算入力する。この場合処分年月日」欄には出張所の長あて不許

可通知書を送付した年月日を入力する。

(3 )出張所における措置

地方局等の長から不許可通知書の送付を受けた出張所においては，次により措置する。

ア (1)のアにより不許可通知等を行う。

イ 不許可の通知書の年月日は，実際に当該通知書を郵送又は交付する年月日とする。

ウ 送付を行った地方局等の長あてに郵送又は交付年月日を報告する。

3 在監者に対する措置

(1)地方局等の長は，第2の1 (3) により申請を受理した在監者に対する特別永住許可

書又は不許可通知書の交付を行うときは，矯正施設の長に依頼する。

(2)許可又は不許可処分に伴う措置は 1又は2と同様に行うが，処分年月日、については，

矯正施設の長あてに特別永住許可書等を送付する年月日とし，進行管理簿(速報版)に
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交付依頼した旨を付記する。

第8 外国人登録等に関する指導

特別永住許可書を交付したときは，速やかに外国人登録法に規定する手続を所定の期間

内に居住地の市区町村において行うよう申請人に指導する。

不許可通知書を交付する場合において，申請人が有する残余の在留期聞がおおむね2月

以内であるときは，在留期間の満了日以前に在留期間の更新許可申請等を行う必要がある

旨指導する。

第 5節特別永住許可の取消し

特別永住の許可処分後にその者が許可要件を具備していないと認めたときは，それに関する

資料及び意見を付して当該許可処分の取消しの可否について本省にりん請する。

第 6節 その他の留意事項

1 再入国許可申請の取扱い

(1)再入国許可の申請においては，登録証明書上の在留の資格だけでなく，電算記録及び

特別永住者名簿を確認し，また必要に応じ本省(入国在留課)へ照会する等により，申

請人の在留資格の確認を確実に行う。

(理由)法定特別永住者については入管特例法の施行に伴い市区町村限りで登録証明書

上の在留の資格が「永住者J，協定永住」又は「平和条約関連国籍離脱者の子」等か

ら「特別永住者」へ変更されることとなっており，また，入管特例法第4条の対象者に

ついては市区町村において特別永住許可申請手続が行われることとなっているが，法定

特別永住者に該当する者の登録証明書が「永住者j のまま変更されていない，法定特別

永住者ではない者の登録証明書に「特別永住者」と誤記されている，入管特例法第4条

に基づく特別永住許可申請を行うことなく在留資格未取得の者の登録証明書に「特別永

住者」と記載されている等の例が見られるため，確認を要する。

(2) 申請人の登録証明書上の在留の資格が「永住者」であるが法定特別永住者に該当する

と思料される場合及び登録証明書上の在留の資格は「特別永住者」であるが特別永住者

に該当しないと思料される場合は，申請人に対して，居住地の市区町村へ在留の資格の

確認を申し出るよう案内する。
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2 入管特例法第4条に定める申請を行うべきであるにもかかわらず入管法の在留資格取得許l

可申請を行おうとする中国(台湾)人又は台湾系無国籍者等に係る取扱い

( 1 )特例法施行の際，大陸系の中国人も相当数在留していることから，誤ってこれら中国

人を特別永住者名簿に登載することのないよう，電算の登録系記録及び出入国系記録の

双方の本籍地が「台湾」となっている者のみを特別永住者名簿に登載することとした結

果，中国(台)人文は台湾系無国籍者等の中には，法定特別永住者であるにもかかわら

ず，同名簿に登載されず，外国人登録又は電算記録に「特別永住者」として記録されな

いままになっている者が存在する。

これらの者が「特別永住者」として記録されていないために，その子孫の出生，国籍

離脱等を理由とする在留資格の取得許可申請において入管法上の在留資格が付与されて

いる事例があるため永住者」の在留資格を有する中国(台)人又は台湾系無国籍者

等を父又は母とする者から，在留資格の取得許可申請があったときは，その者の父又は

母が法定特別永住者又は特別永住者に該当するのか否かについて個人記録，外国人登録

記録等により確認し，法定特別永住者又は特別永住者に該当する者の発見に努める。

なお，これらの者が法定特別永住者又は特別永住者に該当するか否か判断できない場

合は，本省(入国在留課)あて照会する。

(2 )措置

ア 上記(1)において父又は母が法定特別永住者又は特別永住者に該当することが判

明した場合

(ア)申請人が日本の国籍を離脱した日又は出生その他の事由が生じた日から60日以内

に行われた申請は，申請人に対し入管特例法の第4条の特別永住者に該当する

者であり，在留資格の取得許可申請の必要はない。」旨の説明を行う。

なお，出生の日から60日という申請期限が迫っており，必要書類等を添えて市区

町村に申請を提出しようとすると申請期限を徒過するおそれがある場合又は申請人

がこの指導に応ぜず地方局等又は出張所での在留資格の取得を主張する場合は，当

該申請を受理の上，法別表第 2の上欄の在留資格(永住者の在留資格を除く。)の

うち申請人の我が国における活動及び地位等により相当と認められるものを許可し

た上で，入管特例法第5条に規定する特別永住許可申請が可能である旨を説明し，

当該申請があれば特別永住を許可する。

かかる指導にもかかわらず，申請人が特別永住許可申請を行わず，入管法上の永

住者の在留資格の取得を希望したことにより，永住者としての在留資格の取得を許

可したときは，申請書官用欄に入管特例法第4条の申請を案内したが，申請人
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(又は申請人の代理人)は，入管法上の永住者の資格を希望。」等と記録にとどめ

てく。

(イ)日本の国籍を離脱した日又は出生等の事由が生じた日から60日を超えて申請書を

提出しようとする場合で、あって，特別受理相当と決定したときの取扱いは， (ア)

のなお書きの在留資格取得許可申請期限の徒過事案の処理と同様に措置する。

イ 上記(1)において父又は母が法定特別永住者又は特別永住者に該当しない場合に

は，次回同父母の他の子供の在留資格の取得許可申請があったときの判断を容易にす

るために，同人らの個人記録の適当な場所に「法定特別永住者非該当」又は「特別永

住者非該当」と可能な限り朱書きしておくこと。

( 3 )本省への報告等

ア 地方局等又は出張所の長は，当該申請人の父又は母が特別永住者に該当すると判断

したときは，当該外国人に外国人登録事務を行っている市区町村の窓口において，外

国人登録上の在留の資格を「特別永住者」に変更登録をするよう案内をするとともに，

処理要領集所定の「マスタ記録の変更・訂正依頼について」により在留資格の変更に

ついて本省(登録課)あて報告する。

イ 地方局等の長は，上記(1) (なお書きの場合を除く。)により，特別永住者と認

定した場合には，記録等の写しを添付の上，地方局又は支局別にとりまとめ本省(入

国在留課)あて送付する。

3 特別永住許可書紛失者に対する特別永住許可の証明

特別永住許可を受けた場合，許可を受けた日から14日以内に居住地の市区町村長に対し，

変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して，その記載事項(外登

法第4条第 1項第13号，第14号)の変更の登録を申請しなければならないこととなってい

る(外登法第9条第 1項)。入管特例法第5条による特別永住許可を受けた者が，変更登

録申請を行う前に特別永住許可書を紛失した場合には，地方局等又は出張所において当該

登録原票記載事項証明書に裏書きすることにより特別永住許可の証明を行うこととする。l

-93 -



(参考)裏書きの参考書式

許可年月日 平成00年00月00日

許可番号 0000
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表書きの者に対して上記記載事項のとおり特別永住許可がなされた

ことを証明する。

平成00年00月00日

一間一日印
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第 12章 構造改革特別区域法及び地域再生法に基づ、く特例措置

第 1節構造改革特別区域法関連

構造改革特別区域法(平成 14年法律第 189号。以下「特区法」という。)第 3条第 1項

に基づき閣議決定された構造改革特別区域基本方針(平成 15年 1月24日決定)において，

当局が特例措置を講ずるものとして，現在特定事業等に係る外国人の入国・在留諸申請優

先処理事業J， r特定事業等に係る外国人の永住許可弾力化事業J， r外国人研修生受入れに

よる人材育成促進事業」及び「地方公共団体の助成等による外国企業支店等開設促進事業」が

定められている。

特区法に基づき，上記事業に係る特区計画が認定された場合の入国・在留審査事務の取扱い

は，以下のとおりとする。

なお，当該事業を含む特区計画が認定された場合には，当該特区計画を本省から地方入国管

理局長・支局長あて通知し，また，当該認定を受けた地方公共団体名等を記載したりスト(特

区計画・再生計画認定一覧表)を，入管WANに掲載する。

第 1 特定事業等に係る外国λの入国・在留諸申請優先処理事業

l 特区内における当該特区の特定事業等に係る外国人の入国・在留諸申請を優先処理する

特例措置を講ずる。

なお，特例措置が認められる要件は，以下のとおりである。

(1)本事業が単独で行われるものではなく，他の特定事業と併せて実施されるものである

こと。

( 2 )本事業と併せて実施される他の特定事業又はその関連事業が，これらの事業の遂行に

必要な業務に外国人が従事する又は従事することが予定されているものであること。

( 3)本事業の対象となる特定事業又はその関連事業の名称，実施主体及び開始時期並びに

外国人が実際に活動する公私の機関及びその施設の名称，所在地及び当該活動内容が"

特区計画において明示されていること。

(注)1特定事業とは，地方公共団体が実施し又はその実施を促進する事業である。

2 関連事業とは，特定事業に関連する事業として，特区計画に記載された事業をいう。

2 本特例措置の対象者及び措置の内容については次のとおりとする。

(1)対象者
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ア 「特定事業等に係る外国人の入国・在留諸申請優先処理事業」を実施する特区として

内閣総理大臣が認定した特区内において，当該特区の特定事業又はその関連事業の遂

行に必要な業務に従事する外国人

イ アの扶養を受ける家族である外国人

( 2 )措置の内容

ア 地方入国管理局，同支局及びこれらの出張所(空・海港のみを分担する支局及び出張

所を除く。)においては，上記(1)の者に係る専用の申請窓口を設ける。

特区専用の窓口を設けることが困難な場合には，既存の申請窓口を併用することとし

て差し支えないが，特区に係る外国人のための申請窓口であることが明確になるよう，

表示板等を設置する。

(例)構造改革特別区域関係申請窓口

イ 上記(1)の者に係る入国・在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請，資格外活動

許可申請，在留資格変更許可申請，在留期間更新許可申請及び在留資格取得許可申請)

があった場合は，上記アの申請窓口において，速やかにこれを受理する。

ウ イで受理した案件については，特に迅速な審査が行われるように，他の案件と区別し

て優先的に処理する。

第2 特定事業等に係る外国人の永住許可弾力化事業

1特区内において当該特区の特定事業等に係る外国人であって，これらの事業において我が

国への貢献があると認められる者について，永住許可の要件のうち，必要な在留実績を短縮

する特例措置を講ずる。

なお，本特例措置が認められる要件は，以下のとおりである。

(1)本事業が単独で、行われるものではなく，他の特定事業と併せて実施されるものであるこ

と。

(2 )本事業と併せて実施される他の特定事業又はその関連事業が，これらの事業の遂行に必

要な業務に外国人が従事する又は従事することが予定されているものであること。

(3 )本事業の対象となる特定事業又はその関連事業の名称，実施主体及び開始時期並びに外

国人が実際に活動する公私の機関及びその施設の名称，所在地及び当該活動内容が，特区

計画において明示されていること。

(注)特定事業又はその関連事業については，上記第 1の1 の(注)1及び2を参照のこと。

2 本特例措置の対象者及び措置の内容は次のとおりとする。

(1)対象者

特区内において，当該特区の特定事業又はその関連事業において我が国への貢献があると
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(2)措置の内容

第 3分冊第 10編

ア 上記(1)の者については，第 12編第2章第 27節第 1の2 (6) に当たるものと

し，必要な在留実績については，引き続き 3年以上本邦に在留していることで足りるも

のとする。

イ 上記 (1 )の者に係る永住許可申請に際しては，第 12編第2章第 27節第2に定め

る資料の提出を要するところ，同第2の3については，当該申請人に係る当該特定事業

又はその関連事業における業績及び我が国への貢献度が明らかになる資料を提出させる。

ウ 本省への進達は，申請書，意見書及びその他関係書類を添えて個別に進達する。

第3 外国人研修生受入れによる人材育成促進事業

1 本邦に上陸しようとする外国人から，下記2により特定された本邦の公私の機関(外国

人に対する研修が 3年以上引き続き行われており，かっ，過去3年間適正に実施している

と認められるものに限る。)において「研修」の在留資格に係る活動を行うものとして，

在留資格認定証明書交付の申請があった場合には，当該外国人に係る 5号特例告示第7号

ホの表の 50人以下の項の下欄の規定(以下「人数枠」という。)の適用については，同

下欄中 f3人」とあるのは f6人」とする特例を認める。

なお，本特例措置が認められる要件は、以下のとおりである。

(1)当該特区内に，研修生を受け入れようとする業種に属する事業を行う事業所が相当程

度集積しており，かつ，当該業種が当該地域の主たる産業であること。

( 2 )上記(1)の業種に属する事業について当該特区が次のいずれかに該当することによ

り，研修生派遣固との聞に密接な経済的交流があると認められること。

ア 当該業種に属する事業を行う特区内の事業所全部の研修生派遣固との当該事業に係

る取引額の合計が過去 1年聞に 10億円以上であること。

イ 当該業種に属する事業を行う特区内の事業所の半数以上が研修生派遣国において直

接投資を行っていること。

(3 )当該特区内において研修又は技能実習に従事し過去 1年間に帰国した者の大半が，帰

国後本邦において修得Lた技術，技能又は知識を要する業務に従事していることが確認

されていること。

(4) 当該特区に係る有効求人倍率が，全国又は当該特区が属する都道府県の有効求人倍率

を上回っていること。

2 上記 1の認定を申請する地方公共団体は，その設定する特区内において，人数枠の特例

を受けて外国人研修生を受け入れようとする機関を特定していること。
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3 本特例措置に係る審査方法等は，第 12編第 24節第 2の8を参照のこと。

第4 地方公共団体の助成等による外国企業支庖等開設促進事業

1 本邦に t陸しようとする外国人から，当該外国人が稼働する外国企業に対して地方公共

団体が助成の対象として指定し又は地方公共団体等(地方公共団体及び第三セクター(地

方公共団体の出資の比率が 2分の 1以上の商法・民法法人に限る。)をいう。以下同

じ。)が転貸する施設(地方公共団体等が賃借している施設を更に外国企業へ賃貸する場

合をいう。以下同じ。)を事業所として使用し，外国企業の支庖等開設準備に係る活動で

あって「企業内転勤」の在留資格に係る活動を行うものとして，在留資格認定証明書交付

の申請があり，かつ，それが当該在留資格に係る上陸許可基準に適合している場合には，

当該活動の拠点、となる事業所の確保が確実で当該活動が安定的かっ継続的に行われる見込

みがあるものとして，当該認定証明書を交付することができる。

なお，本特例措置が認められる要件は，以下のとおりである。

(1)外国企業(地方公共団体において 事業の実施が確実で当該事業の実施が特区内の産

業発展等に資すると認める外国企業に限る。)が本邦において事業を行う拠点となる当

一該特区内の事業所の確保を支援するため，当該外国企業に対して当該特区内においてそ

の事業の用に供する施設を地方公共団体が助成の対象として指定し又は地方公共団体等

が転貸するための必要な措置が講、じられていること。

( 2) 当該特区において，投資活動を行う外国企業が相当程度集積するものと見込まれるこ

と。

(3 )当該特区において外国企業が集積することにより，当該外国企業が実施する事業が属

する分野の産業の発展が相当程度見込まれること。

2 上記 1の申請をする地方公共団体は，上記 1 (1)の施設を転貸する機関が当該地方公

共団体以外の機関である場合には，当該機関を特定していること。

3 上記 1 (1)の規定により，地方公共団体において施設の指定を行った上で，次に掲げ

るアからオの要件を満たさなければならない。さらに，地方公共団体等が賃借している施

設につき，さらに外国企業に転貸する場合においては，アからオに加えてカの要件も満た

していること。

ア 賃貸借が可能である施設が存在していること(ただし，居住することを前提とした施

設等，事業所として継続的に事業を行っていくことが不適切であるものは除く。)。

イ 地方公共団体が当該施設を事業拠点として指定する場合には，あらかじめ，当該施設

の所有者及び外国法人から，当該施設につき賃貸借契約を行う意思を記した誓約書等を

地方公共団体に提出していること。
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ウ 本邦に入国後，当該賃貸借契約を行った場合には，当該外国企業は，速やかに地方公

共団体を通じて契約書の写しを地方入国管理局へ提出すること。また，指定された施設

を使用しない場合，若しくは使用することができなくなった場合においては，地方公共

団体において代替となる施設を斡旋する等，事業所の創設を確実に担保することが可能

となるような措置を講ずること。

エ 本邦に入国後 3か月以内に事業所を設けて事業を開始することとし，地方公共団体

は，当該事業の開始後 1週間以内に地方入国管理局に報告を行うこと。

オ 当該期間内に事業を開始しない場合は，地方公共団体は，当該外国人の所在を確認の

上，速やかに地方入国管理局に報告するとともに，当該外国人に対して帰国を求め，さ

らに，当該地方入国管理局の措置等により当該外国人が帰国することとなった場合にお

いては，帰国旅費を調達するに必要な協力等，帰国するための協力を行うこと。

カ 施設の所有者と地方公共団体等における，当該施設に係る転貸借の契約書等の写しを

地方入国管理局に提出すること。

4 本特例措置により受け入れられる外国人に係る在留資格認定証明書交付申請の際に求め

る立証資料等は，第 12編第 16節第3を参照のニと。

5 地方公共団体からの報告等

(1)上記 3のウからカまでに規定する報告等は，地方公共団体の所在地を管轄する地方入

国管理局(当該所在地が横浜支局，神戸支局及び那覇支局の管轄区域である場合を除

く。)又は支局(成田空港支局，中部空港支局及び関西空港支局を除く。)が受けるこ

ととする。

(2)上記(1)の報告等を受けることとなる地方入国管理局長又は支局長は，参考書式2

により，特区の名称及び対象となる施設，当該特区において報告を受ける地方入国管理

局又は支局の名称，担当部門，所在地及び連絡先並びに報告の時期及び方法を当該特区

の認定を受けた地方公共団体の長に通知しなけれぼならない。この場合において，ーの

特区が地方入国管理局の複数の管轄区域にまたがる場合には，あらかじめ本省(入国管

理局入国在留課)から指示するものとする。

6 その他

(1)特区認定後で、あっても，上記3の要件が満たされなくなる事案が発生した場合には，

当該事案の発生した地方公共団体に対し，是正を求めること。また，当該特例を受けた

者が失綜する事案(事業所を指定場所以外に移転し，事業を開始する前に地方公共団体

が当該外国人の活動を把握できないこととなった場合を含む。)が生じた場合，本邦に

入国後 3月以内に事業を開始せず若しくは当該事業を開始しないこととなった者の帰国
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に支障が生じている場合等，当該特例措置の適用に問題があること又は当該是正の要求

に地方公共団体が応じない場合には，特区法第8条に規定する措置の要求又は同法第 9

条第 2項に規定する認定の取消しを行う必要も想定されるため，本省入国管理局総務課

(企画官室)あて，特区の名称，要件不適合の詳細について報告すること。

( 2)本邦に入国後 3月以内に事業を開始しなかったとして上記3のオの報告を受けた場

合又は本邦に入国後 100日を経過しても上記3のエの事業を開始した旨の報告を受

けなかった場合には，当該地方入国管理局又は支局において，在留資・格取消しの手続を

開始すること。

第2節地域再生法関連

地域再生法(平成 17年法律第 24号。以下「再生法」という。)第4条第 1項に基づき，

政府における施策の推進を図るための基本的な方針として閣議決定された地域再生基本方針

(平成 17年4月22日決定，平成 19年4月 27日一部改訂)において，当局が特例措置を

講じるものとして r外国人研究者等に対する永住許可弾力化事業」及び「外国人研究者等に

対する入国申請手続に係る優先処理事業」が地域再生計画と連動する施策として定められてい

る。

これは，特区法に基づき構造改革特区において講じられていた「外国人研究者受入れ促進事

業」及び「外国人情報処理技術者受入れ促進事業」が，平成 18年 5月の出入国管理及び難民

認定法(以下「入管法」という。)の一部改正により全国展開され，構造改革特区における

「特定事業等に係る外国人の永住許可弾力化事業」及び「特定事業等に係る外国人の入国・在

留諸申請優先処理事業」の対象とならなくなったことから，新たに再生法に基づぐ当該事業に

係る地域再生計画が認定された場合には，従前の構造改革特区と同様の取扱いを行うこととし

たものである。

再生法に基づく上記事業に係る地域再生計画が認定された場合の入国・在留審査事務の取扱

いは，以下のとおりとする

なお，当該事業に係る再生計画が認定された場合には，当該再生計画を本省から地方入国管

理局長・支局長あて通知し，また，当該認定を受けた地方公共団体名等を記載したリスト(特

区計画・再生計画認定一覧表)を入管制Nに掲載する。

第 1 外国人研究者等に対する入国申請手続に係る優先処理事業

1 地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において，入管
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法別表第一の五の表の下欄(イからハのいずれかに該当するものに限る。)に掲げる活動

を行う外国人について，入国・在留諸申請を優先処理する特例措置を講ずる。

なお，本特例措置が認められる要件は，以下のとおりである。

(1)本支援措置の対象となる公私の機関が，地域再生計画の区域内に所在すること。

( 2 )上記(1)の公私の機関が，①「高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する

研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める

要件に該当する事業活動を行う機関」若しくは②「情報処理(情報処理の促進に関する

法律(昭和 45年法律第 90号)第二条第一項に規定する情報処理をいう。)に関する

産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関」

であること。

なお，上記の法務省令とは「出入国管理及び難民認定法別表第一の玉の表の下欄の事

業活動の要件を定める省令(平成 18年法務省令第 79号)Jをいう。

(3 )本支援措置の適用を受けようとする外国人が，上記(1)で特定された公私の機関に

おいて，入管法別表第一の玉の表の下欄に掲げる活動(イからハのいずれかに該当する

ものに限る。)に従事するものであること。

2 本支援措置の内容については，次のとおりとする。

(1)地方入国管理局，同支局及びこれらの出張所(空・海港のみを分担する支局及び出張

所を除く。)においては，上記 1の下線部分に該当する者に係る専用の申請窓口を設け

る。

専用の窓口を設けることが困難な場合には，既存の申請窓口を併用することとして差

し支えないが，再生法に係る外国人のための申請窓口であることが明確になるよう，表

示板等を設置する。

また，同専用窓口は，特区に係る外国人のための専用窓口と兼用して差し支えない。

(例)表示は，構造改革特別区域法・地域再生法関係申請窓口などとする。

(2 )上記 1の下線部分に該当する者に係る入国・在留諸申請(在留資格認定証明書交付申

請，資格外活動許可申請，在留資格変更許可申請，在留期間更新許可申請及び在留資格

取得許可申請}があった場合は，上記(1)の申請窓口において，速やかにこれを受理

する。

(3) (2)で受理した案件については，特に迅速な審査が行われるように，他の案件と区

別して優先的に処理する。

第2 外国人研究者等に対する永住許可弾力化事業

1 地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において，入管
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法別表第一の五の表の下欄(イ又はロのいずれかに該当するものに限る。)に掲げる活動

を行う外国人で、あって，当該事業において我が国への貢献があると認められる者について，

永住許可の要件のうち，必要な在留実績を 3年以上に短縮する措置を講ずることとする。

なお，本特例措置が認められる要件は，以下のとおりである。

(1)本支援措置の対象となる公私の機関が，地域再生計画の区域内に所在すること。

(2)上記(1)の公私の機関が，①「高度な専門的知識を必要とする特定の分野に関する

研究の効率的推進又はこれに関連する産業の発展に資するものとして法務省令で定める

要件に該当する事業活動を行う機関」若しくは②「情報処理(情報処理の促進に関する

法律(昭和45年法律第 90号)第2条第 1項に規定する情報処理をいう。)に関する

産業の発展に資するものとして法務省令で定める要件に該当する事業活動を行う機関J

であること。

なお，上記の法務省令とは「出入国管理及び難民認定法別表第一の玉の表の下欄の事

業活動の要件を定める省令(平成 18年法務省令第 79号)Jをいう。

(3 )本支援措置の適用を受けようとする外国人が，上記(1)で特定された公私の機関に

おいて，入管法別表第一の玉の表の下欄に掲げる活動(イ又はロのいずれかに該当する

ものに限る。)に従事するものであること。

2 本支援措置の内容については，次のとおりとする。

(1)上記 1の下線部分に該当する者については，第 12編第2章第27節第 1の2 (6) 

に当たるものとし，必要な在留実績については，引き続き 3年以上本邦に在留している

ことで足りるものとする。

(2)上記 1の下線部分に該当する者に係る永住許可申請に際しては，第 12編第2章第2

7節第2に定める資料の提出を要するところ，同第 2の3については，当該申請人に係

る当該事業における業績及び我が国への貢献度が明らかになる資料を提出させる。

(3 )本省への進達は，申請書，意見書及びその他関係書類を添えて個別に進達する。

第3節 定 期 報 告

構造改革特別区域法及び地域再生法に基づく特例措置に係る定期報告は，地方入国管理局及

び同支局において 1か月分の件数を管下出張所分についても取りまとめた上で，翌月の 10 

日までに，別記第 23号様式を使用し，入管WANにて本省入国管理局入国在留課(審査総括

係)あて報告する。
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第13章様式

別記第 1 号様式 -

別記第 2号様式人身取引事案報告票(在留審査用)

別記第 3 号様式質問書

別記第 4 号様式資料提出通知書

別記第 5 号様式 (削除)

別記第 6 号様式 申請受理印

別記第 7 号様式 申請受理票

別記第 8 号様式意見書

別記第 9 号様式通知書 (出頭)

別記第 10号様式 (削除)

別記第 11号様式通知書 (不許可)

別記第 12号様式就労資格証明書不交付通知書

別記第 13号様式

別記第 14号様式不許可処分連絡書

別記第 15号様式処分記録送付書

別記第 16号様式 再入国許可効力発生日変更願出書

別記第 17号様式在留資格抹消願出書

別記第 18号様式通知書 (外国人登録抹消不承認)

別記第 19号様式証印転記願出書

別記第 20号様式 (削除)

別記第 21号様式 通知書(在留期間経過後の不許可通知)

別記第 22号様式 (削除)

第 3分冊第 10編

別記第23号様式 定期報告(構造改革特別区域法・地域再生法特例措置関係報告)

参考様式 (削除)

参考様式2

参考様式3

参考様式4

報告書(r地方公共団体の助成等による外国企業支庖等開設促進事業」

に係る地方公共団体からの報告について)

お知らせ(申請要件を欠く申請を返送する場合)

お知らせ(特例期間に関する案内書)
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別記第2号様式 取扱注意

人身取引事案報告票(在留審査用)

f 入国管理局 支局 出張所

身 国 籍 氏 名

分 性 }lIJ 生年月日 1 9 年 月 日 歳)

事 入国日 年 月 日

項 在留資格
在留期間・期

隈

本国における出身地 国
/ 

市

本国における職業 本国における年収 円

ブローカーとの接触場所・時期 国 市

ブローカーとの接触理由

フローカーに支払った金額 円

~， 

人 ブローカーの身分事項 国人 男・女( 歳くらい) 氏名:

暴 力 脅迫 . 借金取立
強制の種類

監禁 権力濫用・ . 略取誘窃 欺閏

身 旅券(外登証)取上 その他不詳 回答拒否

強制肉容の概略

取

搾取の状況

事l

入国後の稼働場所 職種 円

形 団体名: 代表者名:
雇用主

所在地

態 団体名. 代表者名:
賃金支払い者

所在地・

契約上:

支給額:
賃金支払い状況

支給時期.

支給方法:

暴力団関与の有無 有 (暴力団名: 無

大使館からの
有(依頼先: 担当者: 連絡先: 無協力依頼の有無

警察への通報 通報先.

保護協力要請 要請先:

本人の意思 帰国希望 在留希望

被害者認定日 平 成 年 月 日

措 置 許可(許可番号: 在留資格・期間: 在留期限: 不許可その他(

特記事項

作成年月日 平成 年 月 日 作成者

※ 本報告票には，適宜関係記録の写し等を添付すること。



別記第 3号様式

質 問 書

申請出生子の氏名

申 吾百重円三 人 の 父 申 書百量円三 人 の 母

氏 名

国 籍

生年月日，出生地

現 住 所

婚 女困 (イ)婚姻届出 年 月 日 (ロ)内縁

旅 券 番 アEデ3 

上陸許可年月日

外国人登録証明書

番 アEア3 

在留資格・期間

在 留 期 限

そ の 他

上記のとおり相違ありません。

記載者の署名 @ 

平成 年 月 日 (出生子との関係



別記第4号様式

資料提出通知書

平成年月日

殿

あなたの申請(番号 )に関し，審査資料として下記の書類が必要

ですので， 月 日までに本状とともに御送付又は御持参ください。

記

1 

2 

3 

4 

5 

提出 先 入国管理局

審査部門

担当者

電話(

注意:請求された資料を上記期日までに提出されないときは，特別な事情がある
と認めた場合を除き，現に提出された資料によって許否を決定します。

なお，申請に対する処分がなされないまま，在留期限から 2か月を経過し
た場合には，本邦に滞在することができなくなりますので，資料は速やか
に提出して下さい。



別記第4号様式 (英文)

NO TICE  

Date 

To 

In reference to your application (No. ) ， please send or bring 

the following documents and certificates with this sheet to our office 

by without fail. 

1 

2 

3 

4 

5 

Destination Division of Regional Immigration Bureau 

Officer in charge 

Phone 

Note Should you fai1 to submit the above requested documents， 

certificates， etc.， by the date specified above， unless there are 

extenuating circumstances， your application wil1 be considered 
only with reference to the documents which you have already 

submitted. 

Please be sure to submit promptly the. materials as requested 

above. You wi11 not be able to stay in J apan if two months have 
passed世omthe expiration date of your period of stay without being 

granted a disposition on your application. 



別記第 6号様式

申 言青 APPLICATION 注 1)縦 15ミリメートル，横40ミリメートルとする。

2)轍欄に受理年月日を記入する。

No. 

別記第 7号様式

(葉書大)

申請受理票

受理年月日

申請番号

資格外活動，在留資格の変更，在留期間の更新，

永住許可，在留資格の取得，再入国の許可，就労資格証明書の申請

氏名

入国管理局(支局) 部門(出張所)

別記第 7号様式 (英文)
(葉書大)

Application Receipt 

e
 

M

o

 

D

N

 
n
 

0
 

・
唱

i
+
L
 a

 
c
 

ny 
ny 

A
 

Application for Extension， Change， Acquisition， Re-ent:r;y， Permanent Residence 

Additional Activity， Certificate of Authorization for Employment. 

N ame in. full 

Regional Immigration Bureau 



別記第 8号様式

年月日管第 号

ニt己

JFS.、 見 重主
Fヨ

請

進

専

訓

達

決

入国管理局長 申請番号

局 長 次 長、 首席審査官 統括審査官

許 不 許 不 許 不 許 不

再

入

国

取

得
永

住

更

新

変

更
資

格

外

国
至

|年齢|

|性別|

|回数|

参連・ ー

絡・ …-
事・

考項目

ーー・・・ーー司・・ーーー・・ーー・・ーーー・・・ーー・・---ー胃・・ーーー・---ー・・・ー園町田・.ー田町・.ーーーー司・・・・ーーーー.

ー司.・ーーー・圃・ーー--園町四・・ー四・・・--開・・ー司・・・ーーー・・ーー'・・・ー司回・・ーー司'・・ーー・・・・ー圃ー司・・・ー

意|審
見

言己 査

載
に

欄 B ム~

統
許 不 終 首| 許 不 終

括 席

審 審

査 査
B ム~ r同ムヲ

出頭通知年月日



別記第9号様式
第 3分冊第 10編

(A 4)又は(葉書大)

通 知 書

あなたの

月

申請について，結果をお知らせしますので，

日までに下記のものを持参の上，当部門(出張所)においで

ください。

なお，やむを得ない理由により同期日までに来られないときは，事前にその旨

を連絡して下さい。結果の告知を受けないまま，在留期限から 2か月を経過し

た場合には，本邦に滞在することができなくなりますので，ご注意ください。

また，申請書に記載した事項が，申請時点から変更されたとき(例えば，申請

時の勤務先を出頭時には退職している又は申請時には結婚されていた方が出頭

時には離婚している場合)は，速やかにその旨を連絡して下さい。連絡がなく

許可を受けたときは，在留資格が取り消されることもありますので，ご注意下

さい。

1 

2 

3 

4 

記

旅券(又は旅券に代わる証明書)

収入印紙

就労資格証明書

在留資格変更

在留期間更新

永 住

再入国(数次再入国を除く。)

数次再入国

申請受理票 (交付を受けている場合)

この通知書

平成 年 月 日

入国管理局

電話番号

4， 

4， 

8， 

3， 

6， 

680円

000円

000円

000円

000円

000円

部門(出張所)



(英文)
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別記第9号様式

(A 4)又は(葉書大)

N O T C E 

Date 

Application N o. 

Re:Your application for 

1) Extension of period of stay 2) Acquisition of status of residence 

3) Change of status of residence 4) Re-entry permit 

5) 

7) 

Permanent residence 6) Permission to engage in additional activity 

Certificate of authorization for employment 

Y ou are requested to appear in this office Qy 

items necessary for final action on your application. 

with the following 

Since failure to observe 

the deadline may result in non-approval of your application， you are advised 

to inform this office in advance if unavoidable circumstances may prevent you 

from appearing by the above date. Please be careful because you will not be 

able to stay in J apan if two months have passed企omthe expiration date of your period 

of stay without receiving resu1ts on your application. 

If any circumstances have changed (e.g.， change in place of employment， or 

divorce from spouse) since the time of filing the application， you are advised to 

notiか thisoffice without delay. Permission granted without such notification may 

result in revocation of your status of residence. 

1. Passport or document in lieu of passport. 

2. Revenue stamp Certificate of authorization for employment:￥680 

Change or Extension:￥4， 000 

Re-entry:￥3，000 

Multiple re-entry:￥6， 000 

Permanent residence ￥8， 000 

3. Application Receipt 

4. This notice of approval 

Division， Regional Immigration Bureau 

Phone No. 



別記第11号様式

(永住許可申請を除く)

年月日

通 知 書

殿

あなたから申請のあった

( 年 月 日付け，申請番号 第 号)

については，下記理由により不許可と決定したので通知します。

記

00入国管理局長 固

連絡先 入国管理局

(電話番号



別記第11号様式 (英文)

NOTICE  

Date: 

To: 

This is to inform you that your application 

(dated application 

No. ) has been disapproved for the reasons stated below. 

Reasons: 

Director of Regional Immigration Bureau 

Contact: Regional Immigration Bureau 

Tel. 



別記第11号様式の2

通

殿

あなたから申請のあった

知 書

(永住許可申請用)

年月日

( 年 月 日付け，申請番号 第 号)

については，下記理由により不許可と決定したので通知します。

記

法務大臣固

連絡先 入国管理局

(電話番号



別記第11号様式の2 (英文)

N OT  1 C E 

Date: 

To: 

This is to inform you that yourapplication 

(dated application 

No. ) has been disapproved for the reasons stated below. 

Reasons: 

恥1inister of Justice 

Contact: Regional Immigration Bureau 

Tel. 



別記第11号様式の3

年月日

通 知 主同

殿

あなたから申請のあった

( 年 月 日付け，申請番号 第 号

については，下記理由により不許可と決定したので通知します。

なお，在留期間( 年月 日まで)を経過したときは，

退去強制及び処罰の対象となるので，注意してください。

記

00入国管理局長 固

連絡先 入国管理局

(電話番号



別記第11号様式の3 (英文)

NOTICE  

Date: 

To: 

This is to inform you that your application 

(dated application 

No. ) has been disapproved for the reasonsstated below. 

Please take note of the fact that you will be deported from ]apan 

and/or be subject to punitive action if you remain in ]apan beyond 

your authorized period of stay (Date of Expiration: ) 

Reasons: 

Director of Regional Immigration Bureau 

Contact: Regional Immigration Bureau 

Tel. 



別記第11号様式の4

年 月日

通 知 書

殿

あなたから申請のあった

( 年 月 日付け，申請番号 第 号

については，下記理由により不許可と決定したので通知します。

なお，あなたが出国の意思を有し，出国準備のために短期間の在留を

希望する場合には， 年 月 日までに一一一一入国管理局

に出頭し，所定の手続を行ってください。

記

00入国管理局長 固

連絡先 入国管理局

(電話番号

/ 



別記第11号様式の4 C英文)

N OTICE  

Date: 

To: 

This is to inform you that your application 

Cdated ， application 

No. ) has been disapproved for the reasons stated below. 

As you can apply for a short term stay for preparation to leave ]apan， 

you are requested to appear in to take the necessary procedures by 

Reasons: 

Director of Regional Immigration Bureau 

Contact: Regional Immigration Bureau 

Tel. 



別記第12号様式

年月日

就労資格証明書不交付通知書

殿

あなたから申請のあった就労資格証明書交付申請( 年 月

日付け，申請番号 第 号)については，下記理由

により不交付と決定したので通知します。

記

00入国管理局長 国

連絡先 入国管理局

(電話番号



別記第12号様式 (英文)

NOTICE 

Date: 

To: 

This is to inform you that your application for the Certificate of 

Authorization for Employment (dated ， application 

No. ) has been disapproved for thereasons stated below. 

Reasons: 

Director of Regional Immigration Bureau 

Contact: Regional Immigration Bureau 

Tel. 



別記第13号様式



別記第14号様式

首席入国警備宮 殿

不許可処分連絡書

平成年月日

首席審査官

(00出張所長)

下記の者の在留期間更新(在留資格取得・変更)許可申請については不許可処分

に付したので連絡する。

氏 名(性別)

国籍・生年月日

在留資格(期間) 在留期限

申請年月日 申請番号

司守可i猷咋月日

備 考



別記第15号様式

#考
回 第 号

平成年月日

000入国管理局長殿

出張所長

在留資格審査処分記録の送付について

標記処分記録( 月 日~ 月 日)を別添のとおり送付する。なお，その内訳は下記の

とおりである。

1 取 f尋 件

2 更 新 件

3 変 更 件

4 資格外 件

5 再入国 件

6 永 住 件

7 その他 件

計 件

添付物 申請書写し



別記16号様式

番号

年月日

再入国許可効力発生日変更願出書

APPLICATION FOR CHANGING THE TERM OF VALIDITY OF RE-ENTRY PERMI 

T 

入国管理局長r 殿

To:Director of Regional Immigration Burear 

次の理由により再入国許可効力発生日の変更をお願いします。

1 hereby request to change the term of validity of re-entry permit 

1 国 籍

Nationa1ity 

2 氏名，性別 (男・女)

Name and Sex Male' Female 

3 生年月 日

Date of Birth 

4 旅券番号 発給年月日 有効期間

Passport No Date of Issuance_一一一一一一 Dateof Expiration_ー一一

5 外国人登録番号

Alien Resistration No 

6 在留資格，在留期間

Status of Residence and Period of Stay 

7 再入国許可番号 許可年月日 許可庁

Re-entry P巴rmitNO Date of Permit Authority_一一一一一一一

8 効力発生日 有効期限

Date of coming into effect Date of Expiration 

現行

present 

変更後

after 

9 理由

Reason 

願出者署名

Applicant' s Signature 



1 申請者

国籍

氏名

生年月日

2 効力を生ずる日の変更する理由

3 効力を生ずる日の指定日

4 その他

理 由

年

年

書

月 日 性別男・女

月 日から

現在所持している再入国許可については，新たな再入国許可が付与された場合失効することは，

問題はありません。

年月日

00入国管理局長殿

署名



別記第17号様式

在留 資 格 抹 消 願 出 書

番号

No， 

年月日

Date: 

APPLICA TION FOR CANCELLATION OF ENDORSEMENT 

入国管理局長殿

To Director of 一一一一一一_Regional Immigration Bureau 

下記理由により在留資格の抹消をお願いします。

1， the undersigned request the cancellation my statlis of residence. 

記

1 氏名，性別

Name and Sex 

2 生年月日

Date of Birth 

3 国籍

Nationality 

4 現住所

Present Address in japan 

5 旅券

Passport 

番号 発給年月日 有効期間

No. Date of Issuance Date of Expiration 

6 在留資格，在留期間

Status of Residence and Period of Stay 

7 理由

Re出 onof Cancellation 

願出者署名

Applicant' s . Signature 



別記第18号様式

(A4)又は(葉書大)

通 知 書

NOTICE 

年 月 日

Date: 

To: 殿

あなたの願出については，承認しないこととしたので，通知します。

This is to inform you that your application has. been disapproved. 

入国管理局

Regional Immigration Bureau 



別記第19号様式

番号

No， 

年月日

Date: 

証印 転記願出書

APPLICATION FOR TRANSFER OF 'ENDORSEMENT 

入国管理局長殿

To Director of 一一一一一一一 RegionalImmigration Bureau 

新旅券に証印の転記をお願いします。

1， the undersigned request transfer of endorsement to the new passport. 

1.氏名，性別

Name and Sex 

2.生年月日

Date of Birth 

4.現住所

記

3.国籍

Nationality 

Present Address in japan 

5.旅券

Passport 

番号

No. 

!日
Old 

新

New 

6.在留資格，在留期間

発給年月日

Date of 

Issuance 

Status of Residence and Period of Stay 

願出者署名

有効期間

Date of 

Expiration 

発給者名

Issuing 

Authority 

(Applicant' s Signature) 



別記第21号様式

年 月 日

通 知 童戸目

殿

あなたから申請のあった

年 月 日付け申請番号 号)

については，審査の結果，下記理由により申請どおりの内容では許可できませんが，申請内容を

出国準備を目的とする申請に変更するのであれば，別紙の申出書を提出して下さい。

記

入国管理局長(印)

注意:申請内容を出国準備を目的とする申請に変更する場合は，在留期限から2か月を経

過する前に必ず，別紙の申出書を提出の上，手続きを行って下さい。

手続きをされないまま，在留期限から2か月を経過した場合は，本邦に滞在すること

ができなくなります。



別記第23号様式

-一一ロ一

、I
『
吋
4

ノ
ヌ
・
-

月

居。。
構造改革特別区域法・地域再生法特例措置関係報告

許可(交付)件数 不許可(不交付)件数

特定事業等に係る外国人の入国・在留諸申請優先処理事

特 特定事業等に係る外国人の永住許可弾力化事業
区
法
関

外国人研修生受入れによる人材育成促進事業係

地方公共団体の助成等による外国企業支庖等開設促進事業

再 外国人研究者等に対する入国申請手続に係る優先処理事業
生
j去
関

外国人研究者等に対する永住許可弾力化事業係



参考書式 2

00000第0000号
平成00年00月00日

(地方公共団体の長)殿

00入国管理局 (00支局)長 00000 

「地方公共団体の助成等による外国企業支庖等開設促進事業」に係る地方

公共団体からの報告について(通知)

構造改革特別区域法(平成 14年法律第 189号)第 3条第 1項に基づき閣議

決定された構造改革特別区域基本方針(平成 17年 12月 2日閣議決定)におい

て定められた「地方公共団体の助成等による外国企業支庖等開設促進事業j に闘

い下記 1の特区において必要となる報告については下記 2により実施願いたく

通知します。

記

1 本通知の対象となる構造改革特別区域について

構造改革特別区域の名称

2 

(特区の名称)

対象となる施設の名称・所在地

(施設の名称)

(施設の所在地)

報告の実施要領について

( 1 )報告を受理する官署

(地方局(支局)の 名 称 )

担 当 部 F可

所 在 地

連 絡 先

( 2 )報告の時期及び方法

① 地方公共団体等が賃借している施設につき，さらに外国企業に転貸

する場合



地方公共団体等が賃借している施設の賃貸借契約書(地方公共団体

等が転貸することが可能な契約に限る。)の写しを，本通知受領後速

やかに提出又は送付すること。

② 対象となる外国企業が，本邦に入国後に賃貸借契約を行う場合

外国企業が賃貸借契約を行った後，速やかに当該契約書の写しの提

出を受け，上記担当部門へ提出又は送付すること。

③ 指定された施設を使用しない場合又は使用することができなくなっ

た場合

当該施設を使用しない又は使用することができなくなった理由を速

やかに書面で報告するとともに，地方公共団体において代替となる施

設を斡旋する等，事業所の創設を確実に担保することが可能となるよ

うな措置を講じ，当該講じた措置の内容を措置後 1週間以内に書面で

報告すること。

④ 対象となる外国企業が 3か月以内に事業所を設けて事業を開始し

た場合又は当該期間内に事業を開始しない場合

外国企業が， 3か月以内に事業所を設けて事業を開始した場合には，

外国企業から速やかに連絡を受け，事業を開始した日から当該事業の

開始後 1週間以内に書面で報告すること。

3か月以内に外国企業から事業を開始した旨の連絡がない場合に

は，当該外国企業に在籍する外国人の所在等の状況を確認の上，速や

かに書面で報告すること。また，あわせて，当該外国企業に在籍する

外国人に対して帰国を求めること。

( 3 )その他

上記(2 )の報告等について，契約書の提出，送付又は書面での報

告が遅れることが見込まれる場合じは，その旨上記(1 )の担当部門

まで連絡すること。

また，上記(2 )①から④までを除き，本特例措置又は同措置の対

象となる外国企業若しくは当該外国企業に在籍する外国人について入

国管理局へ報告しておくべき事項が生じた場合には，上記担当部門へ

報告すること。



害者書式 3

年月日

お 知らせ

殿

あなたから申請のあった

( 年 月 日付け，申請番号 第 号)

に ついては，下記理由により，返送します。

記

あなたに対しては， 年 月 日，退去強制令書が発付されているところ

あなたは，これにより在留資格を喪失しており，出入国管理及び難民認定法

第 条に規定する申請要件を欠いていることから， 許可申請を

行うことができません。

連絡先 入国管理局

審査部門

(電話番号



参考様式4

お知らせ

入管法の改正により，平成 22年 7月 1日から，在留資格変更・在留期間更新許
可申請をした方については，その申請に対する処分(証印)が在留期間の満了日ま
でにされないときは，在留期間の満了日から 2か月を経過する日又は処分(証印)
の日のいずれか早い方の日までの聞は，引き続き従前の在留資格をもって本邦に在
留することができることとなります。

処分(証印)が行われないまま在留期間の満了日から 2か月を経過した時は，本
邦に滞在することができなくなりますので，申請の結果に関する「通知書」が届い
たときは，速やかに当局(所)にお越しいただくようお願いします。 なお，在留
期間の満了日から 2か月を経過する日の 10日前までに「通知書」が届かない場合
は，お手数ですが当局(所)までお問い合わせ下さい。

(注)住所等連絡先が変更した場合は，必ず連絡願います。

(連絡先)
00入国管理局00審査部門

干 住所
電話00-0000-0000

参考様式4 (英訳版)

NOTICE 

In the case where anapplication pursuant to change ofhis/her status 
of residence or renewal of his/her period of stay is made， if the 
disposition for this application has not been made until expiration date 
of the period of stay accompanied by a status of residence which such a 
foreign national has at the time of the application， such a foreign 
national may， even after the expiration date of the period of stay， 
reside in Japan continuously under such status of residence during the 
period until the date such disposition is made or two months from expiration 
date of the previous period of stay， whichever comes first，under 
the revised Immigration Control and Refugee Recognition Act on and after 
July 1， 2010. 

If two months have passed from the expiration date of your period of stay 
without being granted disposition (a stamp of approval)， you will not 
be able to stay in Japan. You are therefQre requested to appear at 
this office as prompt1y as possible upon receipt of the notice of the 
decision taken on your application. 
So if you do not teceive the notice not later than ten days trior to two 、

months from the expiration date of yourperiod of stay， please contact 
this office. 

Note: Please never fail to notify us if you change your contact address 
or phone number. 

For further information or inquiry， please contact: 
OORegional Immigration Bureau 
干一 (Address:

Phone : 
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第 1章在留資格の取消し

第 1節，留意点

第 1 取消しの対象

1 法第zz条の4第1項の規定により取り消すことができるのは，法別表第一又は同別表第

二の上欄の在留資格である。ただし，第5号については，同別表第一の上欄の在留資格の

みである。

取消しの対象となるのは，本邦に在留資格をもって在留する外国人が現に有する在留資

格であり，取消しの原因となるのは上陸許可等の許可に係る取抗(問項第 1号から第4

号)及び許可後の事情〈同項第 5号)である。

(注)① 在留資格の決定を伴わない仮上陸又は特例上陸の許可及び特別永住許可の取庇は本

条の規定による取消しの原因とはならない。

② 在留資格をもって在留する者が既に退去強制手続中である場合においても，取消し

の対象となるが，その場合には，退去強制手続が優先される(第5節第 1参照)。

③偽変造旅券又は他人名義旅券を行伎の上，上陸許可を受けたことが判明した場合は，

旅券自体が無効なものであるため，当該許可が当然に無効であり，本規定による在

留資格の取消しを行うことなく，不法入国者として取り扱うこととなる。

④在留資格の取消しが行われた場合，当該在留資格を有することを前提とする再入国

許可や資格外活動許可は当然に失効する。

2 法第22条の4第 1項第1号については，上陸拒否事由に該当する者が対象であるため，

本邦に上陸後長期間を経過し又はその後に在留資格の変更や在留期間の更新の許可等を受

けτいる場合においても，在留資格の取消しの対象となる。

(注)本号の事由による取消しは，第2号から第5号までの場合と同様に，現に有する在留資

格を取り消すものであり，取庇のある上陸許可のみならず，その後に受けた在留資格変

更や更新等の許可，資格外活動の許可及び再入国許可並びに再入国許可による上陸許可

等の取消しは要しない。

3 法第22条の4第 1項第2号から第4号までについては，取消しの原因となる申請人側の

行為は，直近の許可に係るものに限定されており，過去にこれらの事実のあったことが判

明した場合であっても，直近の許可に係る申請において第 2号から第4号までに該当する

行為が行われた事実がない場合は，在留資格の取消しの対象とはならない(法第22条の4

-1 
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第 1項第2号括弧書き)。

4 再入国許可を受けて出国中に上陸拒否事由に該当することとなった者が，当該事実を偽

って，上陸拒否事由該当者でないとして再入国許可による上陸許可の証印又は許可を受け

た場合も，現に有する在留資格が取消しの対象となる。

5 第 1号から第 3号までの規定による取消しを行うためには，外国人が偽りその他不正の

手段を行使し，そのことにより処分をする権限を有する者が許可の要件に適合しないのに

もかかわらず適合するものと誤認して許可を行ったことが必要である。例えば，第 1号の

場合は， EDカードの裏面に虚偽の記載をすれば，偽りその他不正の手段の行使に当たる

こととなり，この記載により，入国審査官が上陸拒否事由に該当する者を該当しないもの

と誤認して上陸許可をすれば本号に該当する。

また，第4号の規定による取消しの場合も，同様に，不実の記載のある文書又は図画の

提出又は提示が行われ，このことにより入国審査官等が許可要件に適合すると誤認して許

可をしたことが必要である。

第2 取消し事由(法第22条の4第 1項)

1 第 1号

上陸拒否事由に該当する外国人が，偽りその他不正の手段により，法第 5条第 1項各号

のいずれにも該当しないものとして，法第3章第 1節又は第2節の規定による上陸許可の

証印又は許可を受けた場合が本号に該当する。

例えば，我が固から退去強制され上陸拒否期間中にある者が氏名を変更するなどして，

旅券を取得の上，上陸拒否事由該当者でないと偽って上陸許可を受けた場合や覚せい剤等

の薬物を不法に所持している者が，それを所持していないと偽って上陸許可を受けた後に

税関で発見された場合などがこれに当たる。

2 第 2号

偽りその他不正の手段により r在留資格該当性がない」のにそれがあるとして，上陸

許可の証印等を受けた場合等が本号に該当する。

例えば，我が国で単純労働を行おうとする者が「技術」の在留資格に該当するものであ

ると申告して上陸許可を受けた場合や日本人との婚姻を偽装して「日本人の配偶者等」の

在留資格の変更許可を受けた場合などがこれに当たる。

また，活動内容について，受入れ機関が申請に係るものと異なる場合(例えば， A社で

は詐可が取れないと思いB社との虚偽の雇用契約書を提出して許可を受けた場合)にも，

本号に該当する。

3 第3号
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第 1号及び第2号に該当するもののほか，偽りその他不Eの手段により，在留資格該当

性，上陸許可基準等の許可要件に適合しているとして，上陸許可の証印等を受けた場合が

本号に該当する。

上陸目的そのものを偽ったものではないが，例えば，自己の芸能人としての経歴を偽り

基準に適合するかのように装って「興行」の在留資格による上陸許可を受けた場合や，学

歴や職歴を偽り基準に適合するかのように装って在留資格の変更許可を受けた場合などが

これに当たる。

4 第4号

第 1号から第3号までに該当する場合以外(申請人による偽りその他不Eの手段の行使

がないもの)であって，不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により上陸許可の

証印等を受けた場合及び不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により在留資格認

定証明書の交付又は査証の発給を受け，これに基づいて上陸許可の証印又は許可を受けた

場合が本号に該当する。

例えば，受入れ機闘が虚偽の書類を提出して，在留資格認定証明書の交付を受け，申請

人がそのことを知らずに上陸許可を受けた場合や，日本の雇用主，受入れ機関等が虚偽の

内容の文書を作成し，申請人がそのことを知らずに当該文書を提出して上陸許可の証印等

を受けた場合などがこれに当たる。

なお，虚偽の内容の申立てが行われでも，文書として提出されなければ本号による取消

しの原因とはならない。偽変造の旅券も文理上は当該文書に含まれ得るが，当該旅券に受

けた上陸許可の証印等はそもそも無効なものと考えられるので，本規定による取消しの対

象とはならない。

5 第 5号

第 1号から第4号までとは異なり，申請及びそれに基づく許可に問題はなかったが，許

可後の事情の変化により，本来行うべき活動を行わなくなり，正当な理肉がなく 3月(再

入国許可による出国中の期間を含む。)以上現に有する在留資格に応じた活動を行うこと

なく在留している場合が本号に該当する。

(注 1) 

なお，本号は第 1号から第4号までと異なり，法別表第一の上欄に掲げる在留資格をも

って在留している者のみが対象となる。

(注 2)第1号から第4号までについては，適条が併立することがある。

第 3 各用語の意義等

同 3 】
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1 r上陸許可の証印又は許可」と「上陸許可の証印等J

上陸拒否事由の該当性については，法第7条第 1項の規定により上陸申請のあった外国

人について審査することとなっており，法第22条の4第1項第 1号の取消事由は「上陸許

可の証印又は許可」のみを対象としている。一方，同項第2母から第4号までの取消事由

は，法第7条第1項第4号以外の上陸のための条件に適合しているとして受けた法第 3章

第 1節又は第2節の規定による上陸許可の証印又は許可のほか，法第4章第1節の規定に

よる在留資格の変更，在留期間の更新の許可等についても対象としているため r上陸許

可の証印等j と規定している。

2 r偽りその他不正の手段」

「偽りその他不正の手段」とは，偽変造文書若しくは虚偽文書の提出若しくは提示又は

虚偽の申立てなど，申請人である外国人がその旨の認識をもって行う不正行為をいい，例

えば，大学を卒業していない者が偽造の大学の卒業証明書を提出したり，婚姻の意思がな

い者が入籍事実の記載された戸籍謄本を提出する場合等がこれ尺当たる。

3 r在留資格の決定を伴うものに限るJ

法第22条の4第1項第2号から第4号までに規定する取消事由は，在留資格の決定に関

する暇庇を取消しの原因として規定するものであるので，法第9条第3項ただし書により

在留資格の決定が行われない再入国許可による上陸許可の取庇は，これらの取消原因とは

ならない。

4 r不実の記載のある文書又は図画」

「不実の記載のある文書又は図画」とは，客観的に真実又は真正ではない記載のある申

請書その他の各文書等をいい，例えば，研修生受入れ機関が作成した常勤職員数を水増し

した書類や事実と異なる研修計画書等がこれに当たる。

申請人が不実の記載があることを知って提出すれば，偽りその他不正の手段に該当する

ので，第4号の適用の対象となるのは申請人が知らない場合である。

5 r当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合J

法第22条の4第1項第5号に該当する在留資格の取消しの対象者については，個別具体

的に当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由があるか否かを判断の上，

在留資格の取消しの可否を決定することとなる。

( 1 ) 
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(2) 

( 3 ) 

(4) 

( 5) 

(6 ) 

6 在留資格取消対象者の代理人

第 3分冊第 10編の 2

法定代理人のほか r意見聴取期日の通知を受けた在留資格取消対象者(以下「被聴取

者Jという。)Jが代理人として委任した者をしづ。

なお，弁護土以外の者が，業として被聴取者の代理人としての活動を行うことは，弁護

土法第72条に抵触するおそれが高いので，代理人として認めることは適当でない。

(注)施行規則第 25条の 4の規定による代理人の選解任の手続ができるのは，意見聴取期日

の通知を受けた在留資格取消対象者(=被聴取者)である。

(1)権限

被聴取者の代理人は，被聴取者のために意見聴取に関して，意見聴取期日における

意見陳述，証拠資料の提出，資料等の閲覧等をすることができる。ただし，被聴取者に

代わって意見聴取に出頭することについては，地方局の長の許可を要する(施行規則第

25条の 9第 2項，第3節第 1の4 (2) )。

(2 )代理人の数

代理人の数については，施行規則に特段の定めはなく，人数を制限する規定もない

が，このことは行政不服審査法等も同様である。しかし，代理人が多数選任され意見聴

取の場に入場しきれないなどの事態が生じた場合には，被聴取者の防御権を妨げないと

判断される範囲において意見聴取の場に出席できる人数を制限することができる。

意見聴取担当入国審査官は，意見聴取手続を主宰するに当たっては，理由なく代理

人の人数を制限したり，多数の代理人の参加により意見聴取手続に支障が生ずることの

ないように配慮しなければならない。

7 利害関係人

被聴取者である外国人の在留資格の取消しについて，利害関係を有することとなる親族，

雇用主，教育機関，受入れ機関又は招へい機関の職員等をいう。

利害関係人の参加を求め，又は許可できるものとしているのは，利害関係人が直接に

5 
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不利益処分の効果を受けるものではないが，その法律上の利益に影響を受けることもあり

得るので，利害関係人の権利利益の保護を図るために，意見聴取手続に参加させることに

よって意見聴取手続の公正の保持と当該処分の適正さを確保し，もって事後の無用な紛争

の防止にも努めるためである。

8 利害関係人の代理人

利害関係人の代理人については，原員1]として日と同様であるが，施行規則第25条の 4

に規定する代理人の選解任の手続ができるのは r意見聴取への参加を許可された利害関

係人(以下「参加人」という。)Jであり，参加人に代わって意見聴取の期日に出頭する

ことについて，地方局の長の許可を要しない点については，被聴取者の代理人とは取扱い

が異なるので注意が必要である。

第4 権限委任・専決

1 権限の委任

法及び施行規則においては，永住者の在留資格の取消しに係る権限は地方局長へ委任さ

れていないため，永住者。づ在留資格取消しに係る意見聴取担当入国審査官の指定(第 3節

第 1の1)，意見聴取期日の通知(第 3節第 1の3 (1) ) ，意見聴取期日又は場所の変

更(第3節第 1の3 (3) ) ，代理出頭(第3節第 1の4 (2) ) ，文書等の閲覧(第3

節第 1の7)，取消しの決定(第4節第1)及び出国期間等指定書の交付(第4節第3の

2) に関しては，法務大臣の権限によるものとなる。

(注)施行規則及び別記様式用紙を交付する場合は，その発付権者は法務大臣であるので注意

する。

2 専決

本通達による「地方局の長」の権限については，地方入国管理局決裁区分により r支

局の長」に専決させることができる。ただし，第 4節第 1に規定する事項を除くものとす

るロ

第5 管轄等

1 管轄

在留資格の取消手続は，在留資格取消対象者の居住地又は居所を管轄する地方局におい

て行うものとするロ

2 移管

(1)地方局の長は，在留資格取消対象者が自局の管轄外に居住地を変更した場合で，以後

の手続を当該居住地を管轄する地方局において行うことが相当と認めるときは，当該地

方局に在留資格の取消事案を移管することができる。
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(2)地方局の長は，在留資格の取消事案を他の地方局へ移管する場合には r移管書」

(別記第 1号様式)に在留資格取消台帳写し及び在留資格の取消手続に係る書類を添え

て行う。

第1 在留資格取消台帳の作成

l 端緒等

第2節事実の調査

(1)入国審査官は，法第22条の4第 1項各号のいずれかに該当すると思われる外国人につ

いての端緒を入手した場合は r在留資格取消対象者に係る端緒報告書J (別記第2号

様式)により所属する地方局の長に報告する。

(2)地方局の長は，上記(1)の報告に係る在留資格取消対象者が，自局の管轄外の区域

に居住地又は居所を有する場合は，当該居住地又は居所を管轄する地方局の長に対し，

当該在留資格取消対象者に係る端緒報告書を添付の上，通報する。

(3 )上記(1)の報告又は上記 (2)の通報を受けた地方局の長は，在留資格の取消手続

の開始の可否について決定し，手続の開始を決定した場合又は他局から在留資格の取消

事案の移管を受けた場合には，自局又は管下出張所のうち，在留資格取消手続を行うこ

とが適当と認める審査部門又は出張所を決定し，当該審査部門の首席審査官又は出張所

の長(以下「首席審査官等」という。)に対し，手続の開始を指示する。

2 在留資格取消台帳への登載

(1)首席審査官等は，上記 1 (3)の指示を受けたときは r在留資格取消台帳J (別記

第 3号様式)へ取消しの対象となる者ごとに各事項を記入する。

(2)在留資格取消台帳は，入国・在留審査を担当する審査部門の首席審査官又は出張所の

長が管理する。

なお，審査管理部門が置かれている地方局及び支局(以下「地方局等」という。)に

あっては岡部門が，その他の地方局等にあっては就労{・永住審査部門の首席審査官が管

理する。

(3 )在留資格取消台帳の登載番号は，暦年別で一連番号を付す。

3 通知書等の番号

(1)施行規則及び本通達に規定する各種通知書等の番号は，地方局等又は出張所の記号，

受理年(西暦下2桁)及び同台帳上の番号を記載するものとし，各記号は次のとおりと

7 
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する。

( 2) なお，一連の手続において，同一の通知書(意見聴取手続続行通知書等)を 2回以上

交付する場合には r東04-1ー (2)J， r東04-1ー(3) Jとして，枝番を付す。

ア 地方局等にあっては，地方局文書取扱細目Ijに定める文書記号の第2宇目の文字。

イ 出張所にあっては，文書取扱細見Ijに定める文書番号の第2宇目及び第3宇目の文字

を付す。

記載例:東 04-1 (東 京 局の平成16年第 1号の場合)

横 04ー 2 (横 浜支局の平成16年第2号の場合)

東さ04-3 (さいたま出張所の平成16年第 3号の場合)

4 

第2 取消し記録の作成等

1 記録の作成

(1)在留資格の取消しに係る記録は，対象者ごとに 1件ずつ作成する。

(2)作成・入手した記録は，在留資格の取消手続に関する資料，施行規則I第25条の13第 1

項に規定する閲覧するこ土により第三者の利益を害するおそれがある資料その他閲覧

を拒否すべき正当な理由がある資料と閲覧を認める資料等を，次により区分して編て

つする。

ア 意見聴取通知書等の在留資格の取消手続に関するもの

イ 在留資格の取消しに係る入国・在留関係諸申請及び許可の記録

ウ 在留資格の取摘しに係る調査の結果に係る調書

(ア)閲覧するこ左に支障のないもの

(イ)閲覧することに支障のあるもの

エ 在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料

(ア)閲覧することに支障のないもの

(イ)閲覧することに支障のあるもの

オその.他

(注)同一の文書に「閲覧するとどに支障のある」部分が含まれている場合は，その写し

を「閲覧することに支障のないもの」に編てっし，支障のある部分を塗りつぶす等し

一日【
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て保管する。

2 記録の保管

在留資格ーの取消しに係る記録は，在留資格取消台帳を保管する首席審査官等の責任にお

いて保管する。

なお，第 1節第2の1又は2の事由により，在留資格を取消し，警備部門へ通報する場

合は，在留資格の取消しに係る記録は光ディスクへ取り込んだ上で，警備部門へ引き渡す。

第3 事実の調査

1 調査の指示

( 1 )地方局の長は，入国審査官に法第22条の 4第1項各号のいずれかに該当することの証

拠資料を収集することを指示し，必要に応じて，法第四条の 2の規定に基づく事実の調

査を行わせるものとする。

(2)地方局の長は，在留資格取消対象者の居住地又は居所，家族状況等を考慮し，管轄内

の支局又は出張所の所属する入国審査官に対し，事実の調査等を指示することができる。

( 3 )地方局の長は，事実の調査を行う場合に調査先が他の地方局の管轄区域内にあるとき

は，当該調査先を管轄する地方局の長に事実の調査を依頼することができる。

2 調査報告

入国審査官は，在留資格取消対象者に係る居住地等における実地調査を実施し，又は関

係資料等を入手した場合は，調査状況，調査結果，資料の入手経緯等について「調査報告

書J (別記第4号様式)を作成しなればならない。

3 託拠保全

法第四条の 2の規定に基づき，在留資格取消対象者若しくは関係者等からの事情聴取又

は関係機関への照会を実施した場合においては，第11編第8章に定める各種様式に必要事

項を記入の上，証拠として保管しなければならない。

第 3節 意 見 聴 取

第 1 意見聴取前の手続

1 意見聴取担当入国審査官の指定

地方局の長は，意見聴取の通知を行うときまでに，一般職の職員の給与に関する法律別

表第一行政職俸給表(ー)の4級以上の入国審査官を意見聴取担当入国審査官に指定する。

なお，永住者の在留資格の取消しについては，別途法務太臣が指定する。

-9 
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2 意見聴取手続の併合

(1)併合することができる事案

施行規則第25条の 8の規定により意見聴取手続を併合して行うこ左ができる事案は次

のとおりとする。

ア 在留資格取消対象者の阻偶者，子，父母その他家族に係る事案

イ 取消しの原因が同一であり，かっ，同ーの招へい機関，受入れ機関等に係る事案

ウ その他，意見聴取担当入国審査官において手続の併合を適当と認める事案

(2)手続の併合を行わない事案

意見聴取担当入国審査官が手続の併合を適当と認めた事案について，当該外国人又は

その代理人が手続の併合に応じない旨申し出た場合は，併合することなく手続を進める

ことができる。

( 3)手続の併合の通知

ア通知の方法

意見聴取担当入国審査官は，施行規則第25条の 8の規定に基づき，意見聴取手続併

合の通知を行う場合は，意見聴取手続併合通知書(施行規則別記第37号の11様式)に

より通知する。

通知に際しては，手続の併合を行う対象者が同一の代理人を選任している場合は，

同代理人に対し，代理人を選任していない場合は，被聴取者全員に対し，意見聴取手

続併合通知書を郵送(本人限定郵便)し，又は直接交付する。

lイ 意見聴取手続併合通知書の記載

意見聴取手続併合通知書の r1 在留資格取消対象者」欄には，在留資格取消対象

者に係る身分事項を記載し r3 関連のある内容の事案」欄に，併合しようとする

対象者の国籍，氏名，性別，生年月日，在留資格，台帳上の番号，意見聴取手続併合

通知書記載の対象者との関係及び事案内容を簡潔に記載する。

なお，併合する在留資格取消対象者が多数いるため，意見聴取手続併合通知書上に

記載が不可能な場合は，適宜別紙としてリスト等を作成の上，添付する。

(注)併合する事案に係るその他の通知書等対象者の身分事項等の記載は，意見聴取手

続併合通知書においてリスト等を作成する取扱いと同様とする。

(4)併合事案の処理

併合の上，手続を行った事案は，在留資格の取消しの可否に係る判断を，可能な限り

同時に行うように努める。

3 意見聴取期日の通知

- 10 
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(1)在留資格取消対象者への通知

ア 意見聴取担当入国審査官は，意見聴取期日を決定の上，意見聴取通知書(施行規則

別記第37号の B様式)の郵送を行う場合は，在留資格取消対象者に対し，本人限定郵

便により送付して，意見聴取を行うことを相手方に確実に通知しなければならない。

なお，上陸許可の証印又は許可を受けた後，在留資格取消対象者が関税法第67条に

規定する貨物の輸入に係る検査(当該上陸許可の証印又は許可を受けた後に引き続き

行われるものに限る。)を受けるための場所にとどまる聞に，在留資格取消対象者に

ついて法第22条の4第 1項第 1号に該当するものとして通知を行う場合においては，

意見聴取通知書の交付を省略することができ，同通知を行った入国審査官は 1意見

聴取通知報告書J (別記第5号様式)により意見聴取担当入国審査官へ同事実を通知

しなければならない。この場合，意見聴取担当入国審査官は，在留資格取消対象者の

身柄が捜査機関等関係機関に拘束されているときはB 改めて意見聴取通知書を郵送し

て通知するものとする。

イ 施行規則第25条の 6第2項に規定する「相当な期間」については，原則として意見

聴取通知書発送の日の 2週間後の期日を指定する。

ウ 意見聴取通知書の作成

ご工

在留資格取消しの原因となる事実については，可能な限りその原因となる事実を詳

細に記載し，法令の条項を記載する場合は，該当する条文を記載し，又は添付する。

例 1 貴方の0000年00月00日付け上陸許可は，出入国管理及び難民認定

法第 7条第 1項第4号に適合していない疑いがあります。」

例2: 1貴方の0000年00月00日付け在留資格認定証明書交付申請の際に提

出された卒業証明書に疑義があります。」

例 3: 1貴方は00大学を退学しており，正当な理由がなく在留資格 100Jに係

る活動を継続して 3月以上行わないで在留している疑いがあります。 J

-11 -



第 3分冊第 10編の z

(2)入国警備官が在留資格取消対象者に対して意見聴取期日の通知を行う場合の取

扱い

意見聴取手続を行う在留資格取消対象者が転居等し，意見聴取通知書が返送されるな

ど所在不明となったため，意見聴取期日通知ができない同対象者を入国警備官が摘発先

等で発見した場合には，以下のとおり入国警備官が口頭により意見聴取期日の通知を行

うことができる。

ア 統合記録照会により取扱局，担当部門又は出張所，意見聴取担当入国審査官及び取

消しの原因となる事実等を確認の上，在留資格取消対象者から居住地及び連絡先等を

聴取し，通知の 2週間後の期日(同日が休日の場合はその翌日)にその居住地等を管

轄する地方局等を指定して，口頭により意見聴取期日の通知を行う。

なお，その際には，通知を受けた旨記載した任意の書面へ被聴取者に署名等をさせ

るものとする。

イ 入国警備官は，口頭により意見聴取期日の通知を行った場合には，意見聴取通知報

告書により，所属する地方局等又は出張所の首席審査官等へ通知する。

ウ 通知を受けた首席審査官等は，入国警備官からの報告に係る事案を自局で取り扱っ

ている場合は，自局の当該事案の意見聴取担当入国審査官に対し，上記イの入国警備

官作成に係る意見聴取通知報告書により通知し，また，当該事案を他局が取り扱って

いる場合は，当該事案の取扱局の意見聴取担当入国審査官に通知する。

なお，通知を受けた意見聴取担当入国審査官は，在留資格取消対象者が他局の管轄

内に居住していることが判明した場合は，当該居住地等を管轄する地方局等と調整の

上，第 1節第5の2により移管の手続を執ることができる。

(3)意見聴取の期日又は場所の変更

ア 意見聴取担当入国審査官は，被聴取者又はその代理人から，意見聴取期日等変更申

出書(施行規則別記第37号の 9様式)の提出があった場合は，意見を付して速やかに

所属する地方局の長に報告するものとする。

なお，代理人が同申出をする場合には，代理人資格証明書(施行規則別記第37号の

4様式)を添えて提出させなければならない。

イ 意見聴取担当入国審査官は，職権により意見聴取の期日:又は場所の変更が適当であ

ると思、われる場合は，意見を付して速やかに所属する地方局の長に報告するものとす

る。

ウ 地方局の長は，上記ア又はイにより，意見聴取の期日又は場所の変更が適当である

-12 -
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と判断した場合は，意見聴取担当入国審査官又は他の入国審査官をして意見聴取期日

等変更通知書(施行規則別記第37号の10様式)により，被聴取者文は代理人(意見聴

取期日等変更申出書の提出があったときは同申出入)に通知しなければならない。

なお，参加人文はその代理人がいる場合は，それらの者についても同様に通知しな

ければならない。

エ 電話文は口頭により通知する場合は，〆速やかに意見聴取期日等変更通知書による通

知を行うとともに，電話記録書文は面接記録書により，期日等変更通知を行った事実

を記録しておくものとする。

オ意見聴取期日等の変更を不許可とした場合には不許可通知書J (別記第 6母様

式)により申出人に対し，通知しなければならない。

4 代理人の出席

(1)代理人の選解任の手続

ア 意見聴取担当入国審査官は，被聴取者文は参加人が意見聴取に代理人を出頭させよ

うとするときは，代理人資格証明書の提出を求める。

イ 代理人がその資格を失ったときは，被聴取者文は参加入に対し，代理人資格喪失届

出書(施行規則別記第37号の 5様式)の提出を求める。

(2)代理出頭手続

ア 意見聴取担当入国審査官は，被聴取者の代理人が被聴取者に代わり，意見聴取に出

頭しようとするときは，原則として，意見聴、取期日の 2日前までに代理出頭申出書

(施行規則別記第37号の12様式)の提出を求め，代理出頭の可否について意見を付し

た上で，速やかに所属する地方局の長に報告する。

イ 地方局の長は，当該申出に相当の理由があると認めるときは，これを許可する。

(注)

ウ 意見聴取担当入国審査官は，地方局の長から，代理出頭を許可する旨の決定を受け

たときは，代理出頭許可通知書(施行規則別記第37号の13様式)により代理人にその

旨を通知し，また不許可とする場合には，不許可通知書により代理人に通知しなけれ

ばならない。ただし，急を要する場合は，電話文は口頭により行い，電話記録書等に

ー 13
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より通知を行った事実を記録し，併せて速やかに同通知書の交付を行う。

エ 意見聴取担当入国審査官は，代理出頭による意見聴取の後，代理人からの意見聴取

のみでは十分な意見聴取が実施できないと判断した場合は，意見聴取続行通知書(施

行規則別記第37号の14様式)により，改めて被聴取者に対し意見聴取手続への出頭を

求めることができる。

5 利害関係人の出席

(1)意見聴取担当入国審査官は，意見聴取手続に当たり，利害関係人の参加を必要と認め

る場合は，職権により，意見聴取に関する手続に参加することを求めることができる。

この場合，利害関係人参加許可通知書(施行規則別記第37号の 7様式)により，指定期

l日に出頭を求める。

利害関係人から参加を拒否する旨の申出があった場合は，電話記録書等によりその記

録を留めておくものとする。

(2)意見聴取担当入国審査官は，利害関係人から意見聴取に関する手続への参加の意思表

示があった場合は，原則として，意見聴取期日の 2日前までに利害関係人に対し，利害

関係人参加申出書(施行規則別記第37号の 6様式)の提出を求め，利害関係人の意見聴

取に関する手続への参加の可否について意見を付した上で，速やかに所属する地方局の

長に報告する。

なお，代理人が同申出をする場合には，任意の書式による委任状を添えて提出させな

ければならない。

(注)施行規則第25条の 5第2項に規定する利害関係人の意見聴取への参加の申出を行うこ

とのできる利害関係人の代理人は，同条第4項で準用する第25条の4第1項に規定する

代理人(r参加人」の代理人)とは異なるので，任意の委任状を提出させるものである。

(3)地方局の長は，利害関係人の参加を必要と認める場合には，これを許可する。

(4)意見聴取担当入国審査官は，地方局の長から，利害関係人の参加を許可する旨の決定

を受けた時は，利害関係人に対し利害関係人参加許可通知書により通知し，また不許可

とする場合には，不許可通知書により通知する。ただし，急を要する場合は，電話又は

口頭により行い，電話記録書等により通知を行った事実を記録し，併せて速やかに同通

知書の交付を行う。

6 通訳人の手配

意見聴取担当入国審査官は，意見聴取を実施するに当たり，当該外国人の日本語理解能

力が十分でない等，通訳人を必要と認める場合は，通訳人を手配する。

7 文書等の閲覧
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(1)被聴取者又はその代理人及び参加人又はその代理人(以下「被聴取者等」という。)

は，意見聴取の通知があった時から最後の意見聴取期日の終了の時までの間，在留資格

の取消事案について調査した結果に係る調書その他の当該在留資格の取消しの原因とな

る事実を証する資料の閲覧を求めることができる(施行規則第25条の13第1項)。

(注)① 「在留資格の取消しの原因となる事実を証する資料」とは，意見聴取において

援用しようとする資料を含め，在留資格の取消しを根拠づける資料をいう。

② 参加人でない者が，利害関係人であるとして資料の関覧を求めようとする場合

は，申請に係る要件を満たしていないため却下する。

(2)意見聴取担当入国審査官は，意見聴取の期日前に，被聴取者等から資料閲覧許可申請

書(施行規則別記第37号の15様式)により，閲覧の求めがあった場合は，第三者の利益

を害するおそれの有無その他閲覧の可否について意見を付して，速やかに所属する地方

局の長に報告しなければならない。

(3)地方局の長は，文書等の閲覧の可否について，速やかに決定する。

(4)意見聴取担当入国審査官は，地方局の長から，文書等の閲覧を許可する旨の決定を受

けた時は，資料閲覧許可通知書(施行規則別記第37号の16様式)により申請人にその旨

を通知し，また不許可とする場合には，不許可通知書により申請人に不許可の事実及び

その理由を通知しなければならない。ただし，急を要する場合は，電話又は口頭により

行い，電話記録書等により通知を行った事実を記録し，併せて速やかに同通知書の交付

を行う。

(5 )複数の被聴取者又はそれらの代理人及び参加人又はそれらの代理人等から文書等の閲

覧の申出があった場合は，当該申出人ごとに資料閲覧許可申請書を提出させる。複数の

申出人が資料の閲覧を同時(同席)に希望し，特段の支障がないと認められる場合には，

同時に文書等の閲覧を許可することができる。

(6 )資料閲覧許可通知書の作成

複数の者に対し同時に資料の閲覧を許可する場合は，資料閲覧許可通知書の r1 閲

覧者」氏名欄に rooo他×名(別添のとおり)Jと記載し，閲覧を許可した全対象者

について，国籍，氏名，性別，生年月日，色在留資格，台帳上の番号及び在留資格取消対

象者との関係について記載したリスト等を作成の上添付し，また意見聴取手続を併合し

た場合は r3 在留資格取消対象者」の氏名欄に rooo他×名(別添のとおり)J 

と記載し，同様のリスト等を作成の上添付する。

(7)被聴取者等に資料を閲覧させる場合には，プライバシーに十分配慮じ，可能な限り個

室において行う。適当な個室がない場合においても，一般の申請者等の第三者が立ち入

【 15
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ることができない場所を確保するように配慮する。また，資料の紛失等を防止するため，

入国審査官等の立ち会いの下，写しを閲覧させるものとする。

なお，被聴取者等に対する資料の写しの交付は認めない。

(注)閲覧の拒否は，第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があると

きでなければ，その閲覧を拒否することはできない(施行規則第25条の13第 1項後

段) 0 . r第三者の利益」には，閲覧を請求する者以外の者のプライパシーや法人の営

業の秘密等が含まれ，閲覧請求者との関係では，被聴取者や利害関係人も第三者とな

り得ることとなる。

第三者の利益に係る文書等であっても，当該文書等が在留資格の取消しに係る重大

な根拠となるものである場合は，事前に当該第三者の承認を受けることにより閲覧を

許可することができる。

「その他正当な理由Jには，公益上の観点、から生じる場合や閲覧請求が権利の濫用

に当たる場合が考えられる。

なお，閲覧請求の対象文書の中に閲覧拒否事由に該当する部分があるときでも，そ

の部分を隠すなどして部分開示することが可能な場合は，可能な限りそのような方法

で閲覧請求に応えるものとするロ

(8 )意見聴取期日における文書等の閲覧

意見聴取担当入国審査官は，被聴取者等から，意見聴取期日の進行に応じて新たな閲

覧請求があった場合，その場で閲覧を許可することができるほか，当該意見聴取におい

て閲覧させることができないと判断するときは，閲覧の日時及び場所を指定することが

できる(施行規則第25条の13第5項)。

ア 意見聴取担当入国審査官は，意見聴取期日における資料閲覧許可申請に備え，閲覧

の可否及び閲覧を拒否する資料の拒否理由について，あらかじめ地方局の長の決定を

受けておくものとする。ただし，閲覧の可否に係る地方局の長の決定を受けていない

資料に関し，口頭による閲覧の申出があったときは，急、を要する場合で，閲覧を認め

ることが明らかに相当と判断する資料であるときは，自らの判断で閲覧を許可するこ

とができる。

イ J 意見聴取担当入国審査官は，当該意見聴取の場において閲覧を認めることができな

いと判断するときは，不許可通知書により通知じなければならない。

第2 意見聴取

1 意見聴取時における留意事項

(1)出席者等の確認
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意見聴取手続に当たり，出席者について次の事項を確認する。

ア 被聴取者が在留資格の取消手続を受ける本人であること。ただし，代理出頭が許可

されてその者が出席する場合を除く。

イ 被聴取者が未成年者である場合は，その法定代理人，任意代理人その他被聴取者の

権利を保護するのに適当な者が出席していること。

(注) rその他被聴取者の権利を保護するのに適当な者Jとは，親族，同居人，参加人

以外の利害関係人をいう。

ウ 代理人が出席する場合は，代理人資格証明書に記載されている代理権を有する者で

あること。

エ 参加人が出席する場合は，利害関係人参加許可通知書に記載されている利害関係人

であること。

オ被聴取者の日本語の能力が十分でないと判断した場合は，通訳人又は意見聴取担当

入国審査官の通訳する外国語により意見聴取が可能であること。

(2)録音，録画等の禁止

意見聴取担当入国審査官はz 意見聴取において，被聴取者等による録音，録画及び写

真撮影等は一切認めないこと。

(3)意見聴取に出席しない者がいる場合

被聴取者等の一部が出席していないときであっても，意見聴取を行うことができる。

(注)

(4)取消原因等の説明

意見聴取担当入国審査官は，最初の意見聴取期日の冒頭において，在留資格の取消し

の原因となる事実及び根拠となる法令の条項を意見聴取の期日に出頭した者に対して説

明しなければならない。

(5 )円滑な意見聴取手続の遂行

ア 意見聴取担当入国審査官はz 被聴取者等に十分な発言，証拠の提出，質問の機会を

与えるとともに，効率的かっ円滑に意見聴取手続が行われるよう協力を求める。

イ 被聴取者等は，意見聴取手続において，手続を併合した対象者が複数出席する場合

や複数の被聴取者等が参加する場合は，それぞれ意見を述べ，証拠を提出し，及び意
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見聴取担当入国審査官に対し質問を発することができる。

(注)意見や質問は，在留資格の取消しの原因となる事実のみでなく，法の解釈・適用

についても意見を述べ質問をすることができる。

ウ 意見聴取担当入国審査官は，被聴取者等が当該事案の範囲を超えて陳述するとき，

その他意見聴取を整理するためにやむを得ないと認めるときは，その陳述を制限する

ことができる。

エ 意見聴取担当入国審査官は，被聴取者等が意見聴取手続を妨害し，意見聴取に支障

が生じるおそれがあると認めた場合は，妨害をする被聴取者等に対し，退場を命じる

ことがある旨の警告を与える。

被聴取者等がこのような警告を無視して再度妨害を行うときは，被聴取者等に対し，

退場を命じることができる。

オ意見聴取担当入国審査官は，被聴取者自身が意見聴取手続を妨害するなど，意見聴

取手続を続行することが困難となった場合は，意見聴取を中断し，当日の意見聴取を

再開しないときには，改めて意見聴取手続を続行するか，意見聴取手続を終結するか

を検討の上，決定するものとする。

2 意見聴取調書の作成

(1)意見聴取調書記載事項

意見聴取担当入国審査官は，意見の聴取を行ったときは，施行規則第25条の12第 1項

各号に規定する事項を記載した「意見聴取調書J (別記第7号様式)を作成しなければ

ならない。

(注)意見聴取調書記載事項

① 意見の聴取の件名

② 意見の聴取の期日及び場所

③ 意見聴取担当入国審査官の氏名

④ 意見聴取の期日に出頭した被聴取者等の国籍，氏名，性別，年齢及び職業

⑤ 被聴取者等の陳述の要旨

⑥ 証拠書類文は証拠物が提出されたときは，その標目

⑦ その他参考となるべき事項

( 2 )意見聴取調書記載要領

ア 手続を併合した場合

施行規則第25条の Bの規定に基づき，併合した上で意見聴取手続を行う場合には，

意見聴取調書頭書の身分事項欄には，在留資格取消対象者のうち，一人の身分事項を
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記載するとともに，氏名欄には rooo他×名(別添リストのとおり)Jと記載し，

被聴取者全員のリストを作成の上，調書末尾に添付する。

また，調書を作成するに当たっては，誰の供述であるかが分かるように明確に記載

する。

イ 証拠提出時の取扱い

(ア)意見聴取調書への記載

被聴取者等から証拠書類等が提出されたときは，その内容，標目，数量等を提出

者の面前において確実に確認し，その証拠書類等の内容に係る説明等について記載

する。

なお，証拠書類等について，提出者が所有権を放棄し，次項記載の領置手続を執

らない場合には，その事実についても記載する。

(イ)証拠書類等の領置手続

意見聴取担当入国審査官は，被聴取者等から任意に提出された証拠書類等を領置

することができる。その場合，意見聴取担当入国審査官は「領置調書・目録書」

(別記第8号様式)を 2適作成し，契印の上，その 1通を提出者に対し交付しなけ

ればならない。

意見聴取担当入国審査官は領置中の証拠書類等の保管が必要でないと認めるとき

は r領置物件還付請書J (別記第9号様式)を徴収した上で，提出者に還付しな

ければならない。

また，提出者から領置中の証拠書類等について，所有権放棄の申出があった場合

には r所有権放棄書J (別記第10号様式〕の提出を求める。

ウ被聴取者等の供述

被聴取者以外の者の供述については，アの手続に準じ，それぞれ誰の供述であるか

を明確に調書に記載する。

エ被聴、取者等の署名

意見聴取担当入国審査官は，意見聴取に参加した被聴取者等すべてに対し，調書を

読み聞かせ，その内容に誤りがないことを確認した上で，全員から調書の末尾に署名

させなければならない。

オ通訳人の署名等

通訳人を介し意見聴取を実施した場合は，意見聴取調書に通訳人にも署名，捺印を

求める。

(注)通訳人の国籍(特に被聴取者と同一国籍の場合)等を考慮し，被聴取者等の面前
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での署名及び捺印を求めることを控えるなど，そのプライパシーに十分配慮する。

3 代理出頭による意見聴取における意見聴取調書の作成

(1)施行規則第25条の 9第2項の規定に基づき，被聴取者に代わって代理人から意見聴取

を行ったときは r意見聴取調書(代理人)J (別記第11号様式)を作成しなければな

らない。

(2 )意見聴取調書(代理人)の記載事項及び記載要領は，本節第2の2 (1)及び (2) 

に準じる。

4 意見聴取手続の続行

意見聴取担当入国審査官は，意見聴取手続の当日のみでは，意見聴取手続を終えること

ができず，意見聴取を続行する必要があると判断した場合は，被聴取者(代理出頭による

意見聴取の場合は当該代理人。以下本項について同じ。)に対し，意見聴取続行通知書を

交付し，再度意見聴取手続への出頭を求めることができる。

この場合，当日の意見聴取手続終了後，意見聴取続行通知書は被聴取者にのみ交付し，

同時に当日意見聴取手続に参加したその他の者に対しでも口頭で通知する。

なお，正当な理由があり意見聴取を欠席した者がいる場合は，意見聴取手続の続行につ

いて，意見聴取続行通知書の送付又は電話により口頭で通知する。

5 意見聴取報告書の作成

意見聴取担当入国審査官は，意見聴取の終結後，施行規則第25条の12第2項各号に規定

する事項を記載した「意見聴取報告書J (別記第12号様式)を作成し，これに記名押印し

て地方局の長に報告しなければならない。

意見聴取報告書には次の事項を記載する。

( 1 )在留資格の取消しについての意見聴取担当入国審査官の意見

(2 )在留資格の取消しの原因となる事実に対する被聴取者等の主張

(3 )上記 (2)の主張に対する意見聴取担当入国審査官の判断

第4節処分等

第1 取消しの決定

1 地方局の長の決定する事案

地方局の長は，次の 2又は3に該当するものを除き，在留資格の取消しの可否を決定す

る。
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なお，正当な理由なく意見聴取に出頭しない次の場合は，在留資格の取消しを決定する

ものとする。

(1)在留資格取消対象者に対し，意見聴取通知書により意見聴取手続への出頭を通知した

後，正当な理由なく同期日に出頭しない場合

(2)代理出頭の申出に基づき，代理人からの意見聴取を許可した場合で当該代理人が正当

な理由なく出頭に応じない場合

2 本省に請訓すべき事案

法第22条の4の規定に基づく在留資格の取消しについては，法第69条の 2及び施行規則

第61条の 2の規定により，永住者の在留資格の取消しを除き，法務大臣の権限は地方局の

長に委任されているところ，次に掲げる事案については，法務大臣に対して請訓するもの

とする。

(1) 

(2) 

( 3) 

3 本省に進達すべき事案

法務大臣の権限に属する永住者の在留資格の取消事案については，本省入国管理局長あ

てに進達するものとする。

4 留意事項

第2 通知

地方局の長は，本省入国管理局長から本節第 1の2の請訓若しくは同 3の進達の結果を

受けたとき，又は自ら在留資格の取消しの可否について決定したとき(支局にあっては，

地方局からの通知により)は，被聴、取者に対し，次により通知する。

1 在留資格を取り消さない場合の措置

(1)在留資格を取り消さない場合には，被聴取者又は代理人の出頭を求め又は電話で，そ

の旨を口頭により通知する。
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(2) 

(注)

2 在留資格を取り消す場合の措置

(1)在留資格を取り消す場合は，被聴取者に対し r通知書J (別記第13号様式)を郵送

し，又は電話により出頭を求め，在留資格取消通知書(施行規則別記第37号の 3様式)

を交付して行う。

(2) 

圃・・・
( 3)旅券又は在留資格証明書に記載されている在留資格に係る証印及び有効な再入国許可

証印に取消 (CANCELLED)印を押印し， rooOO年00月00日在留資格取消通知書

交付(在留資格取消通知書上の番号)Jと記載の上，処分庁名印又は入国審査官認証印

を押印する。

(4)在留資格取消通知書の r6 取消しの理由」欄への記載は，可能な限り具体的にその

理向を記載する(第9編「入国事前審査」第4章第 1節参照。)。

第3 通知に伴う措置

1 警備部門への通報

第 1節第2の1又は2の事由により，在留資格を取り消した者に対し，第4節第 2によ
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る所定の手続を完了した場合は[退去強制事由該当容疑者通報書J (別記第14号様式)

により警備部門へ通報の上，身柄を引き渡す。

2 出国期間等指定書の交付

(1)出国期間等指定書交付の際の留意事項

第1節第2の3から 5までのいずれかの事由により在留資格を取り消された者に対し

ては，出国期間等指定書(施行規則別記第37号の17様式)を交付し，同指定書に付され

た条件の違反が判明した場合には，出国期間等の指定が取り消される(撤回)場合があ

ることについて告知する。

なお，出国期間等指定書は，在留資格を取り消した者が退去強制手続中である場合等

の特段の事情がない限り，原則として，在留資格取消通知書とともに交付する。

(2)意見聴取手続を併合した場合の指定書の作成

意見聴取手続を併合し，同時に在留資格の取消しを決定した場合においても，出国

期間等指定書は，在留資格を取り消した者ごとに作成の上，交付する。

(3)出国期間の指定

出国期間は，原則として20日間とする。

出国期間等指定書の [4 出国期間」欄には，交付の日の翌日から起算して20日目の

日を記入する。

(4)条件の設定

ア指定住居

指定住居の記載については，住居の屋号，号室等まで記載する。

イ行動範囲

行動範囲については，指定住居の属する都道府県及び出国予定空海港までの経路を

記載し，病院への通院等，特別な事情があると地方局の長が認めた場合には，それに

応じて定めることとする。

例 1 東京都及び出国の際の成田国際空港までの経路

例 2 東京都，神奈川県横浜市所在の00総合病院へ通院の際の同病院及び同病院

までの経路並びに出国の際の成田国際空港までの経路

ウ 注意事項の記載

条件欄の 5 (4)へ次のとおり記載する。

「上記(1)から(3) の条件に違反した場合にはs 出国期間の指定を取り消す

場合があります。」

第4 在留資格の取消告知に係る呼出しに応じない者又は所在不明により取消通知が未到達の
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者の取扱い

1 在留資格の取消告知に係る呼出しに応じない者

在留資格の取消告知に係る呼出しに応じない者については，本人限定郵便により，在留

資格取消通知書を送付し，次のとおり取り扱う。

(1)第 1節第2の1又は 2の事由により在留資格の取消しを決定した場合

退去強制事由該当容疑者通報書により警備部門へ通報する。

(2)第1節第2の3から 5までのいずれかの事由により在留資格の取消しを決定した場合

在留資格取消通知書とともに，出国期間等指定書を送付する。

2 所在不明により取消通知が未到達の者

なお，第 1節第2の1又は2の事由により在留資格の取消しが決定された者については，

「在留資格取消処分連絡書J (別記第15号様式)により警備部門へ通報する(注)。

第5 出国期間等指定書交付者に対する事後の関連手続等

1 出国期間等指定書記載の出国期間又は条件の変更

(1 )出国期間の変更

出国期間等を指定された当該外国人から出国期間の変更の申出があったときは，出国

期間変更の必要性を疎明するに足りる資料を添付させた上で r条件変更申出書J (別

記第16号様式)を提出させる。

出国期間の変更にやむを得ない理由があり，それを相当と認める時は，当初の指定の

日から30日を超えない範囲において，変更を許可することができる。

出国期間の変更を許可する場合は，出国期間等指定書上の出国期間を二重線で抹消し，

新たに指定した出国期間を記載の上，地方局の長の印を押印する。ただし，当該外国人

が支局又は出張所において出国期間の変更を申し出た場合で，当該申出に緊急の事情が

あると認められる場合は，電話等により地方局の長の承認を得た上で，地方局の長の印

に代えて，支局又は出張所の長の印を押印するととにより，出国期間の変更を許可する

ことができる。

なお，出国期間の変更を許可しないときは，当該外国人に対し，その旨を口頭で通知
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する。

( 2')指定住居の変更

出国期間等を指定された当該外国人から指定住居の変更の申出があったときは，住居

変更の必要性を疎明するに足りる書類を添付させた上で，条件変更申出書を提出させる。

指定住居の変更に合理的理由があり，それを相当と認めるときは，出国期間等指定書

上の指定住居を二重線で抹消し，新たに指定した住居を記載の上，地方局の長の印を押

印する。

なお，当該外国人が支局又は出張所において指定住居の変更を申し出た場合及び指定

住居の変更を許可しないときの取扱いは，上記(1)に準じる。

( 3)行動範囲の一時拡大

出国期間等を指定された当該外国人から行動範囲の一時拡大の申出があったときは，

旅行の目的，必要性，旅行に要する期間等を疎明するに足りる書類を添付させた上で，

条件変更申出書を提出させる。

行動範囲の一時拡大に合理的理由があり，それを相当と認めるときは，出国期間等指

定書の余白に roo月00日から00月00日までの問，、 00への行動範囲拡大を認め

る。」旨を記載しz 地方局の長の印を押印する。

なお，当該外国人が支局又は出張所において行動範囲の一時拡大を申し出た場合及び

行動範囲の一時拡大を許可しないときの取扱いは，上記(1)に準じる。

2 条件違反が判明した場合の取扱い

(1)地方局の長は，当該外国人が出国期間等指定書上の条件に違反したことが判明した場

合は，出国期間等の指定を取り消すか否かを決定する。

(2 )地方局の長は，条件の違反がやむを得ない事情による場合又は軽微な場合を除き，出

国期間等の指定を取り消し，出国期間を出国可能な船舶又は航空機の直近のものがある

日までの聞に短縮して指定した「出国期間指定取消及び期間変更通知書J (別記第17号

様式)を交付し，速やかな出国を求めるとともに当該期間中に出国しなかったときは，

退去強制事由該当容疑者通報書により警備部門へ通報する。

なお，出国期間等の指定の取消権者は，当該出国期間等を指定した地方局の長である。

また，行動範囲や経路の逸脱があった場合でも，その原因が不注意等過失によるもの

で，逃亡の意思が全くない場合は，取消しを行つてはならない。
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3 出国期間等指定書に記載された期間を超えて，残留していることが判明した者

退去強制事由該当容疑者通報書により警備部門へ通報する。

第 6 在留資格取消通知に係る証印取消処分未了者等を発見した場合の措置

在留資格取消に係る通知を郵送で通知した後，出頭に応じず証印取消処分が未了の者又

は在留資格取消通知書を郵送したものの，転居先不明等の理由により，同通知書が返送さ

れた者を発見した場合は，以下の一覧表のとおり措置する。

自局発見 他局発見

通知済 退去強制事由 口頭により在留資格の取消事実に 処分庁に対し取消事実を確認し，そ

該当 ついて告知し，所持する旅券上の証 の依頼を受けた上で，口頭により在留

印等を取り消した上で，第4節第 3資格の取消事実について告知し，所持

の1により警備部門へ通報し，身柄 する旅券上の証印等を取り消した上

を引き渡すロ で，第4節第3の1により警備部門へ

通報し，身柄を引き渡す。

退去強制事由 口頭により在留資格の取消事実に 処分庁に対し取消事実を確認し，そ

非該当 ついて告知し，所持する旅券上の証 の依頼を受けた上で，口頭により在留|

印等を取り消した上でs 第4節第3 資格の取消事実について告知し，所持

に従い通知等を行った上で，当初の する旅券上の証印等を取り消した上

通知により指定された出国期間内の で，当初の通知により指定された出国

出国について指導する。 期間内の出国について指導する。

未通知 法第22条の4 在留資格取消通知書を作成(実際 処分庁に対し取消事実を確認し，そ

第1項第 1号 に告知する日付により再度作成) の依頼を受けて在留資格取消通知書を

文は第2号の し，第4節第2及び第3に従い通知 作成の上，第4節第2及び第3に従い

取消事由該当 等を行った上で，警備部門へ通報 通知等を行った上で，警備部門へ通報

者 し，身柄を引き渡す。 し，身柄を引き渡す。

法第22条の4 在留資格取消通知書及び出国期間 処分庁に対し取消事実を確認し，そ

第1項第3号 等指定書を作成(実際に告知する日 の依頼を受けて在留資格取消通知書及

から第5号ま 付により再度作成)し，第4節第2 び出国期間等指定書を作成の上，第4

でのいずれか 及び第 3に従い通知等を行った上 節第2及び第 3に従い通知等を行い，

の取消事由該 で，指定された出国期間内の出国に 指定された出国期間内の出国について

G
U
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巴 lついて指導する。 l指導する。

(注)① 上記表の「通知済Jの「退去強制事由該当者」には，第 1節第2の1又は2により在

留資格を取り消した者のほか，第 1節第 2の3から 5までにより在留資格を取り消した

者のうち，既に指定された出国期間を経過している者を含む。

② 他局で通知手続を執る場合，在留資格取消通知書及び出国期間等指定書はs 在留資

格の取消しを決定した地方局の長(永住者の在留資格の場合は法務大臣)の名義で作成

し，名義人の上部又は下部に roo入国管理局長からの依頼による。」と記載の上，入

国審査官認証印を押捺する。

③ 

@ 証印部分八の記載は，次の表のとおりとする。

証印取消処分時の状況 証印部分八の記載

郵送による通知済みの者 roooo年00月00日付けで本人に対し交付された在

の証印取消しを自局で行う 留資格取消通知書(通知書上の番号)に基づき，証印取消j

場合

郵送した通知書等が返送 roooo年00月00日在留資格取消通知書交付(通知

された者の証印取消しを自 書上の番号) J 

局で行う場合

郵送による通知済みの者 roooo年00月00日付けで本人に対し交付された在管

の証印取消しを他局で行う 留資格取消通知書(通知書上の番号)に基づき， 00入国

場合 理局からの依頼により証印取消J

郵送した通知書等が返送 roo入国管理局からの依頼により， 0000年00月O

された者の証印取消しを他 O日在留資格取消通知書交付(通知書上の番号) J 

局で行う場合

第 7 出国の確認

1 入国審査官は，出国期間等の指定を受けた外国人の出国確認の際，出国期間等指定書を

回収し，回収した向指定書を「出国期間等指定書回収報告書J (別記第四号様式)ととも
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に同指定書を交付した地方局等に送付する。

2 入国審査官は，出国期間等の指定を受けた外国人が指定された行動範囲外の出入国港か

ら出国しようとする場合であって，第4節第 5の1 (3)に規定する許可を受けていない

者が，既に出国のために出入国港へ出頭し，指定された出国期間内に出国しようとすると

きは，上記 1により出国確認を行うものとする。

第8 在留資格の取消し又は継続以外の理由による在留資格取消手続の終止処分

在留資格の取消し又は継続の決定以外に以下の事実が判明した場合には，地方局の長へ

報告の上，在留資格取消手続を終止処分とする。

( 1 )単純出国した場合

( 2)再入国許可による出国後，再入国許可期限が経過した場合

( 3)在留期限が経過した場合

(4 )退去強制令書が発付された場合

(5 )法第50条の規定による在留を特別に許可された場合

(6)死亡した場合

(7 )その他地方局の長が意見聴取期日の通知前に在留資格取消手続の終止処分を適当

と判断した場合

第5節特則・その他

第1 退去強制手続中の者に対する取消しの特則

入国審査官又は意見聴取担当入国審査官は，既に退去強制手続中の者が在留資格取消対

象者であることが判明した場合は，地方局の長に報告の上，退去強制手続の進捗状況(退

去強制令書の発付事実等)を考慮し，在留資格取消手続を執るか否かを判断する。、

(注)・・圃・

-圃・-
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1 意見聴取手続の実施

在留資格の取消手続を行う場合には，速やかに必要な手続を進め，意見聴取手続を実施

し，在留資格の取消しについて決定するo

特に，在留資格取消対象者が収容令書によって収容中である場合は，収容期間等を考慮

し，警備，違反審査，審判等の関係各部門と緊密に連絡を取り，退去強制手続に支障が生

じないように速やかに手続を進める。

2 在留資格の取消し等の通知

(1)第 1節第 2の1又は2に該当するとして，在留資格を取り消す場合は，法第24条第2

号の2該当容疑者として，退去強制事由該当容疑者通報書により警備部門へ通報の上，

在留資格の取消手続を執る。

(2)第1節第2の3から 5までのいずれかに該当するとして，在留資格を取り消すことを

決定した場合は，現に退去強制手続中の警備，違反審査又は審判のいずれかの部門へそ

の旨通報するにとどめ，退去強制手続を優先させる。

(3)在留資格を取り消さないことを決定した場合は，現に退去強制手続中の警備，違反審

査又は審判のいずれかの部門へその旨通報するとともに，当該対象者に対して口頭によ

り通知する。

3 出国期間等指定書の交付等

第 1節第2の3から 5までのいずれかに該当するとして，在留資格を取り消すことを決

定した場合で，現に進行中の退去強制手続が「容疑なしJ，容疑不十分J.又は「放免」

により終局処分となったときは，速やかに当該対象者に対し，第4節第2及び第3に従い

通知等を行う。

第2 刑事手続中の者に対する取消しの特則

1 意見聴取手続の実施

(1)在留資格取消対象者が刑罰法令違反等により勾留等されている事実が判明した場合は，

当該外国人に係る刑事手続の状況，釈放(仮釈放，仮退院を含む。)の日及び意見聴取

-29 



第 3分冊第 10編の 2

手続に係る利害関係人，代理人の参加意思等を考慮し，刑事手続の状況に応じて検察官

及び在留資格取消対象者が勾留等されている機関と調整bた上で，意見聴取手続の期日

を決定し，可能な限り勾留中に意見聴、取手続を実施する。

(2)在留資格取消対象者の勾留中に意見聴取手続を行うことができない場合は，身柄の釈

放後，速やかに意見聴取期日を通知し，必要な手続を進める。

2 在留資格の取消しの通知

在留資格の取消しに係る処分の通知は，可能な限り勾留等身柄が拘束されている聞に行

うものとする。この場合，旅券等に記載されている証印への取消 (CANCELLED)印の押印

等の必要な措置をするに当たり，その旅券等が押収等されている場合は，押収等をしてい

る関係機関の協力を求め，また，配偶者等の関係者が当該旅券等を所持しているときは，

親族，代理人等に旅券等の持参を求めるなどして必要な措置を執るように努める。

3 取消し後の措置

(1)第 1節第2の1又は2に該当するとして，在留資格を取り消した場合は，法第24条第

2号の 2該当容疑者として，退去強制事由該当容疑者通報書により警備部門へ通報する。

(2)第l節第2の3から 5までのいずれかに該当するとして，在留資格を取り消すことを

決定した場合で，現に退去強制事由に該当するとして退去強制手続を執っているときは

第5節第1の2 (2)に準じて猪置する。また，現に退去強制事由に該当していないと

きは，身柄の釈放後に第4節第2及び第3に従い手続を執る。

第3 本省報告

地方局の長は，在留資格を取り消した事案について在留資格取消処分状況報告書」

(別記第19号様式)により 1か月分を翌月 10日までに本省入国管理局長へ報告する。

第4 その他

1 在留資格の取消手続と在留関係の諸申請が同時に進行している場合の取扱い

(1)在留資格変更又は在留期間更新の許可

在留資格取消処分の決定を待って申請の処分を決定する。ただし，申請の内容から，

地方局の長が不許可と決定することが相当と認めるときは，不許可処分の通知を行い，

在留資格の取消手続を終止することができる。

。なお，第 1節第2の1又は2の事由に該当する者として在留資格の取消しの手続を行

っている場合は，先に取消処分の決定を行った上で申請に係る処分を告知する。

(注)在留資格変更許可等申請中の者で，既に在留期間を経過しているか，申請中に在留

期間を経過した場合は，在留資格の取消しを行うことはできないので留意する。(た

だし，第 1節第 2の1の場合には，当該申請に係る許可がなされた場合は，在留資格
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の取消しを行うことができる。)

(2) 再入国許可

第10編第8章に規定するところにより申請の許否を決定する。ただし，意見聴取を終

了しているときは，直ちに在留資格の取消しに係る処分を決定し，在留資格を取り消す

ときは，取消しに係る手続を行うとともに申請を不許可とする。

( 3)永住許可

在留資格の取消しに係る手続と永住許可に係る審査を同時に進め，取消しに係る処分

を先行して行い，先に取消処分の決定を行った上で申請に係る処分を告知する。

2 再入国許可による出国又は上陸申請があった場合の取扱い

第 1節第2の 1から 5までのいずれかに該当する者として在留資格の取消手続中の者か

ら再入国許可による出国確認又は上陸の申請があった場合は，以下の一覧表のとおり措置

する。

意見聴取未通知者 在留資格取消 在留資格取消決定後

(第3節第1の3(1) 手続中 の取消未通知者(第4

エ) 節第4文は第6)

再入国許 法第22条の4第l項第 在留資格取消通知の

可による l号又は第2号該当者 特段の措置は執ら 特段の措置は執ら 上，警備部門へ通報

出国確認 法第22条の4第1項第 ない ない 在留資格取消通知の

申請時 3号から第5号該当者 上，出国準備期間を指

定(注①)

再入国許 法第22条の4第l項第 特別審理官へ引き 特別審理官へ引き

可による l号該当者 渡す(注②) 渡す(注②) 特別審理官へ引き渡

上陸申請 法第22条の4第1項第 上陸許可後，第3 す(注③)

時 2号該当者 節第1の3(2)に準 特段の措置は執ら

法第22条の4第l項第 じ，意聴取通知を ない 特別審理官へ引き渡

3号から第5号該当者 行う す(注④)

(注)① 出国の際に在留資格取消を通知の上，出国期間等指定を行った場合は，当該外国人

に対し，いわゆる単純出固として取り扱うので，次回入国の際には新たに査証を取得

する必要があることを伝えなければならない。

② 引き渡しを受けた特別審理官は，口頭審理において，所持する旅券と申請人との同

一性に係る確認を行うとともに，上陸拒否事由該当者であることを偽って上陸許可を
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受けたことが確定できない場合には，法第10条第7項に基づき，再入国許可による上

陸を許可するものとする。

なお，現に上陸拒否事由に該当するものであることが判明した場合は，上陸審判手

続きを執る。

③ 引き渡しを受けた特別審理官は，上陸許可をすることなく在留資格を取り消した上，

法第24条第2号の 2該当容疑者として警備部門へ通報し，身柄を引き渡す。

④ 引き渡しを受けた特別審理官は，上陸を許可した場合，在留資格を取り消した上，

出国期間等指定書を交付するo

3 再入国許可等の取消し

在留資格取消制度の創設に伴い，従来行っていた上陸許可の証印等の取消し並びに再入

国許可，資格外活動許可及び特例上陸許可の原始的取疲を理由とする取消しは，これを行

うことはできない。
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第 2章その他の取消し

第 1節、数次再入国の許可の取消し(撤回)

第 1 対象

既に数次再入国の許可を受けている者について，その有効期間中に，引き続きその許可

を与えておくことが適当でなくなった場合で，次に掲げる要件のいずれをも満たす場合に

限り，数次再入国の許可を取り消す。この取消しは，原処分の原始的穣庇を理由として原

処分時に遡って効力を失わせるものではなく，講学上の「撤回」に当たるものである(法!

第26条第6項参照)。

1 既に当該数次再入国の許可を使用して 1回以上再入国をしたことがあること o

2 数次再入国の許可を受けている者が本邦にあること。

3 出国中に我が国の外交上の利益その他の国益を害する行為を行ったことがあり，若し

くは将来行うことが危倶され，又は現時点で再入国許可の申請を行ったとすれば再入

国が許可されないであろうと認められるなど，数次再入国の許可を引き続き与えてお

くことが適当でないと認められること。

なお，再入国許可を取得した後，在留資格該当性を喪失した外国人が上陸申請してきた

場合は，入管法第7条第1項第 1号及び岡4号に適合しているかどうかを審査し，適合し

ていると認定したときは上陸許可することとなるが(第6編第2章第 2節第4の6参照)， 

当該外国人が再入国した後，引き続き当該数次再入国許可を与えておくことが適当でない

と認められる場合には，前段1から 3の要件のいずれをも満たす場合に限り，数次再入国

の許可を取り消す。

おって，数次再入国の許可を受けている外国人に対し，在留資格の変更を許可する場合

において，引き続き数次再入国の許可を与えておくことが適当でないと認められるときは，

第4章第 5節第 1による。

第2 取消しの通知等

1 数次再入国の許可の取消しは，数次再入国許可取消通知書(施行規則jJlJ記第44号様

式)を交付するとともに，その者が所持する旅券に押された再入国許可の証印に失効

(CANCELLED)印を押印し，又はその者が所持する再入国許可書を返納させて行う o この場

合において，取消通知書を受領した者が出頭しないため許可証印の抹消又は再入国許可書

の返納を実現することができないときは，出国の際など適宜の機会にこれを行う。
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2 事後措置については，以下により取り扱う。

(1)数次再入国許可の取消しと同時に新たな許可をするときは，処分取消通知書の交付と

同時に新たな許可に係る許可書の交付又は旅券等への証印を行う。

(2)他の地方局等又は出張所からの依頼により数次再入国許可の取消を行った場合は，取

消し手続完了後，依頼を行った地方局等又は出張所の長に対しその旨通知する。

3 取消しを行ったときは，処理要領集に定めるところにより r数次再入国許可取消しデ

ータシート」を作成し，本省あて送付する。

第 2節数次入国査証の取消し

第 1 在留資格の変更等に伴う取消し

地方局等又は出張所の長は，有効な数次入国査証を所持する外国人からの在留資格の

変更許可申請を許可し，又は在留資格を抹消したときは，当該外国人が所持する査証を取

り消す。

(注)

第2 不許可処分に伴う取消し

1 本省への進達

地方局等の長は3 有効な数次入国査証を所持する外国人からの在留審査関係諸申請につ

いて不許可の決定をした場合又は不許可意見を付す進達案件に闘し，引き続き当該数次査

証を所持させることが適当でないと判断する場合は，数次入国査証の取消しの可否につい

て木省入国管理局長に進達する。

2 地方局等への進達

出張所の長は，専決により不許可処分とした案件又は不許可意見を付す進達案件に関し，

引き続き当該査証を所持させることが適当でないと思料するときは，地方局等の長に数次

入国査証の取消しの可否について進達する。

3 進達の方式

(1)専決案件
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地方局等文は出張所の長は，専決することのできる案件に伴うものについては，進

達に当たって次の事項を報告する。

ア 国籍，氏名，性別及び生年月日

イ 入国・在留の目的

ウ処分の内容

エ取消しを必要とする理由

オ査証区分，番号及び入国目的

カ 査証の有効期間

キ査証の発給公館名

ク 査証の発給年月日

( 2)進達案件

進達を要する案件に伴うものについては，当該案件に係る意見書の意見欄に「査証

取消し進達」と付記するとともに，経緯記載欄に(1 )のエからクに掲げる事項を記載

する。

第 3 取消し手続

1 数次入国査証の取消しを行うときは，査証取消処分通知書を交付し，旅券等の上の査証

に失効 (CANCELLED)印を押印するとともに r外務大臣の依頼により上記に対する 年

月 日(処分年月日)同大臣の取消処分通知書を交付した」旨記載するをともに，

処分庁名印文は入国審査宮認証印を押印する。

2 査証の抹消は，本人の出頭を求めて行う。

(注)

第 3節そ の 他

第 1 特例上陸許可の取消し

第 6編第4章第 1節第2参照。

第2 在留資格認定証明書の取消し l

第 9編第2章第 9節参照。
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別記第 1号様式

別記第2号様式

別記第3号様式

別記第4号様式

別記第5号様式

別記第6号様式

別記第 7号様式

別記第8号様式

別記第9号様式

別記第10号様式

別記第11号様式

別記第12号様式

別記第13号様式

別記第14号様式

別記第15号様式

別記第日号様式

別記第17号様式

別記第18号様式

別記第19号様式

第3章様式

移管書

在留資格取消対象者，~係る端緒報告書

在留資格取消台帳

調査報告書

意見聴取通知報告書

不許可通知書

意見聴取調書

領置調書・目録書

領置物件還付請書

所有権放棄書

意見聴取調書(代理人)

意見聴取報告書

通知書

退去強制事由該当容疑者通報書

在留資格取消処分連絡書

条件変更申出書

出国期間指定取消及び期間変更通知書

出国期間等指定書回収報告書

在留資格取消処分状況報告書
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別記第 1号様式

管 第 号

平成年月日

入国管理局( 支局 ) 長 殿

入国管理局( 支局)長

移 #卑
日 書

入国・在留審査要領第 10編の 2第 1章第 1節第 5の2の規定に基づき，下記の者

の在留資格取消案件を貴局(支局)に移管する。

記

1 氏名・性日1]

2. 生年月日

3 国籍

4 在留資格取消事由

出入国管理及び難民認定法第 22条の 4第 1項第 号

添付物 在留資格取消関係資料 1式



別記第2号様式

在留資格取消対象者に係る端緒報告書

平成 年 月 日

入国管理局( 支局)長 殿

入国管理局 支局

審査部門(出張所)

入国審査官

下記の者は，出入国管理及び難民認定法第 22条の 4第 1項第 号に

該当すると恩われるので報告する o

記

国籍

氏名

生年月日

居住地

在留資格

在留期間

在留期限

事実の要旨

年月 日

( 男 ・ 女 )

(歳)

添付資料

1 電話記録書

2 面接記録書

3 供述調書

4 

備 考

日

日

日

目

立

日

立

ロ

立

ロ

立

ロ



別."席3号梅弐

在留資格取消台帳(平成 年)

年寄堅田 氏名目生年月日 盟二盆土 問閲覧 主竺 醐係人 lZT竺品註 竺叩 備考

竺目処分 許可・不胴|有無 守三|空ー竺竺竺き二空空巴せ: B'fi'空干F百二 醐持・郵送附|出国期里限… 月 f
弓目 |氏名 |氏名 |氏名 月日・ " " 月白法第22長の4

第1項箪 号 年月日生月日 継続月日1出国日月日

月日 1 日処分許可・不許可巴干 有・鋸|偲分 陛竺二許可・不胴 醐持・郵送|鮒日 月日

~I 氏名 i氏名 |氏名 月 E ・ 恒男F 月 "1 "日法草22<駐の4

鮪，羽u再考 年月 日差 月 E 継続 月dtI出士I問竺国三ι"， 月日

月日 ~I処分許可・不許可巴竺 有・辰 |早分 |竺士許可・時可 制時・郵送|酎日 1 
~J 氏名 |氏名 |氏名 月 131 1"'$Ex，ot1!i!EI I出国期限 1 日 月日法第22'"の4

第"肩第 ~ 年月日.月 継続 同出回日月 E

月日 1 日|処分許可・不許可有無 有・無|処分 処 分 竺E竺豆 醐持・郵送空出国期竺限 月旦

1月 日 氏名 |氏名 氏名 月日・ 1;t:J!.i!B ItflIIEIIIlIII: _"  "月日法筒22'駐の4

型空宇三
年月日生 日 組織 月伺出園田月 E

月日 _"_~J処分胴・不胴主史;;-...処分町町 '!:~:J!:'__，，:.許可不胴 酬持・醐|鮒日 " " 

" " 日 |氏名 |氏名 |氏名 月 匠 出国|出図版" " 月日法第22<駐の4

年月日生月 組織周回1出国日月日|第1輔号

月日 ヱ自陣分酔可・不許可|有.. 有・無 |処分 Iー|処分許可 ・不胴 醐時・郵送|交付日 月 E

1 日 |氏名 |氏名 |氏名 月 E ・ |出国期限" " 月日法草22費量の4

|第坤第三 年月日生 月日 .犠 周目1出回目 月日

月日 1 日|処分許可・不許可也土 有・鋸処分 性竺許可目不胴 取消手交郵送 l交付目 月日

一"田 氏名 氏名 |氏名 月日組・鶴 |出国期限月日 月日法草22'"の4

第1項箪号 年月日生月日 周 回 仲 酒 田 月 日

月日 ヱ日|処分許可・不許可竺竺 有・毎 回竺三士土土こ恒三竺十不酔可 酬手交・郵送|交付目 1 
: :.1 氏名 |氏名 |氏名 月 ) | - 1 1 R  E f去筒22<駐の4

| 和醐 号 年月日生月 月 ε|出 匿 日 " " 

月日 ヱ 目|処分胴・不胴性竺有・無|処分 性竺土空三巴 酬持・郵送|交付日 月 E

ヱ日 |氏名 |氏名 |氏名 月 E ・ 1;!;:J!i!B I幽周期偲 ""1 "" 法草22<駐の4

恒竺干'1 年月日生 月日 '"続 開 "1出回目 " E 

1月 E処分許可不許可性竺! 有辰|処分 竺た胴・不酔可 制 時 ・ 蹴1交付日 月 E月日

ま筒22'駐の4
目 |氏名 |氏名 氏名 月日・ l 四世月日月日

年月日生 月日 '"続 月 aい出巴a国竺国土【日 月日|鮪1醐三



別記第4号様式

調 査 報 止と
三匡ヨ主口

平成 年 月 日

入 国管理局長殿

入国管理局 審査部門(出張所)

入国審査官 印

在留資格取消対象者である下記の者について調査した結果を報告する。

取 在留資格取消台帳番号 第 号

消 国籍・氏名 (男・女)

立す 生 年 月 日 年 月 日

象 在留資格(期間)

者 期 限 年 月 日

調 査 結 果
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別記第5号様式

意見聴取担当入国審査官

殿

意見聴取通知報告書

平成 年月

入国管理局 支局

部門(出張所)

(官職)

H 

下記の者に対し，出入国管理及び難民認定法施行規則第 25条の 6第 1

項ただL書きの規定に基づく意見の聴、取の通知を行ったので報告する。

1 在留資格取消対象者

国 籍

氏名・性別

生年月日

取消台帳番号

居 住 生也

在留資格

在留期間

在留期 1 限

2 意見聴取期日・場所

平成 年

3 通知をした日・場所

平成 年

4 その他

言己

月 日-

月 日-

年月 日

( 男 ・ 女 )

(歳)



別記第 6号様式

平成 年 月 日

Year Month Date 

不 許可通知書

NOTlFICATlON OF DISAPPROVAL 

殿

To Mr.fMs 

あなたから申出・申請のあった，下記の者の在留資格の取消手続に係る

( 年 月 日付)については，申出・申請の理由

等を総合的に判断した結果，これを認めるに足りる理由がなく，不許可ど決定したの

で，通知しますロ

Your application for the procedures of a revoeation of也estatus of residence of theお1I0wingperson (回目ivedon 

year mon也 date) was disapproved owing回 insuf百ci巴ntgrounds，田 aresu1t of a comprehensive decision made 

based on the rcasons given in your application. 

首己 Descrlption 

l 在留資格取消対象者 Subjectof Revo叫.ionof S祖国 ofResid岡田

(1)氏名・性別 N四 e/G回 d町

(2 )生年月日 DatcofBi曲

( 3 )国籍 Nationality

2 不許可の理由 Reasons伽 Disapproval

(注)※には不許可を通知する者の職名を記入するものとする。

※ 



別記第 7号樺式

主言i:Y<!.耳il!J:1I文言周雫書

(件名) 出入国管理及び難民認定法第 22条の4第 1項第 号該当 職業は，

国(本)籍 J 氏名は，

居住地 生年月日は， 年 月 日です。

職 業 意見聴取担当入国審査官は，被聴取者及びその他の参加入に対G.出入国管理及

こと び難民認定法施行規則第 25条の 10第2項の規定により，被聴取者，利害関係人

在留資格取消対象者 (男・女) 又はそれらの代理人は意見の聴取に当たって意見を述べ，及び証拠を提出 G.並び

年 月 日生(当 歳) に質問をすることができることなど意見聴取の手続を説明 G.在留資格の取消しの

上記の者に対する在留資格取消対象事案につき， 年 月 原因となる事実について説明 G.その事実に対する意見を尋ねたところ，被聴取者

日 において，意見聴取担当入国審査官 等は次のとおり供述した。

は，在留資格取消対象者から，代理ノ仏利害関係人及び利害関係人の代理人が出席 容)

して，通訳人を介して 語により次のとおり意見の聴取を行った。
、

意見聴取担当入国審査官は，被聴取者に対G. 国籍，本籍地，出生地，居住地，

職業，氏名及び生年月日を尋ねたところ，被聴取者は，任意に次のとおり供述し

た。

国籍及び本籍地は，

出生地は，

居住地は，



別記第7号の2樟式

意見聴取担当入国審査官は，証拠資料を閲覧させ，在留資格取消し事実に係る記

載を読み聞かせ文はその要旨を告げ，証拠物はこれを被聡取者等に示すとともに，

当該証拠物の記載内容については，その要旨を説明した上，被聴取者等に意見及び

弁解の有無を尋ねたところ，被聴取者等i士次のとおり供述した。 意見聴取担当入国審査官は，在留資格取消し事実文は情状に関1..-，なお取り調べ

(取り調べた証拠資料の標目，記載部分及び証拠物は別紙目録のとおり) るべきものがないかどうかを被聴取者等に確かめた上，申し述べることがあるかど

答) うかを被聴取者等に尋ねたところ，被聴取者等は次のとおり供述した。

容)

¥ 



別記第7号の3樟式

被聴取者

代理人

利害関係人

以上録取し，被聴取者等に閲覧させ，文は通訳人 を介して，

語で読み聞かせたところ，いずれも，誤りがない旨を申し立て，

意見聴取担当入国審査官とともに，署名 印した。

前向日 九

入国管理局

入国審査官

通訳人



心口
M
M
聾
ゆ
ド
冊
目
幅
員



別記第8号様式

領置調書・目録書
RECORD LlST OF OFFICIAL RETENTON 

年 月 日
Year Month Date 

殿
To Mr./Ms 

入国管理局( 支局 出張所)

Regional Immigration Bureau ( B日nch Office) 

意見聴取担当入国審査官 印

Hearing Official 

に対する出入国管理及び難民認定法第22条の4の規定に基づく意見聴取に関
し，平成 年 月 日， において，次の者が任意に提出した下記
の物件を領置したので，領置するとともに目録を交付します。

Pursuant to出eprovisions of Article 22-4 of出eln1migration-ControI岨 dRe自Jgee-RecognitionAct. with regard to由ehearlng of 

， the items below， voluntarily submitted by the following person， at ， 
we町田tainedand are listed as follows. 

下記の物件を任意に提出します。 1voh帥 rilysubmit the follow時 items

提出者の住所及び氏名 住所 Domicile
Domicile and Name ofSuhmitter 

提出者署名 Submitter'sS甲 山 田 印 Seal

日 録 List

番号 品名 数量 所有者住所 所有者氏名 備考
Number Items Quantity Owner's Domicile Owner's Name Remarks 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 



別記第9号様式

年月日
Year Month Date 

領置物件還付請書
RECEIPT OF RETURN OF RETAINED ITEMS 

入国管理局( 支局 出張所)
Regional Immigration Bureau ( Branch Offi田)

意見聴取担当入国審査官 殿
To the Hearing 0伍cial，Immigration Officcr 

に対する在留資格取消し事案に関する下記領置物件の還付を受
け，lEに受領しました。

I∞n百ロn問 ceiptofthe retum ofthe following retained items related to出erevocation ofthe status ofresidence of 

番号
Number 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

住所:
Domicile 

氏名
Namc 

品名
Items 

旦

数量

Quantity 



h 

別記第10号様式

所有権放棄書
WAlVER OF OWNERSHIP 

入国管理局( 支局
Regional Immigr訓ionBureau ( 

出張所)
Braneh 0節目)

意見聴取担当入国審査官 殿
τ。血eHearing Offieia.l， Immigration Offic町

領置中の下記物件の所有権を放棄します。

1 waive ownership ofthe following items. 

番号 品名
Number Items 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

住所
Domieile 

氏名:
Name 

数量
Quantity 

差出人
Submitter 

年月日
Year Month Date 

備考
Remむks

盟
Seal 



別記第 1 1号様式

王室主主耳恵耳文章周主主宰 〈イ~王里 Á)

国(本)籍 職業は，

氏名・性別 氏名は，

(男・女) 生年月日は1 年 月 日です。

生年 月日 年 月 日生(当 歳) 在留資格取消対象者と私の関係は，

職 業

居住地

意見臆取担当入国審査官は，代理人及びその他の参加入に対し宮出入国管理及び

意見聴取担当入国審査官 は，平成 年 月 日 難民認定法施行規則第 25条の 10第2項の規定により，代理人，利害関係人又は

において，在留資格取消対象者に係る出入国管理及び難民認定 利害関係人の代理人は意見の聴取に当たって意見を述べ，及び証拠を提出 L，並び

法第 22条の 4第 1項第 号該当事案につき，上記の者から，利害関係人及び利 に質問をすることができることなど意見聴取の手続を説明 L，在留資格取消対象者

害関係人の代理人が出席して，通訳人を介して 語により次のとお の在留資格の取消しの原因となる事実について説明 L，その事実に対する意見を尋

り意見の聴取を行ったところ，任意に1);のどおり供述した。 ねたところ，代理人等は次のどおり供述した。

在留資格取消対象者の身分事項及び代理人との関係について尋ねたところ，次の 答)

とおり供述した。

在留資格取消対象者の国籍及び本籍地は，

出生地は，

居住地は，



別記草 11号の2樟式

意見聴取担当入国審査官は，証拠資料を閲覧させ，在留資格取消し事実に係る記

載を読み聞かせ又はその要旨を告げ，証拠物はこれを代理人等に示すとともに，当

該証拠物の記載内容については，その要旨を説明した上，代理人等に意見及び弁解

の有無を尋ねたところ，被聴取者等は次のとおり供述した。 意見聴取担当入国審査官は，在留資格取消し事実又は情状に関1..-.なお取り調べ

(取事調べた証拠資料の標目，記載部分及び証拠物は別紙目録のとおり) るべきものがないかどうかを代理人等に確かめた上，申し述べることがあるかどう

答) かを代理λ等に尋ねたところ，次のとおり供述した。

答)



別記事 11号の 3様式

。

、

代理人

利害関係人

以上録取1..-，代理人等に閲覧させ又は通訳人 を介して，

語で読み聞かせたところ，いずれも，誤りがない旨を申し立て，

意見聡取担当入国審査官とともに，署名 印した。

前向日

入国管理局

入国審査官

通訳人



別記第12号様式

年 月 日

入国管理局長 殿

入国管理局 支局
審査部門(出張所)

入国審査官 印

意見聴取報告書
月日， 人 に対する意見聴取を

終了したので，下記のとおり報告します。

記I

1意見聴取実施日

2 意見聴取担当入国審査官

3意見聴取担当入国審査官意見

4 被聴取者等の主張

5被聴取者等の主張に対する意見聴取担当入国審査官の判断



別記第13号様式

To Mr./Ms 

通知書

NOTIFICATION 

殿

あなたの在留資格取消手続について，結果をお知らせしますので，

月 日までに下記のものを持参の上，当部門(出張所)に出頭じて

ください。

なお，やむを得ない理由により同期日までに出頭できないときは，事前

にその旨を連絡しで下さい。

羽海 resul比of由edeeision for曲。 proc吋町田 of問 vocationof your status of residence will be t，1otified to you 

Yo旧町erequ田 ted10 bring由espeeified 福田sJisted below and app回rat designa旬doffice by 

Iffor悶 necompelling re品。nyou鑑定 unableto appe町 al由eoffi曲句也egiven deadline， you m旧北∞ntact

血eo節 目 inadvance. 

1 旅券
P田SpO此

2 外国人登録証明書
C町tificateof Alien Regis仕ation

記 Description

3 領置調書・目録書(交付を受けている場合)
Reco吋ListofOfficial Retention (where applicable) 

4 この通知書
This notification 

平成年月日
Year Mon由 Date

入国管理局
Regional Immigration Bureau 

電話番号
TelePhone Numbcr 

(注)用紙の大きさは，日本工業規格AヂrJ4番又は葉書大とする。

部門(出張所)
Section (Office) 



別記第14号様式

部門首席入国警備官殿

審査部門

首席審査官

退去強制事由該当容疑者通報書

事務連絡

弔或年月日

下記の者は，出入国管理及び難民認定法第24条第2号の に該当すると思われるので通報しま

す。

記

1 国籍

2 氏名・性別

3 生年月日

4 在留資格取消事由

出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第 号

5 在留資格取消通知日

平成年月 日

6 取り消した在留資格

7 その他



別記第15号様式

部門首席入国警備官殿

審査部門

首席審査官

在留資格取消処分連絡書

事務連絡

弔~年月日

平成 年 月 日，出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第 号に該当

するとして在留資格を取り消した下記の者について通報します。

言己

8 国籍

9 氏名・性別

10 生年月日

11 在留資格取消事由

出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項第 号

12 在留資格取消通知日

平 成年月 日

13 取り消した在留資格

14 出国期間

出国期間:

15 その他

年 月 日までの間



別記第16号様式

年月日
Year Month Date 

入国管理局長 殿

To the Director General ofthe 一一一一一一RegionalImmigration Bureau 

籍

均

名

目

凶

別

r

M

m

月

印

蜘

山

尚

年

目

伽

国
N

氏

生

加

性

条件変更申出書
APPLICA TION FOR CHANGES OF CONDlTIONS 

出国期間等指定書の5に記載された私に対する条件に関し，下記事項について変更を申し出るので，
承認願います。
With regard to the conditions imposed 00 me， ¥Witten in 5 ofthe Designation ofTime Limit for Departure， 1 hereby rquest perrnissionあrthe

foJ1owing changes 

記 Description

l変更を希望する項目(該当項目にチェックする。)Items that You W凶 toCh皿 ge(Ch叫由e明明白白box田)

口出国期間 TimeLimit for Departure 

口指定住居 DesignatedDomicile 

口行動範囲 Fieldof Activities 

口 その他 r 

Others 、

2 現在の条件 Pres削 Conditions

3変更を希望する内容 Requ田 tedCh皿 ges

4 変更を希望する理由 Re制



別記第17号様式

年月日

Year Mon血 Date

出国期間指定取消及び期間変更通知書

NOIIFICA:τ]ONOFCANC阻LAτ]ONANDα:lANGES1l河TIMEUMIfFORDEPARTURE 

1 国籍
Nationali，ty 

2 氏名・性別
NamelGender 

3 生年月日
D.te of Birth 

4 出国期間等指定書交付日
Date of lssuance of Designated of Time Limit for Departure 

あなたに対する出国期間等指定は，下記の理由により取り消すとともに，下記のとおり，出国期

間を変更します。

なお，下記の出国期間内に出国しなかったときは，出入国管理及び難民認定法第24条第2号

の3の退去強制事由に該当することとなります。

百ledesignated of time limit for departure issued to you has been cancelled for血efollowing問描ons，田d血e

time limit has been changed to也efollowing 

If you do not leave Japan dwing曲目皿e1皿 it， you will come under the grounds自ordeportation in ac∞M血白

羽白血eprovisio田 ofArticle 24-2， Par甲 .ph3 of the Immigr訓ion-Con回 I四 dRefugee-Re叩gnitionAct 

記 D田c巾tion

取消理由:

R国間1.for C祖国:llation

変更後の出国期間・

Cha旦gedTime Limit for Departure 

主 月 日 までの間

by Year Mon血 Date 

※ @ 

Seal 

(注)※には出国期間指定取消及び期間変更の通知する者の職名を記入するものとする。



別記第四号様式

入国管理局( 支局)長殿

入国管理局(

出国期間等指定書回収報告書

支局

事務連絡
平成年月日

出張所)長

下記の者について，出国期間等指定書を回収の上，出国事実を確認したので同指定書を添付の
上，報告します。

言己

番号
取消台帳

国籍 氏名 生年月日 性別 出国日 出国便 備考
番号

l 

2 

3 

4 

5 



別記第19号様式

管
平成

第
牛 月

号
日

法務省入国管理局長 殿

入国管理局( 支局)長

在留資格取消処分状況報告書
平成 年 月に在留資格の取消しを行った事案を下記のとおり報告します。

記

降号 取消台帳 取り消した
取消し事由

番号
国籍 氏名 生年月日 性別

在留資格
(第22条の4第 備考
1項の号数)

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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第 3分冊第 11編

第 1章総則

第 1 目的

本編は，出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第 59条の 2に規定す

る事実の調査に関する入国審査官の職務の遂行について，その取扱いを具体的に規定し，

もって，その適正を図ることを目的とする。

第2 実態調査の趣旨

第3 実態調査の根拠規定

入国審査官が行う実態調査は，申請人又はその他の関係人(以下「申請人等」という。)

の任意の協力に基づくものであり，その法的根拠は，入管法第 59条の 2 (事実の調査〉

に規定されている。

第4 実態調査の方法1_ 
2_ 
3・・圃
4 

-



第 3分冊第 11編

第2章実態調査の心構え

第 1 実態調査の心構え

1 実態調査は，あくまでも強制力を伴わない任意調査であることを十分認識し，調査に際

しての発言，行動等には特に留意しなければならない。

2 

3 

4 

6 

• 
第2 トラブル等の発生防止

1 

2 

3 

4 

5 

実態調査を行うに当たっては， トラブ/レが発生しないよう十分な注意を払い，特に，次

の点に留意する。

-2 -



第 3分冊第 11編

第 3章実態調査案件の配分等

第 1節 実態調査案件の受理及び配分等

第 1 受理及び配分

1 首席審査官，統括審査官及び出張所長(以下「首席審査官等」という。)は，審査担当

部門から実態調査の依頼を受け，又は自ら実態調査を行うことを決定したときは，遅滞な

く当該案件を実態調査台帳(任意様式)に登載し，その処理状況を明らかにする。

2 首席審査官等は，実態調査台帳に登載した案件については，効果的に処理することを念

頭に当該案件に係る調査担当官を指名し，調査の時期，調査上の留意点等を具体的に指示

した上で配分する。

3 首席審査官等は，調査担当官の調査の進ちよく状況を定期的に確認する。

4 調査担当官は，実態調査案件の配分を受けたときは，速やかに調査記録表(任意様式)

を作成し，調査の進ちよく状況を明らかにする。

(注)

第2 調査担当官と審査担当官との連携

第 1

実態調査部門が設置されているなど実態調査の担当官が申請等の審査担当官と異なる場

合には，実態調査に当たって解明すべき事項，申請人等の過去の申請等における動向等実

態調査に当たって留意すべき事項等について，調査担当官と審査担当官が綿密に打ち合わ

せを行い，的確な実態調査を行う。

第2節基礎調査

-3 -



第 2

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

第 3

第 3分冊第 11編

(注)

-4 -



第 1

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

国国圃

-
(注 1)

(注2)

(注3)

• (注4)

第 3分冊第 11編

第4章実地調査

-5 -



第2

1 

2 

3 

6 

第 3

1 

(注5)

-6 -
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也、
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5 

一圃
7 

(注 1) 

(注2)

-7 -



第 3分冊第 11編

第5章 申請人等からの事情聴取

第 1 出頭要請

1 入管法第 59条の 2第2項の規定に基づき申請人等から事情聴取するために出頭を求め

る場合は，別記第 2号様式による出頭通知書を使用する。

2 出頭通知書の入国審査官氏名は，実態調査を実施する部門の首席審査官又は出張所長た

る入国審査官の名をもって行う。

(注)申請人等に対し，電話又は口頭で出頭を求めることを妨げないが，電話で出頭を求

めたときは別記第 3号様式による電話記録書，口頭で出頭を求めたときは別記第4様

式による面接記録書にそれぞれ記録するとともに，相手方が求めたときは，出頭通知

書を作成し，交付する。

第2 事情聴取

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

-
-

-8 -
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9 

10 

11 

13 

-9 -



第 3分冊第 11編

第 6章調書の作成

第 1節 調書の種類と作成上の留意点

第 1 調書の種類

入管法第 59条の 2に規定する事実の調査に当たって，次の各号に該当するときは，そ

れぞれ各号に定める書類を作成する。

1 

2 

3 

4 

• 5 

第2 調書作成上の留意点

• 

6 

(注)

1

2

3

4

5
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第 2節 実態調査報告書及び供述調書の作成

第 1 基本的事項

1 実態調査報告書及び供述調書の作成に際しては，虚偽，誇張文は歪曲があったり，憶測

を混じえるようなことがあってはならず，申請人等が供述した内容や見聞した事実をあり

のまま記載する。

2 実態調査は，それぞれの申請案件に係る事実関係の究明などの目的の下に行うものであ

るため，実態調査報告書及び供述調書には，その目的に沿い，重要な点については詳細に

記載する。

3 文章は，わかりやすく，文字は正確に記載する。

第2 実態調査報告書の作成

1 

圃・・・・・・・・
2 

3 

第3 供述調書の作成

(2 ) 
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唱
E
E
A

，，，‘、

( 2 ) 

-12 -



第 3分冊第 11，編

(4) 

(6) • 
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第7章案件別の留意点

第 1節婚姻・同居案件

第 1 申請書等関係記録上の確認事項

1 _ 

2_ 
3 _ 

4 ・・・・・・・
( 1 ) 
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5 ・・・・・・・
(注)

• 6 _ 

7 

8 

(1) 

( 2 ) 

(5 ) 

(6) 
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14 ・・・・・・・
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-圃
15 

16 

第 2節就労案件

第 1 事業所の確認

1 

-2 

第2 営業内容の確認

2 

3 
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第 3 興行案件

1
i

ワ白

q
u

4 

第3節留学案件

1 

2 

3 

4 
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第4節研修・技能実習案件

第 1 実態調査の方法

1， 

2 

第 2 調査対象ごとの調査項目及び留意点

1_ 

-・圃
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( 3 )・・・・
2 

(2) 

3 ・・・・・・・

( 2 ) 

4 
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(4) 

5 
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第 8章 様 式

別記第 1号様式 -別記第2号様式 出頭通知書

別記第 3号様式 電話記録書

別記第4号様式 面接記録書

別記第 5号様式 実態調査報告書

別記第6号様式(ア) 供述調書

別記第6号様式(イ) 供述調書

-23 -



別記第 1号様式

• -・・・・ 審査部門

同



別記第 2号様式(各種申請用)

殿

1 氏 名

2 生年月日

3 国 籍

4 居 住 地

番号

年月日

出頭通知書

年 、月 日

男

女

出入国管理及び難民認定法第59条の 2第 2項の規定により，下記のとおりあなた
の出頭を求めます。出頭の際は本状を持参してください。

なお，期日に理由なく出頭されない場合は，これまでの資料に基づき判断するこ
ととなりますので，出頭が遅れるなどの事情があるときはあらかじめお知らせくだ
さい。

(1)出頭を求める日時 年 月 日 時 分

(2) 出頭を求める場所

(3) 出頭を求める理由

(4)持参する資料

法 務 省 ¥入国管理局

入国審査官
日



|別記第2の2号様式(在留資格取消し用)

番号

年月日

出頭通知書

殿

1 氏 名
男

女

2 生年月日 年 月 日

3 国籍

4 居住 地

出入国管理及び難民認定法第59条の 2第 2項の規定により，下記のとおりあなた

の出頭を求めます。出頭の際は本状を持参してください。

なお，期日に理由なく出頭されない場合は，当局にて把握している資料等に基づ

き判断することとなりますので，出頭が遅れるなどの事情があるときはあらかじめお

知らせください。

(1)出頭を求める日時 年 月 日 時 分

(2) 出頭を求める場所

(3) 出頭を求める理由¥出入国管理及び難民認定法第 22条の 4第 1項の各号へ

の該当の有無について，事情を伺うため。

(4)持参 する資料

法務省 入国管理局

入国審査官 日



別記第3号様式

電 言苦 ヨぃ==ロ 録 書

日時 年 月 日 時 分 ~ 時 分

発信者 受信者

件名

ーーーーーーーー町田ーーー--ーーーーー-ーーーーーーー"“ーーーーーー---ーーーーーーーーー--ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・・・ーーーー---

t 

ー--------司同・・・・・・ーーー司・・・・・・---ーーー聞・・ーーーーーー司副・・・・・・----ー・聞・・・ー・ーーーーー司司司司聞----------

備考



別記第4号様式

面接記録書

日時 年月日 時 分 ~ 時 分

担当者 相手方

件名

ーーーーー-ーー・ー-ー司ー-ーーーー---------ーー'・ーーーー四ーーーー司ーーーーーーーーーーーーーー・ーーーーーーーーーーー------回-ーーーー

ーー・ーーー・ーー司・ーーー・ーーー・ーーー・ーーー・圃ーー-----ーーー・--ー・・ーーー・・ー司・・ーー・・ーー-_.圃ー司閉・・ーー・・・・ー--司・・ー

備考

別

記

第

5
号

様

式



別記第5号様式

実 態 調 査 報 とヒ 書口

年 月 日

入 国 管 理 局 長 殿

入国管理局 審査部門

入国審査官 I=P 
入国審査官 I=P 

下記の者の 許可申請について調査した結果を報
告する。
申 申 き百昌円三 番 号 第 号( 年 月 日申

請)
さ百き昌円三 国 籍・氏名 (男・

生 年 月 日 女)

人 年 月 日

在 留 資 格

(期間)・期限 年 月 日

調 査 結 果





別記第6号様式(ア) (施規第52条の 3関係)

供述調書

国(本)籍

居住 地

職 業

J 

年 月 日生( 歳)

上記の者平成 年 月 日

おいて， に闘し，任意次のとおり

供述した。



(
隆
盛
の
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E
J

雪
国
総
寝
起
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世
誕
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味
旧
盟
問
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